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藤沢市市営住宅及び共同施設の指定管理者の指定について 

 

 １ 選定経過 

 （１）第１回審査選定委員会    ２０２１年（令和３年）７月５日 

   ① 指定管理者対象施設の概要について 

   ② 募集要項（案）及び審査要領（案）等について 

   ③ 選定スケジュール等について 

 （２）申請書の受付期間 

    ２０２１年（令和３年）７月１２日から 

    ２０２１年（令和３年）８月１３日まで 

 （３）第２回審査選定委員会    ２０２１年（令和３年）１０月１３日 

    指定管理者の審査・選定について 

 （４）選定結果 

  １団体の応募があり、書類及びプレゼンテーションによる審査を実

施した結果、主に次の理由により、一般社団法人かながわ土地建物保全

協会を指定管理者の最適な候補者として選定 

   ① 事業計画については、３６５日２４時間対応サービス、防犯・防災

に関する予防対策などがバランスよく提案され、特に市営住宅の管理に必

要な有資格者等の配置などについて高い評価を得た。 

② 収支計画については、健全性、財務リスクについて総合的に評価し

た結果、比較的安定しているとの評価を得た。 

③ 応募団体の実績、管理運営の方針や理念については、特に県内にお

ける類似施設の管理実績などについて高い評価を得た。 

 

 
順位 

 
応 募 団 体 

 
総合得点（250点満点） 

 
１ 一般社団法人かながわ土地建

物保全協会 
        173点 

  

令和３年１２月 藤沢市議会定例会 

議 案 第 ６ １ 号 資 料 
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 ２ 審査基準 

 （１）団体の基本的要件 

   ① 指定管理者であるための基本的理解 

     ② 管理運営能力 

   ③ 法令遵守 

 （２）事業計画書 

   ① 施設の運営 

   ② 施設の管理 

   ③ 危機管理体制 

   ④ 人員体制・経費 

   ⑤ 市の施策への理解 

   ⑥ 市営住宅における管理基準 

 （３）その他 

   ① 提案事業の入居者サービス向上策 

   ② 提案事業の費用対効果 

   ③ 提案事業の地域や入居者を連携した、良好なコミュニティ形成 

   ④ その他 

 

 ３ 市営住宅等指定管理者事業計画書 

   別添のとおり 

 

 

以 上 



  

様式１－３ 
市営住宅等指定管理者 事業計画書 

 

施 設 名 藤沢市市営住宅及び共同施設 

団体（法人）の名称 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

主 な 事 業 

１  藤沢市営住宅指定管理事業 

２  神奈川県営住宅指定管理事業 

３  横浜市営住宅指定管理事業 

４  横須賀市営住宅指定管理事業 

５  鎌倉市営住宅指定管理事業 

６  神奈川県営住宅入居者募集事業（指定管理事業外） 

７  川崎市営住宅事業（総合監視業務-河原町団地-） 

８  神奈川県住宅供給公社住宅事業 

９  神奈川県住宅供給公社特優賃住宅駐車場管理事業 

10  神奈川県教育施設等事業 

11  管理組合事業 

12  複合施設事業 

13  民間賃貸住宅管理事業 

14 公共施設等の維持保全に係る技術支援事業 

15  海老名自社ビル賃貸運営事業 

16 高齢者等ライフサポート事業 

 

 

 

 

提案の概要 

当社は、創立以来６０年間、県営住宅・市営住宅などの公営住宅、県住宅供給

公社の賃貸住宅及び分譲住宅の維持管理業務を中心に事業を展開しております。   

市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした市営住宅の果

たすべき役割・目的を念頭に置きつつ、安全で安心な生活環境を全ての入居者に、

公平・公正・平等で人権に配慮した管理サービスを提供できるよう、日夜、取り

組みます。 

施設管理面では、経験豊かな技術職員が予防保全を主眼とした定期的な巡回・

点検をキメ細かく実施し、公共工事品質確保技術者の徹底した指導・助言のもと、

的確なストックマネジメントの視点から、建物や設備の効果的な管理運用手法を

ご提案させていただきます。 

また、市営住宅における現状と課題、あらゆる問題の解決に向けて取り組み、

７年間以上に亘って蓄積してまいりました入居者様・自治会様との信頼関係を持

続し、より進化させた住環境づくりをご提供していきたいという強い意欲から応

募させていただきました。 

 



  

事業計画書 項目一覧 
項   目 頁 

Ⅰ 団体の基本的要件 １ 

 ①指定管理者であるための基本的理解 〃 

 (1) 施設の設置目的についての理解 〃 

②管理運営能力 ３ 

 (1) 経営の安定性 〃 

(2) 類似施設の管理実績 11 

(3) 法人等の事務所及び繁忙期等の臨時窓口の設置 13 

③法令遵守 14 

 (1) 法令遵守の取組 〃 

Ⅱ 事業計画書 20 

 ①施設の運営 〃 

 (1) 住民の平等な利用の確保 〃 

(2) 入居者のニーズの把握及び対応 22 

②施設の管理 24 

 (1) 建物等の修繕 〃 

(2) 建物等の保守点検の実施及び結果（国が指定する修繕計画への反映） 29 

③危機管理体制 39 

 (1) 安否確認等の対応 〃 

(2) 防犯・防災（地震・台風・火災等）に関する予防対策 41 

(3) 防犯・防災（地震・台風・火災等）に関する発生時対応等 46 

(4) 指定期間中の対応サービス体制の確保 52 

④人員体制・経費 55 

 (1) 受付窓口、修繕及び収納業務に係る職員の配置 〃 

(2) 職員の管理、会計（収入・支出）の執行等業務に係る職員の配置 57 

(3) 市営住宅管理運営に必要な資格者等の配置 59 

(4) 職員の能力向上策の確保 60 

(5) 不測の事態への財政的な対応 63 

⑤市の施策への理解 65 

 (1) 情報の管理体制 〃 

(2) 情報公開のための措置 69 

(3) 管理運営方針と市の施政方針との整合性 70 

(4) SDGｓ（持続可能な開発目標）への取り組み 76 

⑥市営住宅における管理基準 78 

 (1) トラブルや苦情処理 〃 

(2) 従事者個人の資質に対するクレーム対応 84 

(3) 訪問による収納（集金）体制及び家賃等滞納未然防止策 85 

(4) 地元企業との連携・育成 86 

(5) 管理事務所の設置場所 88 

(6) 管理事務所の所在 90 

(7) 管理事務所の業務時間 91 

(8) 受付窓口の利便性等 92 

(9) コロナ禍における対応 94 

Ⅲ その他 98 

 提案の整合性 〃 

 (1) 提案事業の入居者サービス向上策  〃 

(2) 提案事業の費用対効果 104 

(3) 提案事業の地域や入居者と連携した良好なコミュニティ形成 105 

(4) その他 108 
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Ⅰ 団体の基本的要件 
①指定管理者であるための基本的理解 
（1）施設の設置目的についての理解  
（公営住宅法・住宅セーフティネット法等について理解しているかについて示してください。） 

 
関連法令の遵守のもと 全ての入居者に対して 

公平・公正・平等な対応と人権の尊重に配慮した 
管理サービスをご提供します 

当社は、昭和３６年に神奈川県住宅供給公社が供給する住宅の管理会社として創立
し、以来６０年間、県営住宅・市営住宅などの公営住宅及び県住宅供給公社の賃貸住宅・
分譲住宅の維持管理業務を中心に事業を展開してきました。 

基本理念として「住民満足度日本一のベストパートナーでありたい」を掲げ、その実
現のために、これからも社会環境の変化に順応し、進化し続けます。 

 
１ 市営住宅の設置目的と現状の課題 

(1) 住宅セーフティネットとしての重要な役割 
現在、藤沢市営住宅は、24 団地、1,740 戸、89 棟ありますが、これらは、公営

住宅法に則り、市が国の補助金等を活用して、健康で文化的な生活を営むに足りる
住宅を整備（建設・借上げ）したものです。これらの市営住宅を、住宅に困窮する
方々に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的としています。 

市営住宅の入居者は、住宅セーフティネット法に定める低額所得者、被災者、高
齢者、障がい者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する方々（住宅確
保要配慮者）が、多数の入居希望者の中から公募によって公正に選考されており、
まさに、市営住宅は、住宅確保に困窮している方々の住宅セーフティネットとして
非常に重要な役割を果たしているといえます。 

(2) 市営住宅における現状と課題 
市営住宅は、このような政策目的を持つ住宅ですので、公営住宅法や市条例等に

基づき、入居資格が厳格に定められているとともに、入居者が親族以外の者を同居
させようとするときは、市の承認を得なければならないなど、様々かつ厳格なルー
ルがあります。 

また、世帯収入に応じて家賃が決定されるため、同じ間取りの住宅でも家賃が異
なるなど、公営住宅独自の仕組みが数多くあります。 

特に、入居者の過半数は６５歳以上の高齢者で、単身世帯が全体の４６%を占め
ており、人間関係の希薄化による住民の孤立化や団地コミュニティ・地域社会から
の離脱による不安や疎外感など、様々な課題を有しています。 

さらに、老朽化している施設の修繕や維持管理など、ライフラインに関わる数多
くの課題を抱えています。 
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２ 課題の解消と取組みへの意欲と熱意 

(1)  課題の解決に向けて 
当社では、県をはじめとする 5 自治体の公営住宅について、長年にわたり維持管

理業務を受託していることから、各業務を担当する職員の一人ひとりが公営住宅
法・住宅セーフティネット法等を熟知し、その上で、あらゆる問題や課題の解決に
向けて、入居者や関係住民との調整を行うなど、安全で安心な生活環境をご提供で
きるよう、日夜、取組んでいます。 

(2) 課題への取組み実績 
当社は、平成２６年４月から藤沢市営住宅の指定管理者として指定いただき、施

設の役割や法令等の理解のもと、入居する皆様への安全・安心のご提供に努めてき
ました。 

この間、入居希望者への審査や入居後の収入調査を着実に実施しつつ、入居者管
理（苦情・相談・修繕の受付・解決、不正入居への対応等）、孤立化防止に向けた高
齢者等の見守り活動、希薄化する団地コミュニティの再生、地域社会・関係者との
連携、災害に関する予防対策や事後処理、空き家の防犯・防災対策など、市営住宅
における個別の課題に、組織一丸となって誠実に取組んできました。 

(3) さらなる進化への意欲 
今後も、全ての入居者に対して、公平・公正・平等な対応と人権の尊重に配慮し

た管理サービスをご提供させていただくことをモットーに、藤沢市営住宅の維持管
理業務に取組んでまいりたいと考えています。 

是非とも藤沢市営住宅の管理を引続き受託させていただき、この７年以上に亘っ
て蓄積してきた経験と実績、さらには入居者様・自治会様との信頼関係を持続・進
化させた住環境づくりをご提供していきたいという強い意欲から応募させていた
だきました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

安全安心 
をお手伝い 

～おかげさまで創立 60 周年～ 60th 

 



3 
 

②管理運営能力 
（1）経営の安定性 
（人的、財政的基盤、専門的知識や資格、経験及びトラブル発生時の対応体制、業務従事者の労働環境
について示してください。） 

培った６０年の知識と経験を活かし 
住民満足度日本一のベストパートナーでありたい 

１ 住宅管理のエキスパートとして安定した管理運営をご提供します 

公営住宅の管理を基軸に事業を展開する当社では、６０年に亘り培ってきた実績によ
る知見のもと、関係法令や社内の諸規程に基づき着実かつ安定的に業務を遂行し、非営
利型の一般社団法人として、引き続き社会的使命を果たします。 

(1) 住宅管理の経験・実績ともに豊富な職員による業務運営 
当社の全役職員が公営住宅の管理業務を熟知し、指定管理業務を適正に執行する

体制を整えているほか、公営住宅の設置意義や課題等を十分に理解しており、すべて
の業務に対して誠実かつ着実に遂行します。 

(2) 公の施設を管理していくための厳格な社内ルールとガバナンス体制 
当社は、組織、人事、会計、労働安全衛生、個人情報保護、情報公開、各事業等に

関わる諸規程に基づき、法令遵守に徹しています。 

(3) 県内の地域に根付く法人として「地の利」を活かす危機管理  
市営住宅の管理には、過去の大規模災害（地震・津波・土石流）を教訓とした業務

運営が求められます。そのため、普段から市内の混乱はもとより県外からの交通が遮
断・不通になることを想定して住宅の立地状況の把握を行っており、災害発生時に
は、この「土地勘」を最大限に活用して迅速に対応します。 

また、当社は、これまでの自然災害の発生時において、管理する住宅での土砂崩れ、
倒木、河川の氾濫、敷地内の陥没・液状化など様々な事象を経験しており、職員の臨
機の対応や地元企業との連携による迅速な措置により、入居者の生命に関わる被害
を出すことなく対応してきました。このように、被害を最小限に止めてきたことは、
定期的な巡回や危険箇所の特定等の予防保全や減災対策によるものと自負していま
す。今後も当社は、災害や事故に対して、組織一丸となった危機管理体制により、万
全を期して対応します。 

(4) 組織一丸となったバックアップ体制 
入居者募集や収入調査等の繁忙期には、本部、海老名支部及び県内７ヶ所のサービ

スセンターにより、管理事務所（湘南サービスセンター）をバックアップします。 

災害への備えとして、被害を最小限に抑え、すみやかに復旧するため、修繕・保守
点検の地元企業等との「災害時等における緊急出動等に関する覚書」を締結し、緊密
な連携による対応に備えています。 
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■ 組織の規模                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 職員数等  １９０ 名   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

区 分 本 部 等 サービスセンター等 計 
役  員（常勤）   ４名 ―   ４名 

スタッフ（技術）  ３５名  １７名  ５２名 

〃  （事務）  ７７名  ５７名 １３４名 

計 １１６名  ７４名 １９０名 

 
 

（令和３年４月１日現在） 

 

 

本部等職員 １１６名

会 長

常務理事

理 事

総 務 部 ８名 (人事・給与、予算・決算、個人情報保護・情報公開)

公 営 住 宅 部 1９名 (県営、藤沢･横浜･横須賀・鎌倉市営住宅事業の統括)

事 業 部 1５名 (公社住宅事業・民間賃貸住宅事業の統括)

マンション管理部 4３名 (管理組合住宅事業の統括) ※海老名支部を含む

技 術 管 理 部 ２１名 (各事業の工事及び施設維持管理事業の統括)

サービスセンター等職員 ７４名

横浜北サービスセンター 5名

川崎サービスセンター 8名

西湘サービスセンター 5名

湘南サービスセンター ９名

県央サービスセンター 12名

横浜南サービスセンター 13名

◇ 緊急時にはサポート体制に入ります

横須賀サービスセンター 17名

管理住宅の維持管理業務
＜管理種別＞
・ 藤沢市営住宅
・ 県営住宅
・ 横浜市営住宅
・ 横須賀市営住宅
・ 鎌倉市営住宅
・ 県住宅供給公社住宅
・ 管理組合住宅
・ 民間賃貸住宅

＜業務内容＞
・ 相談、要望、苦情等対応処理
・ 許認可申請等受理、審査
・ 入居者募集、審査、抽せん
・ 家賃関連
・ 駐車場契解約、車庫証明発行
・ 緊急、小口修繕執行
・ 退去立会い、修繕執行
・ 自治会打合せ、調整
・ 団地巡回、点検
・ 一人暮らし高齢者等の個別訪問

etc

鶴ケ峰管理センター 5名

緊急連絡センター ６名 (営業時間外の受付業務)

理 事

（令和３年４月１日現在） 
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２ 公益法人会計基準に基づく財務諸表を作成し 経営の安定性と健全性を重視 

(1) 経営の安定性について 
令和２年度決算における経常収益（売上高）は約８７億円、令和３年３月３１日現

在の正味財産額（剰余金累計額）は約１３億円、同日の現金預金の合計額は約１０億
円となっており、緊急時にこの資金を活用した対応も可能です。 

また、直近５年間の経常収支比率等は、次のとおりであり、いずれも一定の数値に
より財務の安全性と健全性を裏づけています。 

なお、令和２年度は、自己資本比率が減少していますが、これは海老名自社ビル（賃
貸住宅兼事務所）の建設によるものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○ 経常収支比率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

 経常収入（経常収益）　 A 7,900,803 6,910,722 7,124,915 7,912,349 8,683,392

 経常支出（経常費用）　 B 7,890,416 7,001,387 7,203,294 7,975,061 8,677,960

 うち公益目的支出の額　 C 89,487 95,214 98,145 99,343 67,074

 経常収支（経常増減額） A－(B-C) 99,874 4,549 19,766 36,631 72,506

 経常収支比率 A÷(B-C) 101.28% 100.07% 100.28% 100.47% 100.84%

○ 当座比率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

 当座資産 A 2,487,783 2,900,184 2,736,961 2,112,851 2,827,407

 流動負債 B 1,479,605 1,968,421 1,799,106 1,606,104 2,461,241

 当座比率 A÷B 168.14% 147.34% 152.13% 131.55% 114.88%

○ 固定長期適合率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

 固定資産 A 1,047,223 1,028,373 919,081 1,179,478 1,516,607

 自己資本(正味財産額) B 1,528,932 1,430,548 1,351,632 1,282,336 1,273,417

 固定負債 C 548,601 552,840 523,246 510,157 766,473

 自己資本＋固定負債 B＋C 2,077,533 1,983,388 1,874,878 1,792,493 2,039,890

 固定長期適合率 A÷(B＋C) 50.41% 51.85% 49.02% 65.80% 74.35%

○ 自己資本比率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

 自己資本(正味財産額) A 1,528,932 1,430,548 1,351,632 1,282,336 1,273,417

 総資本(資産合計額) B 3,557,138 3,951,809 3,673,983 3,398,596 4,501,131

 自己資本比率 A÷B 42.98% 36.20% 36.79% 37.73% 28.29%

（単位：千円）

区　　　分

（注1）経常収支比率分析では、100%以上であれば財務的に安全であるとされています。

（注2）公益目的支出の額（C）は、移行法人に義務付けられた公益目的支出計画に基づく事業実施による支出であり、

　　 この公益目的支出の額を除いた額が本来事業の経常収支となります。

（単位：千円）

区　　　分

（注）自己資本比率は、概ね30%以上であれば健全とされています。

区　　　分

（注）当座比率は、100%以上であることが望ましいとされています。

（単位：千円）

区　　　分

（注）固定長期適合率は、80%以下であれば健全とされています。

（単位：千円）
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(2) 会計事務について 
当社は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益法人会計基準及び当社

会計規程に基づき、厳正かつ適正に会計処理し、貸借対照表・正味財産増減計算書等、
所定の財務諸表（公益目的支出計画実施報告書を含む）を作成し、公表しています。 

会計事務については、毎月、顧問公認会計士による定例監査を受けていますが、法
令の改正状況や職務執行状況をチェックするため独自の業務監査実施要綱等を定
め、本部各部署及び全サービスセンター等を対象とした業務監査（会計士同行）を定
期的に実施し、適正な事務執行に取組んでいます。 

 

3 各種の資格を有する職員を多数確保し 安定した管理運営を実現 

共同住宅における各種の構造物、電気・水道設備等ライフラインの良好な維持は、入
居者が安心・安定した生活を送るための根幹であり、その実現のため高度な技術や資格
を有した人材を確保しています。 

当社は、公的住宅等の管理会社として、長年に亘り培ってきた運営に関するノウハウ
のもと、専門知識と技術力を有した多くの人材を配置し、ライフサイクルコストの縮減
や建物の長寿命化に向けた総合的かつ効果的な管理運営を実現します。 

■ 在籍職員が有する主な資格 
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4 トラブル発生時の危機管理体制 

当社では、様々な事故やトラブルが発生した場合に、入居者や職員の安全を最優先に
確保するとともに、迅速な対応・措置等により業務継続・復旧が図れるよう危機管理体
制を整備しています。 

重大な事故・トラブルが発生した場合には、会長を本部長とする対策本部を設置し、
情報の収集・共有化と迅速な対策により早期解決に向けて取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 県内トップクラスの快適な労働環境 

(1) 安全衛生優良企業としての環境整備 
近年、仕事上のトラブルによる不安、悩み又はストレスによるうつ病の増加や長時

間労働による健康被害など、職場環境をめぐる様々な社会問題が深刻化するなか、国
や地方自治体が推進する、いわゆる「働き方改革」の関連法が平成３１年４月から本
格的に施行され、労働に関する変革の動きが社会全体で加速しています。 

当社は、平成２８年度から厚生労働省（神奈川労働局）が公表する「労働安全衛生
優良企業(※)」の認定を継続して受けており、ホワイト企業として、働きやすい職場
環境づくりとワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、様々な対策により全社的に
取組んでいます。 

今後も、こうした取組みを継続し、持続可能な職場環境の改善に注力します。 
 

 

総 務 部

当社の危機管理体制図

本部（各部署） ・ 各サービスセンター

対策本部を設置

重大な事故(トラブル)の場合

役 員

会 長

事務局

各部長

会 長

藤沢市・関係機関

指示

報告

報告

事故内容に応じた所属長

顧問弁護士

関係弁護士

公認会計士

産 業 医

相談

事故（トラブル）の発生

助言
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(2) よこはまグッドバランス賞の認定 

当社本部の事業所在地である横浜市からは、“いかなる差別もなく、女性も男性も
活躍できる職場づくりを積極的に推進している中小事業所である“として、「よこは
まグッドバランス賞」の認定を受けています。 

 
 
 
 
 

(3) 長時間労働への措置 
職員の健康維持のため、長時間労働の抑制に関する情報を所属長や衛生委員会か

らの発信により、周知徹底しています。 
ただし、予算・決算業務や自然災害による待機

業務など特別な事情により、職員が長時間労働に
至ってしまった場合には、職員本人との調整によ
り、当社が委嘱する産業医の面接指導を行い、所
属での配慮や疲労や心身のストレスが蓄積する
ことのないよう快適な職場環境づくりに努めて
います。 

 

 

 

 

  
神奈川労働局長からの認定証授与(令和元年 10 月) 

※ 安全衛生優良企業公表制度（厚生労働省が認定） 
    労働安全衛生関連の重大な法令違反が無いなどの基本事項に加え、労働者の健康

保持増進対策・過重労働対策・安全管理など積極的に取り組んでいるかという厳し
い条件をクリアした企業を認定・公表する制度（３年毎に審査・更新） 

～全国で３６社、神奈川県内で５社（令和 3年７月 1日現在）～ 



9 
 

 
(4) 連続休暇の取得を推奨 

家族とふれあう時間や自己啓発など充実した生活環境を整えるべく、ライフサイ
クルの段階に応じた連続休暇の取得を推奨し、精神的なストレスによる心身の健康
被害を未然に防止するとともにワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実
現に向け、心身ともに健全な状態で最大限の能力が発揮できるよう取組んでいます。 

 
(5) 仕事と子育て・介護の両立支援 

当社は、育児や家族介護を必要とする職員が、仕事と両立させ
ながら安心して働くことのできる職場環境を整備しているとし
て、神奈川県から「神奈川県子ども・子育て支援推進事業者」の
認定を受けています。 

女性がライフステージに応じて働ける環境を整えることにより、職場、家庭、地域
において、能力を発揮し、活躍できる環境づくりに努め、組織の活性化と職員定着の
促進に取組んでいます。 

また、少子高齢化が急速に進むなかで、家族の介護を抱えながら仕事をする職員が
増加することが想定されます。介護は、介護特有の様ざまな事情があり、直面する職
員に応じた課題に目を向けて仕事と生活が調和できる労働環境を整えています。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
(6) 障がい者雇用の推進 

当社では誰もが社会参加できる共生社会づくりを目指す
ため、障がい者雇用に積極的に取組んでいます。雇用にあ
たっては、職員の能力や希望に基づき、所属・業務のマッ
チングのほか、家庭の事情をも配慮しつつ事務分担を体系
的に整理し、相互に協力し活躍できる職場環境づくりに努
めています。 

 
 
 

 

 

 

≪子育てとの両立を支援する制度≫ 

◇ 育児休業、部分休業 
◇ 産前及び産後の通院休暇  
◇ 妊婦の通勤緩和休暇 
◇ 産前及び産後休暇、出産補助休暇 
◇ 子の看護休暇 
◇ 始業・就業時間の繰上げ・繰下げ 
◇ 休憩時間の特例 
◇ 深夜勤務及び時間外勤務の制限 etc 

≪介護との両立を支援する制度≫ 

◇ 介護休業 
◇ 短期介護休暇  
◇ 介護短時間勤務 
◇ 始業・就業時間の繰上げ・繰下げ 
◇ 休憩時間の特例 
◇ 深夜勤務及び時間外勤務の制限 

 

当社は、令和３年４月１日現在、法定雇用率を達成しており、今後も積極的に障が
い者雇用を推進します。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCAwjG94VXoDsA602U3uV7/SIG=122qi0vlg/EXP=1468483910/**https:/t13.pimg.jp/016/479/503/1/16479503.jpg
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(7) 高齢者雇用の推進 

少子高齢化が進行するなか、高齢者雇用の促進は社会
における喫緊の課題となっています。 

当社は、６５歳以上の高齢者の雇用も積極的に推進し
ており、豊富な経験・知見を持つ方や就業意欲旺盛な方
の採用など、雇用の開拓に柔軟かつ幅広に取組みます。 

 
(8) ストレスチェック制度 

職員が身体と心の健康づくりに心がけ、ストレス状態に落ち入らないよう未然予
防の一環として「ストレス度診断」を平成２３年度から取入れ、実施しています。 

労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成２７
年１２月から「ストレスチェック」と「面接指導」の実施
等が事業者に義務付けられていますが、当社が従前から実
施している取組みを法令に基づき、より一層充実させると
ともに、職員のメンタルヘルス不調の未然防止と必要に応
じた環境改善により、働きやすい職場環境づくりに向け組
織一丸となって取組んでいます。 

 

(9) 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種休暇 
当社では、職員への安全配慮や職場での感染リスク対策の観点から、新型コロナウ

イルスワクチン接種休暇（特別有給休暇制度）を導入しています。 
この制度は、同ワクチン接種を希望する職員の接種日

当日と翌日に特別有給休暇を付与するもので、２回のワ
クチン接種を想定し、最大４日の取得ができます。 

今後も感染予防対策への積極的な取組みによる事業
活動の継続に努めます。 
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（2）類似施設の管理実績 
（県内の類似施設・県営・UR・県公社等の管理実績（市内分と、市外分等 自治体ごとに記載）、運営
能力等について示してください。） 

 
委託者からの信頼を得て 

６０年間に亘り公営・公共住宅の良好な管理に努めてまいりました 

当社は昭和３６年に県住宅供給公社が建設した住宅の管理専門会社として設立し、同
４９年からは県営住宅の管理に携わるなど、長年に亘る公営・公共住宅の管理運営によ
り、委託者からの厚い信頼を得てまいりました。 

また、平成２１年度からは横浜市営住宅、平成２２年度からは横須賀市営住宅、平成
２３年度からは鎌倉市営住宅、平成２６年度からは藤沢市営住宅の指定管理業務を受託
しています。 

１ 県内における類似施設の運営実績 

(1) 公営・公共住宅の運営実績 
                                    （令和３年４月１日現在） 

住宅の名称 管 理 戸 数 
管理期間 

藤沢市内 藤沢市外 合 計 

藤沢市営住宅 
神奈川県営住宅 

横浜市営住宅 

横須賀市営住宅 

鎌倉市営住宅 

神奈川県住宅供給公社住宅 

1,740戸 

  －     

－   

－   

－   

972戸 

－ 

14,360 戸 

8,672 戸 

4,812 戸 

630 戸  

11,985 戸 

1,740 戸 

14,360 戸 

8,672 戸 

4,812 戸 

630 戸 

12,957 戸 

 ７年 

４７年 

１２年 

１１年 

１０年 

６０年 

公営・公共住宅管理戸数 計 2,712戸 40,459戸 43,171戸  
   

(2) その他民間住宅の運営実績 
                                    （令和３年４月１日現在） 

住宅の名称 管 理 戸 数 
管理期間 

藤沢市内 藤沢市外 合 計 

管理組合住宅 

民間賃貸住宅 

822戸 

91戸     

12,431 戸 

1,973 戸 

13,253 戸 

2,064 戸 

６０年 

３０年 

その他民間住宅管理戸数 計 913戸 14,404戸 15,317戸  
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2 住宅管理の運営能力 

当社は、６０年に亘る公営・公共住宅の管理実績を有しており、今後もこの経験を活
かしながら社会環境の変化に順応し、次の特色を活かし進化していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《職員の在職年数》 

（令和 3 年 4 月１日現在） 
30 年以上 20 年以上 10 年以上 5 年以上 5 年未満 計   

３４人 ３０人 ２０人 ３７人 ６９人 １９０人 

17.9％ 15.8％ 10.5％ 19.5％ 36.3％ 100％ 

44.2％ 55.8％ 100％ 
   

 
《県内の本部・支部及びサービスセンター》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

川崎サービスセンター

川崎市幸区河原町１
河原町団地内

湘南台駅から徒歩５分
県央サービスセンター

相模原市南区相武台団地2-3-4
相武台団地内

横浜北サービスセンター

横浜市緑区竹山3-1-8
竹山団地内

西湘サービスセンター

中郡二宮町百合ヶ丘2-2-1
二宮団地内

本 部

横浜市中区日本大通33
県住宅供給公社ビル内

横浜南サービスセンター

横浜市磯子区杉田2-4-9
横須賀サービスセンター

横須賀市小川町19-5
富士ビル№Ⅱ４階

鶴ケ峰管理センター

横浜市旭区

鶴ケ峰本町1-34-14

海老名支部

海老名市中央3-3-24

■ 190名の職員全員が、住宅や建物の管理業務に携わっており、特に公営・公共住宅
の管理については、業務に精通していること。 

■ 建物の適切な維持管理のために必要な建築、設備、電気などの技術職員が在籍して
いること。 

■ 県内業者とは、長年に亘って培った強固な信頼関係を構築していること。 
■ 横浜市中区の本部のほか、海老名支部（自社ビル）、８ヶ所の管理事務所を設置し

ており、県内各地からの応援体制を整備していること。  
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（3）法人等の事務所及び繁忙期等の臨時窓口の設置 
（指定管理者の管理業務を行う事務所の設置場所について示してください。現在、市内に設置しておら
ず、設置予定がある場合は、その時期や場所等を示してください。市内に設置予定がない場合、対応策
について示してください。） 

 
現在の管理事務所である湘南サービスセンターを 

引き続き管理運営の拠点とします 

１ 既設の湘南サービスセンターによる安定した管理運営 

指定管理者として管理業務を行う事務所は、「藤沢市都市マスタープラン」で位置付
けされている６つの都市拠点の１つである「湘南台駅」から徒歩５分の場所に設置する
現管理事務所の湘南サービスセンターを引き続き拠点とします。 

また、湘南サービスセンターには、個別対応用のスペースや来訪者用の駐車場を配備
しつつ、入居者の方々や自治会様からのご用命の際には、基本的には当社職員が各団地
を訪問するなど、皆様にご負担をおかけしない業務姿勢により運営します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 臨時窓口の設置場所（藤沢商工会館ミナパーク） 

年２回の入居者定期募集時・不定期
に実施する募集等繁忙期には、引き続
き、ＪＲ藤沢駅北口から徒歩３分の場
所に位置する藤沢商工会館ミナパーク
（住所：藤沢市藤沢６０７－１）に臨時
窓口を設置します。 
 また、臨時窓口を設置する際には、新
型コロナ対策として、消毒液やマスク
を配備するほか、テーブルやカウンタ
ーにアクリルパネルを設置します。  

藤沢商工会館

ミナパーク

藤沢市藤沢607-1
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③法令遵守 
（1）法令遵守の取組 
（法令遵守への取り組みについて示してください。） 

 
徹底した“コンプライアンス経営”のもと 

入居者、藤沢市及び関係機関から 
信頼される法人であり続けます 

１ 法令遵守の取組み 
(1) 基本的な取組み 

「コンプライアンス（法令遵守）」を “定められた法令や規則に違反しないように
行動する” とともに「組織が社会の要請にお応えする」ことと捉え、自律的で健全た
る事業運営に努めています。 

そのうえで、あらゆる業務の実施にあたって、関連する法令等を理解しつつ、コン
プライアンス活動の推進事項を定め、お客様のニーズや事業環境の変化に対応する
など、入居者をはじめ社会の皆様からの信頼を得るよう取組んでいます。 

コンプライアンスに関しては、独自の「コンプライアンス基本方針」のもと、「コ
ンプライアンス管理規程」や「コンプライアンス委員会設置運営要綱」により、その
取組みを推進しています。 

(2) コンプライアンス実施計画の策定とマニュアルの活用 
コンプライアンス管理規程に基づき、毎年度、コンプライアンスの実施計画を策定

し、経営計画・目標とのリンクにより運用管理しています。 
また、日常の業務を遂行する過程で、全役職員が遵守すべき行動基準を定めた独自

の「コンプライアンスマニュアル」を活用した教育を徹底し、倫理的で責任ある事業
活動に努めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大規模災害などの有事の際や関係法令等の規定が未整備の事象であっても、６０年
に亘る管理実績で培った知識、経験、技能を活用して、積極的に対応します。 
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２ コンプライアンス基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ コンプライアンスの推進体制 

コンプライアンスに関する最高意思決定機関として、コンプライアンス委員会を設置
し、様々な事項を一元的に取扱うガバナンス体制を構築しています。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
コンプライアンス基本方針 

１ 関係法令に留まらず、その精神までを遵守 
２ コンプライアンスを遵守する体制を確立し、コンプライアンス活動を推進 
３ 業務上知り得たお客様に関する情報や内部の機密情報の取り扱いに関しては細心の注意を払い、

外部に漏えいしないよう厳正に管理 
４ 全役職員に対してコンプライアンスに関する教育を定期的に実施するとともに、コンプライアン

ス意識の高揚を図り、質の高い企業活動を実践 
５ コミュニケーション機会の拡充に努め、風通しの良い職場環境を構築 
６ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、名目に関わら

ず一切の関係を持たない 
７ 社会的・経済的環境の変化やお客様のニーズに対応して、コンプライアンス活動を継続的に見直

しのうえ改善し、更なる向上 

 

会      長 

コンプライアンス責任者 

コンプライアンス管理者 

当社のコンプライアンス推進体制 

コンプライアンス委員会 

内部通報制度 

本部・サービスセンター職員 

他の委員会※ 

事故防止委員会 

個人情報保護審査会 

情報セキュリティ委員会 

情報公開等審査会 

環境管理委員会 

衛生委員会 

入札適正監視委員会 

人事考査委員会 

※ 他の委員会は、必要に応じて、 

コンプライアンス委員会に報告 

所掌事項 

・ コンプライアンス行動指針等の策定 

・ コンプライアンスに関する研修等計画の策定 

・ その他関連する事項 

・ 所属におけるコンプライアンスを推進 

・ 所属におけるコンプライアンス情報を集約し、 

管理者に随時又は定期的に報告 

コンプライアンス推進員 
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(1) コンプライアンス委員会 

当社のコンプライアンスに関する最高意思決定機関として、コンプライアンスに
関する活動や研修計画の策定等について運営しています。また、毎年度、立案する実
施計画のもと、委員会を定期開催し、活動に関して報告・点検するとともに、法令の
制定・改廃等に対して迅速かつ的確に対応し、より公正・誠実に業務を遂行する組織
体制の維持・改善に取組んでいます。 

(2) 内部通報制度 
社内における問題発生の未然防止とコンプライアンスを徹底強化する対策とし

て、内部通報制度を導入しています。 
あらゆる通報を受け付け、慎重かつ詳細な調査とともに、必要に応じてリーガルチ

ェック（顧問弁護士への相談・照会など）を行うシステムにより、早期の発見・解決
に取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ コンプライアンスに関する徹底した取組み 

 当社は、常にコンプライアンスの徹底を継続するため、社内の風通しを意識した職場
環境づくりに注力しており、コンプライアンス意識を高い次元で保持するべく、組織全
体で様々な対策・教育に取組んでいます。 

今後も、持続可能なコンプライアンスの強化と誠実・公正に業務を遂行できる組織体
制づくりに努めます。 

(1) コンプライアンスマニュアルの活用 
日常の業務を遂行する過程で遵守すべき行動基準を定めた「コン

プライアンスマニュアル」を策定のうえ、朝礼や研修等の機会で活
用しており、職員一人ひとりが誠実性を信条として、広く社会から
信頼されるようコンプライアンス意識を持ち、倫理的で責任ある事
業運営に努めています。 

 

通 
 

報 
 

者 

通報受付責任者 

調査委員 

通報・相談 

会  長 

コンプライアンス委員会 

諮 問 意見具申 

調査実施 

・法令違反等の確認 
・職務上の義務違反の確認 

調査結果報告 

調査結果報告 

結果報告 

報 告 

社内方針決定 

通報・相談内容に応じて、

通報受付責任者が指名 

 

コンプライアンス 

マニュアル 

 
かながわ土地建物 

保全協会 
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(2) 職員行動規範カードの携行徹底 

当社では「職員行動規範カード」を作成のうえ、全職員が
職員証とともに携行するよう徹底しており、日頃から“自分の
行動は適切か” “どう行動するべきか”など、公営住宅を管理
するにあたり、コンプライアンス意識を持続可能とする対策
に取組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
(3) 職場内のコミュニケーション機会の拡充 
   定期的な会議のほか、管理職と一般職間の面談を随時実施

し、可能な限り職員一人ひとりとのコミュニケーション機会
の拡充に努めるなど、風通しの良い職場環境づくりに向け組
織一丸となって取組んでいます。 

 
(4) 研修の充実強化 
   法令の制定・改廃を業務別に整理し、テーマとしたコンプ

ライアンス研修を随時開催しています。 
開催にあたっては、単なる集合研修による受動的な研修と

ならないよう、ワークショップ形式による意見交換の時間を
組み込み、職員間における発信の活発化に資するよう取組ん
でいます。 

 
 
 

 

 
職員行動 

規範カード 
 

(一社) 
かながわ 
土地建物保全協会 

  

 

 

 

                              

 

コンプライアンスマニュアルに
定めた行動規範をポケットサイ
ズに編集した「職員行動規範カー
ド」を作成し、部署毎に心得を定
め、全職員が常に携行を徹底し、
コンプライアンスに対する高い
意識を維持しつつ、日々の業務に
取組んでいます。 

≪全スタッフが常に携行している職員行動規範カード≫ 
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５ コンプライアンスに抵触する事故発生時の対応（第三者委員会の設置等）  

当社は、全役職員が入居者や市からの揺るぎない信頼を確立していくため、常にコン
プライアンス意識を高く保持して事業活動を進めるなか、万一、事故が発生した際には、
被害を最小限に留めるとともに、再発防止に取組みます。 

また、透明性確保の観点から情報公開を前提とした情報の収集から情報の提供・報告
に至るまでの仕組みをすみやかに構築し、迅速かつ的確に対応します。 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

日常における徹底したコンプライアンスの推進 
≪高度なコンプライアンス意識のもと、倫理的で責任ある事業活動を展開≫ 

 
 

≪ 初動対応 ≫ 
(1) 事実確認、事故の概要、発生場所・日時（委託者へ即日報告） 

(2) 事実関係等の整理 

(3) 対策本部（コンプライアンス委員会）による指揮 

(4) 内容（犯罪性）に応じて警察への届出 

 
事故の発生 

 
事故の兆候発見 

≪コンプライアンス委員会による対応≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

≪ 事 後 対 応 ≫ 

(1) 被害に対する必要な措置を継続的に実施 

(2) 抜本的な再発防止策を実施 

(3) 当事者及び関係者の処分 

(4) 事実関係及び再発防止策の公表 

  
 

会 
 

長 

関 

係 

機 

関 

等 

報 告 報 告 

報 告 報 告 

(1) 漏えい情報・範囲の特定 

(2) 当事者等への謝罪・説明 

(3) 被害拡大防止措置の実施 

(4) 二次被害の防止措置を実施 

(5) 事故に係る相談窓口等設置 

(6) 公表（時期等を考慮） 

～ 徹底した調査・適切な対応 ～ 

(1) 関係機関及び入居者等へ 

の影響を確認 

(2) 事故内容に応じた措置 

(3) 原因者及び関係者の特定 

(4) 公表（事故の内容により） 

 

左 記 以 外 の 事 故  

報 告 報 告 

第三者委員会 
弁護士など有識者で構成する 

委員会を設置 

諮 問 答 申 

情報漏えい(個人情報含む)事故 

再発防止策の検討 
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■ 社内における各種規程の整備（令和 3年 4月 1日現在） 

 組織規程  文書管理規程
 コンプライアンス基本方針  事務決裁規程
 コンプライアンス管理規程
 コンプライアンス委員会設置運営要綱  工事執行規程
 コンプライアンスマニュアル  工事請負契約約款の制定について
 衛生管理規程  工事予定の公表要領
 衛生委員会設置規程  設計仕様書
 自動車運営管理要綱  工事監督要領
 ホームページ検討委員会設置要領  設計変更事務処理要領

 出来高金額算出要領
 職員職責・職能資格等級に関する規程  工事等検査要綱
 職員人事評価規程  工事積算基準
 人事考査委員会規程  建築設計基準
 内部通報制度要綱  設備設計基準（電気）
 職員服務心得  設備設計基準（機械）
 職場におけるセクシャルハラスメントの防止に関する指針  設備設計基準（昇降機）

 建築・設備工事等標準施工条件説明書
 就業規則  工事品質管理要領
 職員の育児休業等に関する規程  工事監督技術基準

  再雇用職員の雇用等に関する要綱  中間技術検査実施要領
 工事等検査技術基準

 職員給与規則  工事成績評定要領
 賞与支給に関する要綱  標準工期算定要領
 旅費交通費規則  工事かし保証期間設定基準
 職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱  工事成績評定結果の公表に関する実施要領
 退職金規則

 団地巡回実施要領
 会計規程  緊急連絡センターの設置及び業務取扱要領

  会計規程の運用について  県営住宅等の管理に伴う許認可補助業務事務処理基準
 事務費予算執行要綱  子ども１１０番活動実施要領
 神奈川県公金取扱要綱  ライフサポート事業実施要綱
 業務監査実施要綱  ライフサポート事業運用基準
 事故防止対策要綱  ライフフリー事業助成金運営要綱
 工事指名業者選定要領  ライフフリー事業助成金審査委員会設置要綱
 条件付一般競争入札実施要領  ライフフリー事業助成金審査基準
 工事等随意契約業者選定要領  人材育成支援助成金取扱基準
 公募型指名競争入札実施要領  ライフサポート事業実施マニュアル
 意向尊重型指名競争入札実施要領  ライフフリー事業助成金事務処理マニュアル
 入札関係事務処理要領  入居者安否確認対応マニュアル
 入札適正監視委員会設置要領  管理業務における事故対応マニュアル
 低入札価格調査会議設置要領
 低入札価格調査取扱要領  環境マネジメントシステム設置要綱
 工事前金払及び部分払取扱要綱  環境マネジメントシステム運営要綱

 環境管理委員会設置運営要綱
 個人情報保護の基本方針  著しい環境側面・法的要求事項等の特定要領
 特定個人情報の安全管理に関する基本方針  環境目的・目標及び環境マネジメント実施計画の設定要領
 個人情報保護規程  環境マネジメント実施計画の監視測定、記録及び不適合是正等要領
 特定個人情報取扱要綱  内部監査実施要領
 個人情報保護監査要綱  環境マネジメントシステム研修実施要領
 施設入室・退室管理要綱  グリーン購入基本方針
 個人情報保護に係る職員教育・訓練に関する要綱   グリーン購入実施計画
 個人情報の委託事務取扱基準
 県営住宅等管理業務に関する個人情報取扱マニュアル  品質マネジメントシステム設置要綱
 個人情報の安全管理措置に関する要綱  品質マネジメントシステム運営要綱
   ・情報システム運営マニュアル  品質管理会議及び工程会議設置運営要綱
   ・ネットワーク運営マニュアル  品質目標及び改善実施計画の設定要領

    ・コンピュータ運営マニュアル  内部品質監査実施要領
 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛｾｽ、工事の監視測定、記録及び不適合是正等要領

 情報セキュリティポリシー  品質マネジメントシステム研修実施要領
 情報セキュリティ委員会運営要綱  ホームページ「品質管理への取組み」の運営要領
 情報セキュリティ内部監査要領
 情報セキュリティ点検実施要領  災害対策要綱
 情報資産のセキュリティ対策基準  災害対応マニュアル
 情報公開規程  土砂災害対応マニュアル

  情報公開審査会設置内規  車載用救急箱設置及び管理マニュアル

■　情報セキュリティに関する規程等

■　災害対策に関する規程等

■　給与に関する規程等

■　業務に関する規程等（管理関係）
■　会計・監査・入札等に関する規程等

■　環境配慮に関する規程等

■　個人情報保護に関する規程等

■　文書管理に関する規程等

■　業務に関する規程等（工事関係）

■　組織に関する規程等

■　人事・服務に関する規程等

■　就業規則に関する規程等

■　品質管理に関する規程等
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Ⅱ 事業計画書 
①施設の運営 
（1）住民の平等な利用の確保 
（入居者及び入居希望者への平等、公平な対応策について示してください。） 

 
透明性をもって 優しく平等で公平な 住環境づくりを目指します 

 
１ 入居者・入居希望者への対応方針 

当社は「住宅確保要配慮者（高齢者、子育て世帯、低額所得者、障がい者、被災者など）
が入居しやすい賃貸住宅の供給促進を図る」という市営住宅の設置目的を十分理解し、
すべての入居者や入居希望者に、常に平等かつ公平・公正な管理サービスを提供します。 

また、平等で公平な住環境を確保・維持するため、入居開始時や必要に応じて、市営住
宅における住まい方のルール等について、十分な説明を行い、入居する皆様にご理解ご
協力いただくよう努めます。 

 
２ 高齢者や障がい者への対応方針 

高齢者や障がい者に対しては、相手の立場になって対応し、気持ちの良い挨拶、会話は
大きな声でゆっくり・はっきり・丁寧に話す等、相手を気遣った言葉づかいで親切に対応
します。 

また、保健所・福祉事務所・地域包括支援センター（いきいきサポートセンター）等関
係機関との連携を強化し、親身になった対応に心がけてまいります。 

なお、当社は、認知症の方々を温かく見守る、認知症サポーター企業として研修や講座
の開催など、様々な活動を通じて、全職員が認知症に対する理解を共有し高齢者の生活
をやさしく平等、公平にサポートしていくことをお約束します。 
 
 

◆ 入居者・入居希望者への対応方針 ◆ 

公営住宅に関連する法令・仕様書等を遵守し・・・ 

● すべての入居者や入居希望者の人権を尊重し対応する 

● すべての入居者や入居希望者の立場になって“公平に透明性”をもって対応する 

● すべての入居者や入居希望者に“優しく平等”に対応する 

● すべての入居者や入居希望者から信頼されるよう、“分かりやすく・積極的”に対応
する 

● 要望や依頼を受けた場合には、すべての入居者や入居希望者に“誠実・正確・積極的”
に対応する 
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３ 外国籍入居者等への対応 

(1) 任意団体への支援及び連携（多文化まちづくり工房との連携） 
   多文化共生・インクルーシブの取組みとして、当社は「多文化まちづくり工房」

（横浜市泉区）を支援し、連携しています。 
   この任意団体は、平成 12 年（2000 年）に設立し、以来、外国籍県民に対する日

本語教育、生活相談、学習支援及びまちづくりを主に活動しており、当社では、これ
までも公営住宅の管理において、通訳の派遣や異なる文化により生じるトラブル時
に、アドバイスを求めるなど連携しています。 

 
(2) 翻訳機の配備 

外国籍市民の方で、日本語が不自由なお客様がお気軽にお使いいただけるよう、音
声または文書を入力し、音声出力または画面表示により２０カ国語の言語変換が可能
な翻訳機を受付窓口に配備しています。 

 

４ 聴覚障がい者への対応 

(1) 手話推進方針 
 ｢神奈川県手話言語条例」の基本理念に基づき、入居する皆
様が自分らしく豊かに安心して生活できる地域社会づくりに
向け、次の取組みなどを通じて条例を遵守します。 
 
● 手話の普及 ⇒ 定期的な研修の実施 
● 手話への理解の促進 ⇒ 手話技能検定資格の補助金支給 
● 手話を学ぶための仕組みづくり ⇒ 手話書籍の貸出し 

 
(2) 職員研修の実施 

手話や聴覚障がいに関する理解を深めるため、外部から講師を招き、手話の普及を
目的とした職員研修を定期的に実施しています。 

 

 

内部講師による手話研修の実施 
当社職員に、県立ろう学校の卒業生が

在籍しており、当該職員を講師とした手
話の内部研修を実施し、職場のコミュニ
ケーションの拡充と明るい職場環境づく
りに努めます。 
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（2）入居者のニーズの把握及び対応 
（入居者からのニーズに対する把握やその対応について示してください。） 

 
入居者ニーズ調査を実施し 入居する皆様の 

ご意見・ご要望に迅速かつ的確に対応します 
 

１ サービス向上のための利用者ニーズの把握 

(1) 利用者満足度調査の実施 
指定管理者として、管理業務のレベルアップや入居者の声を的確に事業活動に反

映し、管理サービス向上を図ることを目的として、毎年度、入居者を対象とした利
用者満足度調査を実施しています。 

   令和２年度における調査結果では、回答者の９２％の入居者から満足、普通との
回答をいただいていますが､調査実施時に自治会や入居者からいただいた個別・具
体的なご意見について真摯に受け止め、実施可能な限り業務へ反映し、さらなる管
理サービスの向上に取組みます。 

 
(2) 住まい方相談会の開催 

管理サービスの向上への取組みとして、入居者が身近な場所で相談できるよう、団
地自治会と協議のうえ、団地集会所等を利用して「住まい方相談会」を必要に応じて
開催します。 

入居者や団地自治会とのコミュニケーション機会
を積極的に拡充することにより、常にお住まいの皆様
方の視点に立つとともに、入居する皆様が疎外感や孤
独感を抱くことなく「ひとりではなく、つながってい
る」ということを実感していただけるよう、心のサポ
ートによる安心した住環境をご提供します。 

 

２ 利用者からの声を反映する仕組み 

(1) 日頃から徹底したコミュニケーションによる信頼関係を構築 
日常業務において日頃から入居者ニーズを把握するほか、年度当初の新自治会役員

との顔合せのほか、調査・巡回点検時等の機会を活用し、お住まいの方々とのコミュ
ニケーションを図ります。 

そうした機会において、当社の管理サービス、指定管理
者の役割、さらには緊急時（災害・事故など）の対応など
について、懇切丁寧に説明するとともに、自治会が抱える
課題やお住まいに関する各種の相談・要望を傾聴するこ
とにより、居住環境の維持・向上に取組みます。 
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(2) 暮らしと住まいの情報誌の配布（独自提案） 

当社では、藤沢市と協議のうえ、住まいのルール等を掲載した、市営住宅だより
「市営住宅にお住まいの皆様へ」を作成し、生活に関する様々な情報を入居者に発信
します。 

 
(3) 電力・ガス自由化への適切なアドバイス 

電力やガスが小売り全面自由化となり、新規参入した小売り事業者等との契約に関
するトラブルの相談が全国の消費生活センターや国民生活センターに多く寄せられ
ています。 

当社では、こうした電力やガス自由化に関する各種相談について、団地住民だけで
なく、特に共用部の電気料金を支払っている自治会に対しては、各サービスの違いに
ついて、公平な立場で適切にアドバイスするなど安全で快適な暮らしを守ります。 

 
(4) 業務品質会議の開催 

団地自治会から入居者のニーズやご意見等をいただくほか、入居者へのサービス提
供の内容を再検証するため、毎月、湘南サービスセンターと本部間で業務品質会議を
開催し、随時、入居者の視点に立ったサービスの向上と安全・安心に向けて反映して
いけるよう実施します。 

 
(5) ホームページの活用 

当社ホームページに「お問合せ」を設け、入居者からのご意見・ご要望や指定管
理者に関するご意見等をいただき、事業活動に反映しています。 

また、入居中に必要となる各種手続きについても、当社ホームページを活用し、
詳細に案内します。 

ご利用いただく方が必要な時に必要な情報を的確に得られるよう、アクセシビリ
ティの確保及び向上に、継続的に取組みます。 

 
(6) 情報提供体制 

入居中の必要な各種手続きなどや暮らしに役立つ情報については、当社のホームペ
ージを活用するほか、各団地の階段掲示板を活用して適宜、提供します。 

 
 
 
  
 
 
 

 

● 異動・承継・駐車場の契約等 
● 結露の予防 
● 水道パッキンの交換方法 
● トイレタンクの詰まり解消 
● 共用部分のルール     など 
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②施設の管理 
（1）建物等の修繕 
（建物（空き住戸の修繕計画も含む）・設備・外構・植栽・樹木のせん定、施肥、消毒等の維持管理計画
（点検、巡回など）、手法について示してください。） 

 
１ 緊急修繕、空き住戸等の修繕実施の手法 
(1) 実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 湘南サービスセンターでの対応 
日常、入居者から寄せられる小破修繕の依頼や漏水等の緊急修繕は、総合窓口

である「湘南サービスセンター」が受付け、的確に対応します。 
受付後、必要に応じて現地調査を行い、修繕の必要性の有無や、市負担か入居

者負担かを判断し、予め指定する修繕業者へ工事を発注します。その後、工事監
理と検査を行い、支払い等の事務手続きを行います。 

イ 本部での対応 
    本部公営住宅部では、指定管理業務の総括窓口として湘南サービスセンターと

の連絡調整をはじめ、執行状況や業務報告の確認や事務的にバックアップします。 
    また、本部技術管理部では、湘南サービスセンターが実施する修繕工事の技術

的なバックアップを行うとともに、大規模な修繕や緊急的な措置を要する修繕工
事（給排水設備や電気関係など）を行います。 

 

 

団 地

自治会

入居者

保全協会本部

公営住宅部 技術管理部

・執行管理 ・技術支援

・精算 ・単価作成

藤沢市

住宅政策課

報告

緊急修繕（漏水等）、空き住戸修繕の実施体制

修繕業者 ＜２４時間体制＞

建築・外構・防水・電気・管・空き住戸等の

修繕について指定業者が即座に対応する

＜体制＞

課長以下１９名
＜体制＞

課長以下２１名

緊急連絡

センター

＜体制＞

６名交替

連絡

湘南サービスセンター

・総合窓口

・調査、相談

・工事監理、検査

＜体制＞

所長以下９名

（業務時間内）

（休日夜間）

連絡

修繕

指示

（連携）

（報告）

（依頼） （依頼）

（連携）

空き住戸修繕は緊急連絡センターでの対応はありません。 
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ウ 緊急連絡センターでの対応 
    休日・時間外については、「緊急連絡センター」の専

任職員が入居者などからの連絡を丁寧に聞き取り、必
要な対応をその場で判断します。また、緊急性がある場
合は、修繕業者を夜間でも手配します。 

    特に、給水施設やエレベーター等の故障・停止などの
重大な事案については、本部技術管理部、公営住宅部、
湘南サービスセンター等の各所へも連絡し、確実かつ迅速に対応します。 

    とりわけ、火災や安否確認を必要とする事案については、湘南サービスセンタ
ーの職員が現地に急行し、詳細情報の把握や必要な対応を行います。 

(2) 業務実施の基本的な考え方 

ア 老朽化の現状認識 
    市営住宅においては、雨漏りや設備配管からの漏水、住宅内の不具合（すきま

風、カビ、建具のがたつき、段差、破損）、さらには建物修繕に関する住民要望な
ど、建物や設備について様々な問題が昼夜を問わず発生しており、今後も増加が
見込まれます。 

  イ ２４時間体制と予算の工夫 
    老朽化に適切に対応するため、24 時間体制を備えるのはもちろんのこと、受付

窓口での適切な初期対応が非常に重要となります。 
    当社では、長年の経験によって培われた、自治会や入居者の皆さんとの信頼関

係をもとに、限られた予算の中でも入居者の皆さんのご理解とご協力を得られる
よう、最大限工夫して取組みます。 

(3) 緊急修繕の実施にあたっての留意点 

ア 緊急修繕の対応 
緊急修繕業務は、大雨・台風による雨漏れや上階からの漏水、あるいはエレベ

ーターの故障など、特に入居者の生活に大きな影響を及ぼす緊急の依頼であるこ
とから、24 時間体制で迅速かつ的確な対応が求められます。 

このため、時間外であっても、入居者から緊急連絡センターに入った依頼内容
を直接修繕業者に連絡し、修繕業者は 24 時間体制で現地調査や入居者への連絡
等を行えるよう体制整備を行い、入居者への丁寧な対応に配慮して作業を実施し
ます。 

イ 地元企業との連携による安全・安心の確保 
    指定管理を開始する前に、当社独自の総合評価方式（品質・実績・作業能力等

を総合的に評価する手法）により、藤沢市内の地元企業を対象とした指定業者を
公募・選定し、緊急時の対応や災害時の協力を条件として契約することにより、
24時間体制を構築します。 

 

当社直営の緊急連絡センター 
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(4) 空き住戸修繕にあたっての留意点及び、費用軽減・修繕戸数増等の工夫 
 
 
 
 
 
 
 
  ア 費用対効果の向上と住戸間の公平性の確保 
    市営住宅は、昭和 30 年代、40 年代に建設した住宅

もあり、建物の経年劣化が著しく、年々、修繕に必要と
なる単価・費用が増大しています。 

    このため、修繕費用のコストダウンを図るとともに、
住戸間の劣化状況の違いを把握したうえで、整備水準
にばらつきが生じないよう留意して、必要な整備戸数
を確保できるよう工夫することにより、費用対効果の
向上や住戸間の公平性を確保していきます。 

  イ 入居時期を見据えた効果的な修繕 
    空き家となってから次の入居者が転居してくるまで、住戸ごとに期間が異なり

ます。そこで、藤沢市と調整のうえ、募集時期を見据えて適切な時期に空き住戸
修繕を実施することにより、過度な維持管理や再整備などの不必要な支出を省
き、低コストで最も効果的な修繕を実施します。 

  ウ 空き住戸の維持管理 
    空き住戸については、団地巡回等を活用し、各室の

状況確認（雨漏り・水漏れ等の漏水）、ベランダ、ポス
ト等を重点項目として、適切な維持管理を行います。 

    特に、修繕済みの空き住戸については、室内点検や
換気によるカビの発生を極力抑制出来るよう、適時、
衛生環境等の維持管理に努めます。 

エ 畳の管理 
    畳は、直射日光が当たると日焼けして変色します。また、梅雨の時期に換気が

悪いとカビが発生するなど、維持管理が非常に困難です。そこで、畳の修繕につ
いては、可能な限り入居直前に実施することにより、費用の縮減を図ります。 

     
 
 
 

１ 修繕コストの低減 
↓ 

２ 空き住戸修繕戸数の増 
（募集可能戸数の増） 

・費用対効果の向上、住戸間公平性の確保 
・入居時期を見据えた効果的な修繕 
・室内の点検、換気によるカビ抑制 
・適正な修繕単価で工事発注 

空き住戸修繕の調査 

 

玄関ポストの封鎖 
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オ 重点的に確認する住戸（防犯・防火の対策） 
    建替えや用途廃止による入居予定の無い住戸については、団地巡回等を活用

し、窓ガラスの破損の有無や共用部の状況確認を重点項目として実施し、不法侵
入や不法投棄等の迅速な把握に努め、安全で団地環境を良好にするための維持管
理に取組みます。 

また、藤沢市と協議のうえ、共用部の封鎖や専用部の窓の封鎖などの防犯対策
の提案や可燃物が放置されていないか確認するなどの防火対策を行います。 

  カ 入居者へ引き渡す鍵の適切な管理 
    入居者募集関連の鍵については、部屋番号を鍵札に表記し、引渡しまで専用保

管箱で確実に管理します。 
 
２ 団地巡回にあたっての手法 

(1) 危険箇所等の応急対応 
団地巡回は、管理業務等処理要領に基づき、建築・設備の維持管理に精通した職員

が毎月実施し、写真撮影や記録等を行い、藤沢市に報告します。 
巡回の内容は、施設の不具合箇所だけではなく、違法駐車や不法投棄などの住環境

に影響をおよぼす行為も含め、特に、危険箇所や事故につながる恐れのある場合は、
その場で応急処理をして安全確保を行います。 

(2) 自治会との連携による事故の未然防止 
高齢者や障がい者などが数多く居住されている市営住宅では、通路・階段・手摺な 

どの不具合が事故につながるケースが懸念されます。 
日頃の巡回はもとより、自治会を訪問し、問題箇所の早期把握を図るとともに、入

居者の安全確保を重点項目とした点検により、予期せぬ事故の未然防止に努め、より
良い住環境のご提供とサービスの向上をめざします。 

(3) 巡回点検における独自の取組み 

ア 応急措置への備え 
巡回車両には小規模修繕に対応可能な工具を常備し、応急措置や施設の不具合、

入居者からの要請に対し迅速に対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

団地基本情報 パトロール日誌 パトロール経路図

デジタルカメラ 探照灯（懐中電灯） 危険表示テープ等

応急対応工具類（ドライバー等） 防護対策資器材（カラーコーン等） 掘削等資器材（スコップ等）

打検棒、ハンマー等 各種測定器（巻尺等） 救急箱（巡回専用車内）

巡回点検時の携行備品等
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イ 巡回点検実施の見える化 

巡回時は、当社オリジナルマスコットキャラクター“ほぜんくん”のビブスと腕
章を着用し、入居者の方が気軽にお声掛けいただけるようにしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３ 遊具点検にあたっての手法 

団地内の公園等に設置されている遊具は、老朽化が進むと幼児等への大きな事故につ
ながるおそれがあります。 

そこで遊具について、団地毎に設置リストを作成し、「都市公園における遊具の安全確
保に関する指針」（国土交通省）に基づき点検を実施し、その結果を藤沢市へ報告します。 

点検時に危険箇所を発見した場合は、その場でカラーコーンやテープで立入禁止等の
応急措置を行います。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

遊具器の点検 

 

立入禁止の応急措置 

 

外壁等剥落有無の点検 

 

外構・附属施設の点検 

 

附帯施設の点検 
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（2）建物等の保守点検の実施及び結果（国が指定する修繕計画への反映） 
（日常の小破修繕以外に、市で策定している長寿命化計画にもとづき、国庫補助金を利用した計画改修
工事や航空機防音工事等を実施していきます。 
指定管理者として、有資格者がコーディネートを行い、設計管理・発注まで携われる能力を有している
かを示してください。） 

 
１ 法定点検及びその他の日常点検等の実施方針 

(1) 実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ア 湘南台駅から徒歩５分にある「湘南サービスセンター」が総合窓口を務めます 
    当社湘南サービスセンターは、小田急江ノ島線と藤沢街道沿いに位置し、常に、

藤沢市と連絡・調整が行える環境にあります。 
    この立地を活かして指定管理業務の総合窓口を務めることにより、団地住民と

市役所との間に立って、様々な面でシームレスな連携を実現します。 

  イ 日常点検・団地巡回は、「湘南サービスセンター」が実施します 
    日常点検や団地巡回は、施設の管理の基本です。地元に立地する湘南サービス

センターの職員が足しげく団地を訪れ、団地自治会や住民の皆さまと交流を深め
ながら、ご要望等を伺うことにより、安心安全なくらしを守ります。 

  ウ 遊具点検や建築基準法 12条点検は、本部の技術者が実施します 
    本部技術管理部に一級建築士、二級建築士、電気工事士、水道技術管理者、消防

設備士等の有資格者や、各種施設に精通した管理業務の経験者を数多く配置して
います。保守点検業務は、各団地に精通した職員が責任を持って実施します。 

エ エレベーター､給水施設､消防設備などの法定点検は､専門業者が実施します 
    エレベーター、給水施設、消防用設備などの法定点検は、毎年のように基準が改

正されるため、専門的かつ詳細まで規定された関係法令等を遵守して確実に実施
することが必要不可欠です。 

 

団 地

・建物

・設備

・遊具

・植栽

・ﾌｪﾝｽ

藤沢市

住宅政策課

報告

法令点検・日常点検等の実施体制

点検業者 ＜再委託＞

・市内業者を優先選定

・業務実績で優先選定（従前実施している）

湘南サービスセンター

・総合窓口

・日常点検等

・団地巡回

＜体制＞

所長以下９名

団地

巡回

指示

（連携）

（連携）

保全協会本部 技術管理部

一級建築士等の有資格者

遊具点検

１２条点検

EV、給水

消防設備

＜体制＞

２１名
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    このため当社では、これらの業務実績があり、信頼できる専門業者に委託したう
えで、当社の技術職員が業務の進行管理や履行確認を行うとともに、点検結果、必
要となる修繕について処置を行うなど、迅速で効率的な管理を行います。 

 
(2) 基本的な考え方 

  ア 関係法令等の遵守と的確かつ確実に実施 
    建築物、建築設備の「建築基準法第 12 条に基づく点検業務」については、継続

的に安全性と適法性を確保する目的で定期的に点検を行います。 
    また、給水施設、エレベーター、消防用設備等の「施設設備保守点検管理業務」

については、専門的かつ詳細な基準まで規定され、いずれも関係法令等を遵守して
行うことが必要です。 

    市営住宅は、昭和 30 年代、40 年代に建設した施設も多く、当初の仕様や図面
などを明示した資料が少ないことから、当社の施設の機能や特性を十分に把握し
ている職員が予防保全と危機回避の観点から的確かつ確実に実施します。 

  イ 経験と実績による管理 
    当社は、平成 26年度から今日まで指定管理者として点検等を実施し、各団地の

共有施設の状況や特性を熟知しています。 
    その経験と管理実績により、各施設の機能や状態を的確に判断して管理するこ

とが可能です。長年培ってきた技術職員の経験と実績をもとに、入居者の安全・安
心な住生活を確保します。 

 
(3) 法定点検の実施にあたっての留意点 

  ア 予防保全と危険回避 
    施設の安全性と適法性を確保するため、各種法令に基

づいた点検を確実に実施します。 
また、市営住宅の長寿命化計画を念頭に、老朽化や事

故等を未然に防ぐため、予防保全と危険回避の観点か
ら、施設の安全管理に努めます。 

  イ 有資格者による確実な実施 
    年１回（建築構造は３年毎）の建築基準法（第 12 条第２項及び第４項等）に基

づく法定点検等は、一級建築士をはじめ建築・施設管理に関する資格を有する当社
職員自らが豊富な知識と経験のもと、確実に実施します。 

 
 
 
 
 
 

● 横須賀市、鎌倉市の市営住宅、県営住宅、他市町の公共施設における実績が多数あり 
● 点検結果は、藤沢市が策定する長寿命化計画の基礎情報として活用が可能 
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(4) 施設設備保守点検の実施にあたっての留意点 

  ア スケールメリットによる経費の低減 
    現在、当社では、公営住宅等の管理について、給水施設 247 施設、エレベータ

ー565 基などの管理実績があります。 
このスケールメリットを活かし、建築保全業務積算基準（国土交通省監修）を

基にした設計価格を算出・設定のうえ、地元専門業者の参加による公正・公平な
競争入札執行及び発注により、経費の低減が図れます。                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ 経験豊富な技術職員による対応 

当社技術職員は、給水ポンプやエレベーターの稼働状況など、わずかな異常も
見逃さない技術ノウハウを有するとともに、多くの管理データを蓄積しています。 
水道技術管理者をはじめとする関連する有資格者や経験豊富な職員が責任を持

って維持管理を担い、入居者のライフラインの適正な管理に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

共同住宅の施設設備保守点検管理実績

鎌倉市営住宅
給水施設保守数 4施設

エレベーター保守数 1基

藤沢市営住宅
給水施設保守数 6施設

エレベーター保守数 2基

県営住宅
給水施設保守数 78施設

エレベーター保守数 115基

県公社住宅
給水施設保守数 56施設

エレベーター保守数 57基

管理組合住宅
給水施設保守数 56施設

エレベーター保守数 50基

横須賀市営住宅
給水施設保守数 1施設

エレベーター保守数 41基

横浜市営住宅
給水施設保守数 21施設

エレベーター保守数 272基

民間賃貸住宅
給水施設保守数 25施設

エレベーター保守数 27基

給水施設の点検 

 

エレベーターの点検

 

消防用設備の点検 

 



32 
 

 
ウ 緊急連絡センターでの対応 

    給水施設やエレベーター等の機械設備は、24時間 365日稼働しています。 
    このため、夜間や休日などの営業時間外に故障や停止した場合、緊急連絡センタ

ーが受付し、当該施設の再委託業者へ速やかに、現地調査、復旧、修繕等の手配を
行います。 

 
２ 計画改修工事、航空機防音工事等のコーディネート 

(1) 実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 本部工事管理担当での設計・積算と工事監理、入居者対応 
    工事管理担当は、建築、電気、機械の技術職員で

構成されており、日常、自治体や県住宅供給公社の
設計・積算、工事監理、検査立会いを行っているこ
とから、公共事業の執行に慣れています。 

    これらの職員が自らの設計・積算、工事監理、検
査を行います。併せて、自治会及び入居者等への工
事前の説明、工事中の調整、相談・苦情等の対応を
行います。 

 
 

当社職員が自ら設計 

 

 

保全協会本部
団 地

自治会

入居者

工事管理担当 技術管理担当

藤沢市

住宅政策課

現地調査

設計・積算

工事監理

社内チェック

完成検査

成果引渡し

＜体制＞

課長以下

８名

＜体制＞

自治体ＯＢ等

５名

計画改修工事・航空機防音工事等の実施体制

（国の補助を受けて行う工事を含む）

連絡・調整

企画財務担当

入札・契約
＜体制＞

総務課２名

技術基準

連絡・調整

アフターケア



33 
 

 
  イ 本部技術管理担当での設計積算チェックと社内検査の実施 
    技術管理担当は、県や市の技術職ＯＢで構成されており、各種技術基準の整備

と、工事管理担当が作成した設計図書、積算のチェック及び工事の各種検査を行い
ます。 

    技術管理担当と工事管理担当が相互にチェック機能を働かせることにより、徹
底した品質管理を実現しています。 

 
ウ 職員のスキルアップと品質確保 

    当社では、法制度の改正や新技術の研修、さらには、職員が業務で習得した経験
やノウハウを他の職員に広めていくなど、定期的な教育研修（実地研修を含む）を
実施することにより、職員のスキルアップを図り、品質確保に努めています。 

    こうした取組みを通して、市有財産として資産価値と住宅性能の維持保全に努
めます。 

 
 (2) 業務実施の基本的な考え方 

  ア 徹底した品質管理と厳格な執行体制 
    国の交付金等を受けて行う工事は、国民の税金を原資としていることからも、

より厳格な実施体制により、設計・積算、工事監理が行われることが必要です。 
    工事実施にあたっては、国が示す住宅性能基準に基づいた徹底した品質管理を

行い、公共施設としての性能を確実に満たす必要があります。 

  イ 本部の専門部署が連携して実施 
    主たる業務の設計・積算及び工事監理については、本部の専門部署のそれぞれ

の部門が役割分担し、相互に連携することによって、適切且つ円滑に実施します。 

  ウ 国の会計実地検査への対応 
    藤沢市市営住宅等長寿命化計画に基づいて実施する「国の補助を受けて行う工

事」は、国の会計検査院による会計実地検査を受検し、設計・積算や工事施工が
関係基準に基づいて適正に行われていることを明らかにします。 

    そこで当社では、「国の補助を受けて行う工事」の実施にあたっては、職員間・
組織間による重層的な相互チェックと、設計ミスや事故防止に向けた職員の意識
向上及び人材育成を通じて確実に実施します。 

    なお、当社は長年に亘り、県営住宅の「国の交付金等を受けて行う維持修繕業
務」を受託しており、公共工事としての執行について、設計・積算・入札・工事
監理・検査の一連の業務を数多く実施してきました。当該業務は、再委託するこ
となく、全て当社の職員が直営で責任を持って実施しており、数多くの経験と実
績があり、委託者からの信頼を獲得しています。 
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(3) ミス防止に向けた取組み 

  ア 業務の各段階における対策 
    次の各段階において、的確な取組みを講じることにより業務を厳格且つ確実に

実施します。 

 1 職員の技術教育   担当職員の専門技術の社内研修 
 ⇩ 

 2 現地調査・設計   公共建築工事積算基準・標準仕様書等を適用 
  ⇩ 

 3 工事発注・契約   当社の工事入札執行規程等 
 ⇩ 

 4 工事監理（補助） 建築改修工事監理指針、当社の品質管理要領等 
  ⇩ 

 5 中間・完成検査   当社の検査基準等 
⇩ 

 6 アフターケア   定期点検、不具合補償対応等 

イ 職員の意識向上と人材育成 
    設計ミスや事故防止対策を図るには、マニュアル等を整備することは勿論です

が、当社では、第一に業務を担当する職員の一人ひとりが、設計ミスや事故を未然
に回避するという、強い意識を持ち業務にあたることが必要と考えています。 

    そこで、担当者間及び、設計監理部門と技術管理部門、及び管理職を交えて本業
務についてのＯＪＴや意見交換を実施することにより、職員自らが設計ミスや事
故防止について高い意識を持ち、業務改善に取り組んでいます。 

    併せて、各種の技術基準や仕様書に基づいた積算等の専門技術の社内研修を行
い、人材育成に努めています。 

  ウ 設計段階での取組み 
次の対策により、些細なケアレスミスをも生じない体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔対策１〕 各種基準・仕様書の整備 
国や市の各種技術基準をもとに、当社での積算基準、共通・特記仕様書などの設

計基準を整備しています。 
〔対策２〕 チェックシートによる確認 

設計担当者は、図面・数量調書・設計書を作成した後、チェックシート１（設計
担当者用）により設計図面と積算内容との整合性を確認します。 

〔対策３〕 複数者によるチェック 
設計担当者のチェック完了後、技術管理担当又は管理職層において、チェックシ

ート２（検証者用）に基づき設計図書の整合性を読み合わせによりチェックを行い
ます。その後、市へ提出し、承認を受けます。 

〔対策４〕 検証・見直し・改善 
設計内容に齟齬が生じている場合は速やかに是正するとともに、以後の設計の再

発防止対策のため、適時検証、見直し、改善を図ります。 
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エ 工事監理段階での取組み 
    施工の各段階に応じて「安全管理、施工管理、工程管理、コスト管理」を確実に

実施し、入居者の安全確保、生活への影響を最小限に抑えた施工、工事成果の品質
確保を図ります。また、自治会や入居者に対し、きめ細かな説明・調整、相談、苦
情対応を行います。 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

オ アフターケア 
    当社では、工事成果の品質確保について十分に注意を払い実施していますが、工

事完成後、建物をお使いになってから不具合箇所が発見される場合もあります。 
    このため、当社では、工事完成後１年目に自主点検を行います。万一、不具合箇

所が発見された場合には市へご報告し、適切な対応にご協力するとともに、今後の
業務に反映していきます。 

    なお、当社では「建築士賠償責任保険制度」による設計業務の遂行に起因して発
生する損害を補償できる保険に加入し、業務の安定化と不測の事態への賠償資力
を確保しています。 

(4) 当社独自の設計、発注、工事監理、検査までの技術力について 

  ア 市の執行計画策定への支援 
    国の補助を受けて行う工事は、屋上防水工事、外壁改修工事、設備改修工事など

の建物の長寿命化を目的とする比較的大規模な修繕工事です。 
    このため、限られた予算の中で、一つの団地を何年間で整備していくのかなど、

効率的かつ効果的な年度計画を策定することが非常に重要です。 
    当社では、長年にわたって施設管理を行ってきたデータや経験、さらには、自治

会の意向反映を含めて市に様々なご提案を行うことにより、市の効率的な予算編
成の支援をさせていただきます。 

 
 
 

工事現場では、 
 
 工事着手前  … 施工計画書の適正チェック 
  ↓ 

 着 手 時  … 工事仮設、足場架設時の安全性の確認 
  ↓ 

 施 工 中  … 材料検査、各工程検査の実施 
↓ 

 足場解体前  … 完成時に確認できない部分の確認 
  ↓ 

 完 成 時  … 検査員による施工確認、完成図書の確認立会い 

自治会、入居者対応 
 
自治会役員説明 

↓ 
工 事 説 明 会 

↓ 
入居者個別調整 

↓ 
相談、苦情対応 

↓ 
アフターケア 
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イ 調査・設計業務 
    修繕工事は、当社の一級建築士をはじめとする多数の技術職員が長年に亘る経

験と技術ノウハウを最大限活用し、必要とする修繕内容を調査・設計します。 
    併せて、入居者の生活状況なども考慮して、多角的に検討した工事計画を立案し

ます。 
    また、複数の修繕工事を同時施工することによって、足場や仮囲いなどに関する

経費削減や工事期間の短縮など、これまでに蓄積した設計データと現状把握に基
づいて最も適した設計を提案していきます。 

  ■ 全国規模のコンペティションで最優秀賞を受賞 
    当社が設計・工事監理を行った外壁改修工事が、日本塗料工業会が実施する全国

規模のコンペティションにおいて、2020 年 12 月にグッド・ペインティング・カ
ラー改修部門の最優秀賞を受賞しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

住宅管理情報 

・劣化,危険,支障の度合 

・過去の修繕履歴 

・法定点検の結果 

・団地巡回の結果 

自治会の意向 

・雨漏り、カビ 

・塗装劣化 

・バリアフリー 

・生活リズム など 

藤沢市の 

年次計画

策定 
情報提供 情報提供 

 
 
修繕工事における 

品質確保の実績 

当社では、公共性の高い建築物の
修繕工事について、建物診断を踏ま
えた設計と、生活リズムや使用形態
を考慮した施工計画を基に実施して
います。 

また、公共建築工事品質確保技術
者の徹底した指導・助言のもと、仕様
書・設計書の作成から工事監理・検
査・アフターケアまで、一連の業務に
ついて、高品質の成果実現に向けて
取組んだ結果、各委託者から感謝状
を授与されるなど高い評価を得てい
ます。 

 

国際規格 ＩＳＯ９００１ 
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証取得 

公共住宅･施設の維持保全を目的とした計画 
修繕工事の受託･設計･工事発注･工事監理 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

県公社湯河原住宅外装 

 

ｸﾞｯﾄﾞ･ﾍﾟｲﾝﾃﾝｸﾞｶﾗｰ受賞 
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ウ 工事発注業務 

(ｱ) 公平かつ公正な工事入札の実施 
計画改修工事の発注は、条件付一般競争入札により、公平かつ公正に発注業

者を決定します。特に、設計部門から独立した入札参加資格審査委員会におい
て公募条件等を決定することにより、事故防止に努めるとともに、地元業者の
入札参加の機会確保に取組みます。 

(ｲ) 入札への参加促進 
入札の公示については、参加業者を数多く確保できるよう、当社ホームページ

に掲載するほか、業界紙の協力を得て広く周知します。 
そして、参加申込みから設計図書の配付、質問受付、回答までの手続きをホー

ムページ上の「入札公示システム」で実施するとともに、入札書の提出を郵送と
し、透明性と競争性を備えた執行に取組んでいます。 

(ｳ) 工事代金の支払い 
工事代金については、県に準じて当社が定める工事請負契約約款に基づき請

求書の受領後、最短で 20 日以内（「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」
では 40 日以内）に支払っていますが、工事の期間、規模に応じ、出来高査定
による中間払いや契約保証を担保とした前金払を採用するなど、柔軟に対応し
ます。 

 
エ 工事監理・検査業務 

   (ｱ) 入居者への影響を最小限に抑えた施工 
     工事実施に当たっては、施工業者に低騒音低振動型機器の使用を励行すると

ともに、事前に団地の入居状況を把握して入居者の生活リズムへの影響（特に
騒音や振動）を最小限に抑えた施工手順で実施します。 

   (ｲ) 工事の品質確保 
     工事中は、当社が定める「工事監督技術基準」や「工事検査基準」に基づい

て、工事監理・検査を適正かつ確実に実施します。 
きめ細かく工程検査を実施するとともに、各種完成図書を確実に作成するよ

う業者指導し、公共工事としての品質確保を行います。 

   (ｳ) 入居者の負担軽減 
     入居者へは、工事実施前に説明会を開催して工事内容を十分にご説明しま

す。特に、入居者の生活に直接の影響がある住戸内立入り工事については、作
業員のコロナ対策の徹底や、高齢者・障がい者へ見易く分かり易い工事説明書、
工事施工上支障となる荷物の片付けや家具の移動のお手伝い、さらには、施工
中の退避(休憩)場所の提供など、極力、入居者に負担がかからないよう工夫を
重ねます。 
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オ 環境負荷の低減について 

   (ｱ) 設計業務における負荷低減 
      設計図書類は全て電子データで作成、保管管理します。また、市への納品時

も電子媒体で人的要員の移動を軽減するために電子メールにより情報共有し、
環境負荷低減による環境保全に取組みます。 

   (ｲ) 修繕工事における負荷低減 
      修繕業務における施工条件には、騒音防止、化学物質の発生抑制、環境に配

慮した商品及び資材の購入促進等を明記し、設計時においてもリサイクル品
の使用や塗料・防水材料等の化学製品について環境配慮型の材料の使用を義
務付けています。施工時には、使用材料の安全データシートの提出を求めたう
えで材料の安全を確認し、工事対象住宅の入居者や近隣にお住まいの方々も
含め、健康被害や環境影響への配慮に取組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  直近３ヵ年における国の補助を受けて行う工事、航空機防音工事の実績 

【取組事例】 
● 屋上防水改修工事は、既存防水層（アスファルト等）を撤去せず、シート防水や塗布

防水によるカバー工法を採用 
● アスベスト含有の外壁塗材の改修工事は、関係法令を遵守し、アスベストを飛散さ

せない適切な工法を用いて実施 
● 給水管改修工事では、メンテナンスフリーとなる直結方式に変更 
● 廊下・階段・外灯等の共用灯の照明器具交換工事は、ＬＥＤ照明を積極的に採用 
● 工事仕様書には、環境に配慮した公共工事の推進、公共工事グリーン調達、再資源

化、廃棄物処理、建設副産物等に関する基準を明記し、請負業者へ指導監督 
● 請負業者が提出する工事完成図書の一部は電子データで提出推奨 

 

年度 委託者 工事名 実施戸数

平成３０年 神奈川県 津久井浜団地 外部鉄部（手摺）改修工事 　　　８０戸

久末団地 屋上防水工事（断熱化） 　　　７２戸

上矢部団地 屋上防水工事（断熱化） 　　１６０戸

大島団地 屋上防水工事（断熱化） 　　　４８戸

大島団地 住戸改善工事（住戸から自治会集会室へ） 　　　　１戸

上矢部団地 住戸改善工事（住戸から自治会集会室へ） 　　　　１戸

上矢部団地 住戸改善工事（子育て住戸へリフォーム） 　　　　１戸

令和元年 神奈川県 並木団地 外壁塗装・屋上防水工事 　　　７５戸

（平成３１年） ハイム座間中谷 外壁塗装・屋上防水工事 　　　６０戸

相生ハイツ 外壁塗装工事 　　　２０戸

ハイム相南 外灯整備工事 　 　１箇所

県公社 大和大塚戸 航空機防音工事（新規防音） 　　　　２戸

辻堂海岸共同ビル 航空機防音工事（新規防音）　※藤沢市 　　　　１戸

令和２年 神奈川県 初声シーサイドタウン 外壁塗装・屋上防水工事 　　　７０戸

ハイム相南 外壁塗装・屋上防水工事 　　　３６戸

並木団地 外壁塗装・屋上防水工事 　　　３０戸

ハイム光ヶ丘 外壁塗装工事 　　　１６戸

グリーンヒル下九沢 屋上防水工事 　　　８３戸

ハイム座間西原 屋上防水工事 　　　５０戸

県公社 藤沢西部共同住宅 航空機防音工事（新規防音）　※藤沢市 　　　１１戸

座間東原共同住宅 航空機防音工事（機能復旧） 　 　 ６２戸 

住宅名
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③危機管理体制 
（1）安否確認等の対応 
（より的確な安否確認対応へ向けて、日常のチェック方法や未然防止策、入室基準に関するマニュアル
の有無も含め、具体的に示してください。） 

 
 安否確認対応  

(1) 安否確認対応マニュアルの整備 
日常の管理業務における入居世帯の異変を察知した場合、あるいは、近隣の入居者

や親族の方から「最近姿を見ない」「新聞や郵便物が溜まっている」といった通報が
あった場合に、迅速かつ適切に対応することが必要不可欠です。 

当社は独自の「入居者の安否確認対応マニュアル」を整備しており、入居者の生命
を最優先とする行動はもちろんのこと、取扱いを誤ると入居者のプライバシーを侵
す行為となりかねないことから、同マニュアルによる運用を徹底するとともに、社内
全体で検証のうえ必要に応じて改訂するなど、慎重かつ適切に取組んでいます。 

なお、当社が自主事業として行う高齢者等ライフサポート事業（102 頁に記載）
においても、安否確認が生じた場合は、同マニュアルに基づき対応します。 

(2) 室内確認等の入室判断基準の策定 
安否確認において、当社は独自の入室判断基準を策定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 即時入室判断基準
次の一つの項目でも該当する場合は委託者である藤沢市に報告し、その指示を受けて入室する

ものとし、真に緊急性が認められる場合は指定管理者の責任において入室し、状況を確認する。

(1) ライフサポート事業及び一般管理業務遂行中に入居世帯の異変に気づいた職員から報告がある

(2) 家族・親族、警察・市区町村などの官公署、担当する介護事業者からの入室依頼がある

(3) 室内から応答があるが、扉が開かない

(4) 対象世帯が在室しているのは明らかであるが、応答がない

(5) 室内から異臭がする

２ 調査による入室判断基準
次表に例示するような世帯で、次に掲げる(1)、(2)、(3)の項目のうち、一つでも該当する場合は、

委託者である藤沢市へ報告し、対応を協議する。

(1) 応答がないのに、電気メ－タ－の動きが大きい、テレビがついたまま、昼間なのに室内照明が

点灯したまま等の状況が確認された

(2) 新聞や郵便物が溜まっている

(3) その他普段の生活と相異する異変の情報がある

・ 世帯員が高齢で、普段長期不在することがない

・ 世帯員のなかに、身体障がい者や精神障がい者等がいる

・ 世帯員のなかに、生命に関わる持病（人工透析など）や要介護（寝たきり・認知症など）

の情報があるが、入院情報がない

・ 生活を支える世帯員が一人のみで、他の世帯員が幼少などにより、万が一事故が発生した

場合に、自ら救出を求めることができない

 入 室 判 断 基 準 
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 (3) 安否確認業務のフロー 
安否確認に関する業務を行う際は、迅速な対応が必要であるとともに、冷静かつ

適切な判断が求められることから、「安否確認業務フロー」を整備・運用しています。 
なお、入室見送りと判断した場合は、翌日以降も調査を継続します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

≪ 藤沢市営住宅における安否確認実績 ≫ 
藤沢市・民生委員・団地自治会・近隣住民等からの連絡またはライフサポーターが異

変に気付いた際、当社職員が安否確認を実施しています。また、安否確認後、いずれの
ケースも速やかに藤沢市に報告のうえ対応を協議しております。 

平成２９年 4 月１日～令和 3 年３月３１日の間、当社職員が藤沢市営住宅の安否確認
の対応を行った件数は、４８件です。 

 

　・入室、入室見送りの判断
　・委託者への報告

　・各場面での指示

・委託者と協議し決定
・翌日の再調査必須

・前回調査と相違する異変 　・ 最初の入室は、必ず警察官に依頼
　箇所に注視し、再調査

　･ 「室内で倒れている」等、対象者の

（注）営業時間外の場合は、緊急連絡センタ－が安否確認の依頼を直接受付し、サービスセンターの所長へ対応を指示

　

　・近隣居住者などに直近の情報確認
　・建物外部からの状況確認等

　・ 警察官・委託者等への立会い要請

　    状況に応じ的確に対応

入居者の安否確認依頼受付

湘南
サービスセンター

情報収集・現地確認調査

入 室 決 定

入室による安否確認

入室後の対応

入室見送り決定

現地再調査（翌日）

入室決定入室見送

業務執行中の異変の気づき

藤沢市 計画建築部
住宅政策課

当 社
本部公営住宅課

当 社
緊急連絡センター

団地自治会
民生委員
生活援助員

地域包括支援センター連携

【営業時間外の受付】（注）
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（2）防犯・防災（地震・台風・火災等）に関する予防対策 
（緊急時の迅速な対応（時間外対応含む）及び防犯・防災について予防対策や災害時の危機管理体制・
事故対応マニュアルの作成や研修等について示してください。） 

 
危機管理体制を強化し 各種の災害に学ぶ教訓と 

減災へ向けた対策により 被害の軽減に努めます 
 

１ 減災に向けた対策  

 災害に備え、被害を最小限に抑えるために予防対策を徹底します。 

(1) 各団地の防災情報の把握と活用 
国土交通省が提供する防災情報をもとに、次の 6 項目の災害リスクを団地毎に整理

し、把握します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これにより、効率・効果的な巡回点検を実施するとともに、入居者からの求めに応じ
て、適宜、情報提供を行うなど、災害への事前の備えにより、安全・安心な暮らしを守
ります。 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

擁壁等の点検チェクリスト 

 

項目 状況

①　部材の変形、傾動、目地
部分のずれによる構造物の不
安定化

②　コンクリート部材の浮
き、剥離、クラックによる部
材の落下

③　鋼部材（金網、ワイヤー
ロープ、金具、支柱、アン
カー等）の著しい腐食、亀
裂・破断、ゆるみ、脱落、抜
けだしによる部材の落下

異常

落石防護工（網・
柵・擁壁）の本
体・基礎および付
属物に生じている
変状

なし あり

なし あり

なし あり

　①　洪水（想定最大規模）

　②　土砂災害

　③　高潮（想定最大規模）

　④　津波（想定最大規模）

　⑤　道路防災情報

　⑥　地形分類（土地の特徴成立ち）

公営住宅点検実施例 

 

≪ 巡回点検の強化 ≫ 
  大雨が予想される梅雨や台風シー

ズンは、巡回点検を強化し適時実施
します。 

災害リスク(６項目) 



42 
 

 
(2) 地域と連携した危機管理体制を構築 

台風や地震等の自然災害や、様々な事故・事件に対応できる２４時間体制の確保を、
維持修繕業者との間でそれぞれ「災害時等における緊急出動等に関する覚書」を交わし
ています。 

特に、東日本大震災のように、広範囲に及ぶ大規模災害には、
当社職員を含め市内の地域に密着した維持修繕業者や保守点
検業者と連携しながら、迅速に各団地の情報収集や可能な限り
の安全措置を講じていきます。 
地域の災害時への備え、安全・安心した維持管理を担う地元

業者の確保と、地域経済の活性化も含め、適正な再委託を図っ
ていきます。 

 
(3) 防災に関する情報の提供 

大規模災害に備え、防災・減災に向けた取組みとして、地震・台風等の自然災害時に
は入居者の皆様が確実に避難するために、団地別の「防災情報の提供」など、キメ細か
な予防策が必要不可欠です。 

浸水予測区域や土砂災害警戒区域など、水害や土
砂災害などに関する災害リスク情報をハザードマッ
プから整備し、掲示・周知するなどの広報活動に努
め、有事の際に慌てずに行動できるよう、入居する
皆様への防災対策をしっかりとサポートします。 

 
 
 
 

誰もが安全に安心して暮せる住宅を 
目指します 

 
(4) 自治会と連携したキメ細かな団地巡回 

高齢者や障がい者などが数多く居住されている市営住宅では、通路・階段・手摺等
の不具合が事故につながるケースが懸念されます。 

日頃の巡回はもとより、定期巡回時（植栽・樹木等の状況確認を含む。）には、自治
会を訪問し、問題箇所の早期把握を図るとともに、入居者の安全確保を重点項目とし
た建物・設備等の点検実施により予期せぬ事故の未然防止に努め、より良い住環境の
ご提供とサービスの向上をめざします。 

また、点検時に危険箇所を発見した場合は、その場で巡回車両に備え付けのカラー
コーンやテープで立入禁止等の応急措置を行い、事故の未然防止に努めます。 

 
 

 
≪ハザードマップの有効活用≫ 

 

 

藤沢市営●●住宅に
　　　お住まいの皆様へ

○ △
敷地の大半が区域に該当 敷地の一部が区域に該当

指定管理者は、入居する皆様への防災をサポートしてまいります。

該当あり 該当なし

内水氾濫 外水氾濫（洪水）
雨が排水路や下水管の処理能力を
超え、水を川に排出することがで
きなくなり、団地内に水が溢れ浸
水すること。

台風や大雨などによって川の水が
堤防からあふれたり、堤防が結果
したりすること。

○ 該当なし

（案）

令和３年７月

指定管理者
かながわ土地建物保全協会

防災情報の提供について

　地震・台風等の自然災害時、入居者の皆様による自助・共助の取り組みを最大限に
活かし、入居者や自治会における防災力の強化を図るため、『ハザードマップ』から
浸水予測区域や土砂災害警戒区域など、水害や土砂災害などに関する災害リスク情報
を作成しました。
　下記の表は、お住まいの団地内が災害時の想定区域にどの程度該当するか予測した
内容です。情報を入居者の皆様や自治会で共有して頂き、災害への事前の備えに役立
て、早め早めの避難を心がけてください。

住宅名：藤沢市営●●住宅

津波浸水 土砂災害

地震での津波による浸水のこと。
大雨や地震が引き金となって、

山やがけが崩れること。
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(5) 入居者への予防措置 

ア 避難所等の周知 
    避難所や広域避難場所について、掲示･周知するなど広報活動に努め、有事の際に

慌てずに行動できるよう、入居する皆様への防災対策をサポートします。 

  イ 安心・安全パトロール 
    夏の防犯パトロールと年末の安心パトロールを団地自治会と協議のうえ実施し、

防犯・防火への呼び掛けを強めるとともに、コミュニケーション機会を増やし団地
自治会の要望やご意見を傾聴します。 

  ウ 啓発活動等 
    年末に火災予防の注意文書を全世帯に配布し注意喚起に努めるほか、防火対策の

一環として、共用部への私物放置等について日常の業務を通じて繰り返し指導する
ことにより、火災予防に取組みます。 

エ 防災・減災への取組み 
日頃から自治会と連携を図り、消防訓練や避難訓練など防災・減災に対する意識 

の啓発・高揚に取組みます。 
 
(6) 災害対応マニュアルの整備と待機体制 

台風・地震等の自然災害及び事故発生等の緊急時に備え、起こり
得る事象を想定した独自の｢災害対応マニュアル｣等を整備し、災害
レベルに応じて職員が待機態勢に入り、本部とサービスセンターと
の相互協力による補完体制を構築しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

≪ 台風接近時の待機態勢実績 ≫ 

平成３１年度（令和元年） 
      ９月 １５号の接近により事前配備  

   １０月 １９号の接近により事前配備  
 令和２年度 台風接近による事前配備なし 
※ 被害対応については、待機態勢をとる維持修繕業者や保守点検業者との連携の
もと、速やかな対応と適切な処置を最優先で実施しています。 
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～ 全職員が常に携帯している行動マニュアル・行動指針 ～ 

 
(7) 事故や災害の緊急対応 

団地内での火災事故、断水や停電事故、エレベーターの故障による閉じ込め事故、あ
るいは大雨・台風による雨漏れや上階からの漏水などは、入居者の生活に大きな影響を
及ぼす重大な事態であることから、24 時間体制で迅速かつ的確な対応が求められます。 

このため、時間外であっても、入居者から緊急連絡センターに入った依頼内容を直接
維持修繕業者に連絡し、維持修繕業者は 24時間体制で、現地調査や入居者への連絡等
を行えるよう体制整備を行い、入居者への丁寧な対応に配慮して作業を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 台風等緊急時の体制 
台風接近や大雨などの緊急時には、緊急連絡センター要員を増員し、緊急対応業者を

待機させるなど、直ちに対応できる万全な体制を整えています。 

(9) 受付・対応内容はシステムによる情報共有化 
２４時間３６５日受付・対応した内容は、当社独自の受付入力システムにより受託

団地の情報や対応した結果等を詳細に記録しており、データベースで運用・管理する
ことにより、全職員が情報を共有化できる体制を構築しています。 

 

 

協 力 体 制

入居者・団地自治会・近隣住民

藤沢市計画建築部

住宅政策課

修繕要望・相談

訪問・調査 修 繕

指 示

報告・協議

修繕等 手配湘南サービスセンター
維持修繕業者

緊急修繕

空き住戸修繕

保守点検業者

横浜南
サービスセンター

緊急時の補完体制

当 社

夜間・休日緊急対応

緊急連絡ｾﾝﾀｰ公営住宅部

技術管理部

＜ 本 部 ＞

日常業務のサポート
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２ 災害への理解・備え等 

(1) 災害予測の理解 
藤沢市では、市内に甚大な影響を及ぼすと想定される地震として、「相模トラフ沿い

の海溝型地震（Ｍ8.7）」想定津波の概要や神奈川県から提供されたデータに基づき、
ハザードマップ（地震・津波・土砂災害・洪水）を市の作成により公開されています。   

(2) 過去の災害からの学び 
阪神・淡路大震災（1995 年）や東日本大震災（2011 年）においても見られた現象

のとおり、大規模災害の発生時は、市内はもとより県外からの交通が遮断され、不通
になることも想定されます。 

災害発生時には、住宅立地状況の把握や裏道を含めた経路等の予備知識など、いわ
ゆる「土地勘」がなければ、迅速な対応が困難となり、さらなる混乱を招きかねない
ことから、指定管理者と地元業者との連携が必要不可欠です。 

(3) 災害時の通信手段 
   災害時等における連絡手段として、本部及び全サービス

センター並びに配置車輌にＩＰ無線（高度な通信機能を備
えた広域通信機器）を配備して専用の通信網を確保してお
り、固定電話及び携帯電話が不通となった場合を想定した
非常時の対応と危機管理体制を確立しています。 

(4) 災害に備えた教育訓練 
   当社に在籍する全スタッフを対象に、住宅の災害情報収

集や現地調査を行う緊急参集・情報受伝達訓練を毎年実施
しており、今後も地域特性の理解を日頃から進めるととも
に、より実践的な災害想定と積極的な行動で、適切な安全
措置を講じることをお約束します。 

(5) 海老名防災センター（仮称）の活用 
   当社は、海老名市に自社ビルを保有していますが、現在、大規模災害の発生に備え、

災害発生時に迅速な応急対策を行えるよう災害時の倉庫として、飲料水・食料・発電
機・投光器・防災機材・ブルーシート・毛布等の備蓄を整備し進めています。また、
海老名の自社ビルを活用し、防災倉庫として備蓄の分散化を図り、災害時に機能が十
分に発揮するように、計画的に点検・整備しています。 

(6) 地震発生時の教訓を活かした主な取組み 

① 停電時の事業継続に備え、バックアップ電源を設置 
② 停電時にも電話による通話が可能となるよう無停電電話を配備  
③ 他の事務所に電話転送が可能となる｢ボイスワープ機能｣を導入  
④ ソーラー式ラジオ・携帯電話充電器を配備 
⑤ 車載用の救急セット（ＦＡセット）を全車両に搭載 etc  

  

 

ＩＰ無線セット 
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（3）防犯・防災（地震・台風・火災等）に関する発生時対応等 
（緊急時の迅速な対応（時間外対応含む）及び防犯・防災について発生時の対応措置や避難誘導・被災
者支援について対応マニュアルの作成や研修等について示してください。） 

 
災害時に 迅速かつ的確に対応 が図れるよう 

厳格な危機管理体制を構築 しています 
 

１ 災害発生時における体制  

(1) 災害対策本部の設置 
台風や地震等の自然災害が発生、または発生するおそれがある場合やその他事故

の発生時には、災害対策本部を設置し、災害等に係る応急対策を適切に実施します。 

ア 災害対策本部及び支部の組織並びに分担業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 災害対策配備体制 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（１） 本部会議の準備等に関すること
（２） 気象情報等の把握に関すること
（３） 災害対応に関する覚書を結ぶ各専門業者への出動要請

及び待機要請に関すること
（４） 関係機関との連絡調整に関すること
（５） 電算システムの保全対策に関すること
（６） 飲食物の確保、緊急車両の手配に関すること
（７） 必要に応じ現地状況の調査に関すること

総務課長総務班

（１） 受託住宅の被害状況収集及び取りまとめに関すること
（２） 委託者との連絡調整に関すること
（３） 住宅及び共同施設等の応急復旧作業に関すること
（４） 必要に応じ現地状況の調査に関すること

公営住宅課長
公社住宅課長
管理サービス課長

（１） 災害対応に関する覚書を結ぶ各維持修繕業者・保守点検
業者との連絡調整に関すること

（２） 緊急連絡センターの業務に関すること
（３） 住宅及び共同施設等の応急復旧作業に関すること
（４） 必要に応じ各事業施設の現地状況の調査に関すること

技術管理課長

（１） 管内に災害が発生するおそれがある団地の巡回に関する
こと

（２） 住宅及び共同施設等の応急復旧作業に関すること
（３） 受託住宅の自治会との連絡調整に関すること
（４） 災害対応に関する覚書を結ぶ各維持修繕業者・保守点検

業者に対する連絡指導に関すること
（５） 災害状況等必要事項の本部への報告に関すること

公営住宅班
事 業 班

マンション管理班

技術管理班

川 崎 支 部

横浜北支部

鶴ヶ峰 支部

横浜南支部

横須賀支部

湘 南 支 部

県 央 支 部

海老名支部

西 湘 支 部

所管の
各サ－ビス
センター
所長代理

支部長

サービス
センター所長

本部長
会 長

副本部長
常務理事

本部付

理 事
部 長

支

部

本

部

本 部 長 等 班及び支部 班 長 分 担 業 務

 

１ 大雨・洪水警報の発令後、災害が発生し
始めたとき

２ 気象庁が震度５弱以上を観測・発表した
とき

３ 気象庁から特別警報が発表されたとき

４ 東海地震注意情報が発表されたとき

事前配備
各所属に2～3名配置

職員の配備体制 配 備 基 準

１ 台風や大雨等の災害をもたらす気象現象
の影響により、県内に被害発生のおそれ
が予想されるとき

２ 大雨・洪水警報が発令され、災害発生が
予想されるとき

３ 地震が発生し、県内に被害が発生したと
き又は被害が発生するおそれがあるとき

４ 津波の警報が県内に発令されたとき

１ 県内全域にわたり大規模な災害が発生し
たとき

２ 大津波の警報が県内に発表されたとき

３ 気象庁が震度５強以上を観測発表した
とき

４ 東海地震予知情報が発表されたとき

第一次配備
全管理スタッフが配置
するほか、規模に応じ

て必要人員を配置

第二次配備
全職員が配置

災害対策本部等が
設置されていないとき

区 分

災害対策本部等が
設置されたとき

災害の発生が県内全域にわたる可
性が強く必要な応急活動等ができ
る体制

県内全域に被害が発生している場
合で、全職員を動員し災害対策が
円滑に行えるよう、総力を挙げた
体制

地域的な被害の発生が予想される
場合、又は発生した場合に対処で
きる体制

災害が拡大するおそれがあるとき
には、第一次配備へ体制を拡大

備 考
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(2) 緊急連絡体制 
災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、即時に災害対策会議

を招集し、社内規程に基づき災害対応にあたります。 
また、営業時間外に災害等が発生した場合には、緊急連絡網により直ちに職員が

所属に参集するよう態勢を整えています。 

(3) 緊急時の対応体制 
緊急時に速やかに復旧または応急措置ができるよう、維持修繕業者と災害時等に

おける緊急出動等に関する覚書を締結しており、「暮らしのもしも・・・」に的確な
サポート体制を構築しています。 

なお、維持修繕業者は、藤沢市内に拠点を置く企業を対象に公募・選定するなど、
地元業者からのご協力をいただき対応しています。 

(4) 災害復旧・被害報告 
地震・台風等の自然災害で危険箇所を発見した場合は、当社の技術職員が対応す

るほか、維持修繕業者と保守点検業者が連携して災害の復旧・応急処置など必要な
措置を講じます。 

また、藤沢市には、災害復旧・応急措置の対応報告のほか、地域や広域における
被害状況など、状況に応じて情報を収集し、報告します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 避難誘導や被災者支援 

住宅または近接地区で災害が発生した場合には、所属職員が直ちに出動し、地域
の被害状況を素早くかつ正確に収集するとともに、団地自治会への聞き取り調査を
実施します。併せて、必要に応じて入居者の避難誘導や集会所を一時避難用に解放
するなど、入居者の安全確保に努めます。 

(6) 災害対応マニュアルによる教育 
災害時における対応や入居者の誘導等については、整備済みの災害対応マニュア

ル（43 頁に記載）を活用するとともに、緊急参集・情報受伝達訓練（45 頁に記載）
時に、様々な状況を想定して実施します。 

(7) 全車両に救急箱を搭載 
全車両に車載用救急箱を搭載しています。藤沢市内で災害・

事故が発生した際には、入居する皆様はもとより、市内全域で
応急措置活動に参画し、地域社会に貢献していきます。  

【対応事例】東日本大震災(2011年 3月)における当社の対応概要 
１ 発生時（１１日(金)午後 2時 46分頃）から 48時間以内の対応 
① 災害対策本部設置 

② 当社が管理する全団地の情報収集（職員による訪問や自治会への連絡等） 

③ エレベーター閉じ込め、倒木など事故への措置を要する団地には当社職員及び協力

業者が急行し対応（社内連絡は当社所有の無線を活用） 

～ この間、緊急時の連絡網により各委託者へ適時報告 ～ 
２ 発生後 48時間経過（3/14(月)）以降、情報収集と修繕等へ随時対応 
◎ 当社が管理する団地における死亡者・負傷者ゼロ 
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２ 施設設備の故障、事故等への対応  

(1) 営業時間内の緊急対応体制 
営業時間内（８時３０分から１７時３０分）における、火災・断水・停電・エレ

ベーター故障や事故等の緊急事態は、当社の技術職員が現地対応するほか、維持修
繕業者や保守点検業者と連携して事故の復旧・応急処置など必要な措置を講じます。 

また、藤沢市には、復旧・応急措置の対応報告のほか、地域や広域における被害
状況など、状況に応じて情報を収集し報告します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 休日・夜間の緊急対応体制 

夜間や休日等、管理事務所の営業時間外における火災・断水・停電・エレベータ
ー故障や事故等の緊急事態については、当社独自に設置する「緊急連絡センター」
が受付し、担当する湘南サービスセンターの責任者・技術職員への連絡や緊急措置
の手配など、24時間 365日対応可能な体制で運営しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●維持修繕業者

◇建築

◇電気

◇給排水

●保守点検業者

◇エレベーター

◇給水施設

◇消防施設

サービスセンター

緊急連絡センター

維持修繕・施設設備保守点検業者との連携

 

藤沢市

住宅政策課

電話通報

連 絡

施設設備保守管理業者

又は

維持修繕業者の出動

修
繕
対
応

事
故
･
災
害
の
連
絡

受
信
デ
ー
タ
入
力

指
示

立
会
・
処
置

連絡・報告

連絡・報告



49 
 

 
３ 藤沢市及び関係機関等との連絡体制 

(1) 円滑な情報の共有化 
緊急事態が発生した場合を含め、当社が定めた管理責任者が全ての情報を取りま

とめ、状況に応じて管理責任者又は担当職員から藤沢市へ速やかに報告できるよう
連絡体制を構築しています。 

市営住宅に関する情報は、営業時間内はもとより営業時間外を含む全ての情報が
管理責任者へ報告されるよう、体制を整えています。 

 
(2) 緊急時の連絡体制 

自然災害や事故発生等の緊急時に備え、担当職員が構成する緊急連絡網を作成し、
藤沢市へ提出します。緊急の際、藤沢市からの指示に速やかに対応または協議できる
よう、営業時間外を含めた緊密な体制を構築しています。 

 
(3) 報告時における的確な資料提供 

藤沢市への報告資料は、文書のみではなく写真添付を心がけ、より分かりやすく
詳細に共有できるよう努めています。 

また、緊急時には、現場から藤沢市に第一報を入れた後、対応状況は写真等を含め
て取りまとめ、迅速かつ適切に情報を共有できるよう努めます。 

 
 
 

○ 事務所の営業時間帯は、担当者が現地へ急行し、夜間・休日の場合に

は、緊急連絡センターが手配、災害・事故が発生した地域に在住して

いる職員が現地対応してまいります

○ 応急措置が必要な場合は養生等一次対応を実施し、状況を判断のうえ

維持修繕業者を手配します

当協会職員が現地に急行

○ 災害時における二次被害防止の措置を講じます

○ 火災事故における隣接被害の状況を調査します

○ 建物への影響を調査し、的確に判定します

災害・事件・事故への対応

○ 災害・事件・事故の程度、範囲、原因を調査します

○ 担当者から所長へ報告。所長は受け取った情報を整理のうえ、

藤沢市に報告します

災害・事件・事故内容の把握

報 告

報 告

報 告

藤
沢
市

計
画
建
築
部

住
宅
政
策
課

人身事故・火災等の重大事故が発生した場合は即時に藤沢市へ報告

保
健
所
・
福
祉
事
務
所
・
警
察
署
・
消
防
署

連携

連携

連携
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４ 事業継続計画 

(1) 事業継続計画の策定 
当社では、大規模地震発生など危機事象に直面した場合においても、当社の根幹的

な経営理念である誠心誠意、入居者の皆様へ安全・安心を提供していくという社会的
使命を担い、入居者皆様の安全・安心な生活を維持し、社会経済活動への影響を最小
限に抑えるため、どのような方針で業務を継続していくかについて、平成２５年４月
に当社独自の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しています。 

 
～ 事業継続計画（ＢＣＰ）の発動イメージ ～ 

 
(2) ＢＣＰ発動時における海老名自社ビルの活用 

令和２年１０月に海老名市中央３丁目に１２階建ての自社ビル（事務所兼賃貸住
宅）を建設し、２～３階を当社の事務室として運営しています。 

今後、ＢＣＰ発動時における「別拠点」として活用することができ、さらに事業
継続計画を補完できるものと考えています。 
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５ 被災者支援 

(1) 過去の災害からの学び 
1995 年発生の阪神淡路大震災以降、新潟県中越地震・中越沖地震、東日本大震災、

広島土砂災害、鬼怒川堤防決壊による浸水被害、熊本地震、直近では記録的な大雨に
よる静岡県熱海市の土石流など、甚大な災害が頻発しており、直撃を受けた被災地の
復旧・復興には、インフラの再整備からはじまり、地域コミュニティの再生、経済活
動の再始動など数々の困難な課題が山積しているのが現実です。 

こうしたなか、まず生活の基盤となる住居を喪失した被災者への対応が最優先と
なることは、過去の教訓からも明らかですが、自助努力には限界があり、抜本的な共
助・公助の仕組みづくりが今、強く求められていると考えます。 

(2) これまでの当社の取組み 
日頃から管理させていただいている空き家の良好な維持・保全に注力しつつ、これ

までにも、それぞれの委託者様からのご要請・ご指導のもと、的確に空き家情報を提
供し、被災者の当面の住宅確保に微力ながら貢献してきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 藤沢市営住宅における今後の基本方針 
今後、藤沢市営住宅で、県内外からの被災者を受け入れる事態が生じた場合には、

藤沢市との緊密な連携のもと、事前調査・修繕の手配・ご案内など、的確な受け入れ
態勢を整えるとともに、被災者が当面必要となる、日用品類を当社独自で提供するな
ど、少しでも被災者のお役に立てるよう取組む決意です。 

 

≪ 過去の災害発生時、当社の提供事例 ≫ 
◇ 阪神・淡路大震災 ：  ロールペーパー・洗剤・米などを配布 
◇ 熊本地震 ：  ロールペーパー・洗剤・米などを配布 
◇  ： ロールペーパー・洗剤・ボックスティッシュなどを配布 

＜提供戸数の確保に向けた取組み実績＞（緊急調査） 
令和元年台風 19 号の被災者に対する県営住宅の一時提供において、神奈川県から川

崎地域・相模原地域での住宅提供可否の打診を受け、空き家５０件の現地調査を直ちに
行い、空き家情報を県へ速やかに報告し、指定管理者としての役割を果たしました。 
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（4）指定期間中の対応サービス体制の確保 
（２４時間対応サービス体制について、サービス内容及び対応マニュアルの作成や研修等、サービス向
上策について示してください。） 

 
２４時間 ３６５日 体制で入居者の安全・安心を支えます 

 
１ ２４時間３６５日の受付・対応体制 

営業時間は、入居者の皆様がお気軽にご利用いただけるよう、平日の８時３０分から
１７時３０分までとします。営業時間外の緊急トラブル等については、当社の緊急連絡
センターが受付します（53 頁に記載）。 

また、営業時間内での来訪が困難なお客様には、内容や状況に応じて、時間外に受付
するほか、当社職員が訪問させていただくなど、臨機に対応します。 

なお、住宅明渡しの立会い等などは、入居者との調整により、営業時間外（土・日及
び祝休日を含む。）においても臨機に対応します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

【 営業時間外の対応実績（令和 2年度藤沢市営住宅） 】 ７７件 

 

業 務 実 施 時 間

横浜南サービスセンター

～緊急時サポート～

報告

緊急連絡センター

045－212－１８８９

(緊急時2名対応）

イ チ ハ ヤ ク

維持修繕業者

湘南
サービスセンター

本部入居者

団地自治会

近隣住民

指示

夜間・休日

現地対応

平日

8:30～17:30

藤
沢
市

計
画
建
築
部

住
宅
政
策
課
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２ 当社直営の緊急連絡センターによる対応（営業時間外） 

夜間・休日などの営業時間外における緊急のトラブル（水漏れ・停電・排水管の詰ま
りなど）は、当社本部に設置する緊急連絡センターが受付します。 

緊急トラブル等の通報を受けた同センター（当社の専任職員を配置）から当社が指定
する業者並びに管理事務所の責任者へ即座に通報するシステムにより、24時間 365日
受付・対応体制による安全・安心を提供します。 

また、重大な緊急修繕や高い技術を要する専門的な修繕は、本部技術管理部がバック
アップし、管理事務所である湘南サービスセンターを支える役割を担います。 

《 24時間 365日 受付・対応体制 》 

 
 
 

横浜南
サービスセンター

緊急時のサポート

修繕要望・相談 訪問・調査

修繕等依頼

協力体制

（営業時間内）

湘南サービスセンター
（営業時間外）

緊急連絡センター
維持修繕業者
（緊急・空き部屋修繕）

保守点検業者
本 部
総 務 部
公 営住 宅部
技 術管 理部

日常業務のサポート

修 繕

サポート

報
告
・
協
議

≪当社が直接運営する緊急連絡センターについて ≫ 
 

当社の緊急連絡センターは、昭和５５年４月に設置し、以来４０年間に亘り管理団地に
おける夜間・休日等の緊急事態や万が一に対応するため、当社が直接雇用する専任職員に
より運営しております。 

専任の職員は、公営住宅の管理実績を有する経験豊富な職員を配置しており、相談者へ
迅速かつ的確に解決へと導きます。 

なお、対応は公平・公正に対処するため、業務マニュアルや受付時の音声録音を活用し
て、ご連絡・お問合わせの検証や傾向など分析するほか、接遇に関する研修を適宜実施し
ています。 
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３ 指定管理期間中の具体的な取組み 

(1) 接客・接遇マニュアルの策定及び運用 
入居者・応募者等から相談や苦情を受けた場合に、全職員が同じ

質で“公平・平等”かつ“人権や福祉にも配慮”した対応ができるよ
う、独自の｢接客・接遇マニュアル｣を策定し運用しています。 

マニュアル化による対応スキームの確立より、業務の流れや仕
組みを理解しつつ、職員一人ひとりが自覚を持って迅速かつ適切
に対応します。 

 
(2) 研修の実施 

毎年、接遇、特にクレームに関する研修を実施し、公益
性を充分認識した公平・公正な業務運営を実現できるよ
う、職員の資質向上に取組んでいます。 

研修の際には、相談・苦情の事例等を情報共有し、経験
豊富な職員から対応等についてアドバイスするなど、対
応スキルの向上を目指します。 

 
(3) 丁寧な対応の徹底 

入居中の各種申請書の提出や収入申告の時期に、管理
事務所へ来訪される方に対しては、書類の記入サンプル
版を作成し、書面を拡大してご説明するなど、懇切丁寧
な対応を徹底します。 

 
(4) 窓口への来訪が困難な方への対応 

申請書の記入方法が分らない方や管理事務所への来訪が困難な方に対しては、戸
別訪問による対応を実践し、入居者のご負担を軽減するよう取組んでいます。 

なお、訪問にあたっては、マスク着用などの感染防止対策を徹底し、お客様が不
安とならないよう配慮します。 
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④人員体制・経費 
（1）受付窓口、修繕及び収納業務に係る職員の配置 
（受付窓口、修繕及び収納に係る業務を実施するために、配置する職員数や体制等について示してくだ
さい。） 

 
１ 経験豊富な職員の配置 

(1) 管理職員の配置人数 
管理職員は、現行体制と同様に６名を配置します。その際、専門知識を有する経験

豊富な職員を確保するほか、公営住宅の管理実績を有する職員を配置します。また、
受付窓口に３名を配置し、このうち１名は修繕等を担当する職員とするほか、収納職
員は窓口担当とは別に１名を配置します。 

(2) 入居者募集業務時のサポートやライフサポーターの配置 
定期（年２回）の入居者募集業務時には、本部の経験豊富な職員が全面的にサポー

トし、安定した業務を実施します。 
また、一人暮らし高齢者や障がい者を対象に見守り活動を展開するライフサポー

ターを配置し、安全で安心した生活が送れるようサポートします。 
 

 

【 職員 ６名 】 ※ 一部職員は兼務あり 

 

■所長（管理責任者） １名 ◇ 藤沢市との連絡調整

◇ 個人情報管理責任者

◇ 特定個人情報保護責任者

◇ 防火管理者

■リーダー １名 ◇ 一般管理、入居募集業務

◇ 駐車場管理業務

■技術スタッフ １名 ◇ 修繕業務

◇ 団地巡回、施設保守管理業務

■事務スタッフ １名 ◇ 一般管理業務（要望・苦情等）

◇ 家賃関係、月次報告・事業報告書の作成

（ライフサポーター） １名
◇ 一人暮らし高齢者等の見守り活動

◇ 一人暮らし高齢者等の居住相談業務

■収納対応スタッフ １名 ◇ 家賃等集金及び未収金回収業務

緊急連絡センタースタッフ 常時 １名（災害・緊急時 ２名）

ライフサポート事業は、当協会の公益的事業として平成24年度から実施している独

自の取組みであり、当該事業に要する費用は、すべて当社が負担してており、指定

管理料には計上しておりません。

■高齢者等見守りスタッフ

本部スタッフのサポート体制

総 務 部 ◇ 契約、請求、支払い業務サポート

公営住宅部 ◇ 一般管理、入居者募集業務、監査等サポート

技術管理部 ◇ 共益施設、維持修繕管理業務サポート

＜ 湘南サービスセンターにおける配置人員と担当業務 ＞ 
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２ 本部・横浜南サービスセンターによるサポート体制 

(1) 本部のサポート体制 
本部では、指定管理者業務の総括窓口として湘南サービスセンターとの連絡調整

をはじめ、一般管理・契約・請求支払い・工事などの技術的な支援・監査・第三者評
価・モニタリング等の実施をサポートする役割を担います。 

また、入居者募集時期等に設置する臨時管理事務所には、湘南サービスセンター職
員に加え、本部職員の応援により着実かつ円滑に対応します。 

(2) 緊急時のサポート体制 
緊急時には、横浜南サービスセンターに在籍する職員及び本部（横浜市中区）の職

員によるサポート体制を構築しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

本 部

総 務 部

◇ 人事･服務･給与・物品購入

◇ 請求・支払・精算

◇ 個人情報保護（特定個人情報保護含む）

◇ 情報公開

◇ 自然災害などの緊急対応

事 業 部

ﾏﾝｼｮﾝ管理部

川崎サービスセンター

横浜北サービスセンター

西湘サービスセンター

県央サービスセンター

横須賀サービスセンター

鶴ケ峰管理センター

湘南サービスセンター

＜藤沢市営住宅の管理＞

◇ 入居者の募集、入居・退去等の手続

◇ 市営住宅の維持管理

◇ 収納、納付指導

◇ 収入申告、収入認定

◇ 要望、苦情、近隣トラブル対応

◇ 緊急、小口修繕執行

◇ 団地巡回、点検

◇ 自治会打合せ、調整

◇ 一人暮らし高齢者等の個別訪問 など

管理スタッフが全面サポート

横浜南サービスセンター

◇ 緊急時には湘南サービスセンターの

サポート態勢に入ります

公営住宅部

◇ 事業予算の執行管理

◇ 一般管理

◇ 入居者募集

◇ 自然災害などの緊急対応

技術管理部

◇ 施設設備保守点検管理（設計・発注・監理）

・ エレベーター保守点検

・ 給水施設維持管理

・ 消防用設備保守点検

・ 建築基準法第12条に基づく点検 など

◇ 維持修繕業務（設計・積算・発注・監理）

◇ 自然災害などの緊急対応

＜ サポート体制 ＞ 
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（2）職員の管理、会計（収入・支出）の執行等業務に係る職員の配置 
（職員の管理、会計（収入・支出）の執行等業務を実施するために、配置する職員数等や体制について
示してください。） 

 
公営住宅管理の経験豊富なスタッフ体制で 

効率的な市営住宅の管理運営に取組みます 

１ 広範な知識と豊富な経験を有する責任者の配置 

市営住宅の管理責任者には、懇切丁寧でお客様に寄り添う業務運営、藤沢市との円滑
かつ綿密な調整による事業運営、相互理解と明るい労働環境づくりによる組織運営に最
適な人柄が求められると考えます。 

管理事務所である湘南サービスセンターの管理責任者には、
公営住宅管理における専門的知識と広範な経験を有し、組織マ
ネジメント能力が高い職員を配置します。 

また、市営住宅の業務に従事する職員は、実務経験が豊富で
誠実な職員を配置し、質の高いサービスの提供に努めます。 

２ 指揮命令系統 
 

 

   ＜通常時の命令系統図＞        ＜緊急時の連絡系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 指揮命令・役割については、「職責・職能資格等級に関する規程」で、職員それぞれの職責が着実に

果たせるよう明確に位置づけ、通常時はもとより、緊急時における体制も整えています。 

 
 
 

 

会  長 

役  員 

部  長 

業務対応職員 

 

 ＳＣはサービスセンターの略称 

業務対応職員（緊急連絡センター含む。） 

リーダー 

ＳＣ所長 
（管理責任者） 

部  長 

役  員 

警    察 

消    防 

藤 沢 市 

地域包括支援センター 

民 生 委 員 

会   長 

ＳＣ所長 
（管理責任者） 

リーダー 
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３ 会計（収入・支出）の執行管理体制 

市営住宅の事業予算の執行管理及び指定管理料の精算・請求等につきましては、湘南
サービスセンターが窓口となり藤沢市と連絡・調整しますが、会計事務に関しましては、
本部（公営住宅部・総務部）が総括して管理します。 

(1) 収入事務について 
指定管理料の収入事務につきましては、藤沢市営住宅管理の公金専用の銀行口座

を開設のうえ、通帳・銀行印を本部総務部に配備する会計専用の金庫で保管のもと、
藤沢市営住宅担当の会計員（本部総務部）による入金確認・処理等、公金を厳格に区
分管理します。 

(2) 支出事務について 
市営住宅の管理業務に伴い発生する修繕業者等への支払につきましては、湘南サ

ービスセンター（保守点検については技術管理部）の発議により、本部公営住宅部の
検証を経て、総務部が経理処理し、事業費を適正に支出処理します。 

(3) 監査等の体制 
当社は、全事業において厳正な会計処理を確保するため、公認会計士事務所の監査

を毎月受検しています。また、本部各部署や湘南サービスセンター等を対象とした業
務監査を毎年実施（会計士も同行）し、公金の管理から各事業の執行等に関し適正に
統括します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

藤沢市計画建築部住宅政策課

湘南サービスセンター

本 部

かながわ土地建物保全協会

◆ 日常業務の管理・運営

◆ 藤沢市との連絡・調整

◆ 事業予算の執行管理

◆ 指定管理料の精算・請求の発議

◆ 緊急時の対応・調整

◆ 指定管理料の精算・請求の総括

◆ 事業予算執行・管理、公金管理の総括

◆ 公金管理、経理処理、会計・業務監査

◆ 藤沢市専用口座の開設及び通帳等の管理

請 求

請 求支 払

支 払

維持修繕業者・保守点検業者

公営住宅部

総 務 部

定期監査

公認会計士

技術管理部

◆ 共同施設等の維持管理・保守点検

◆ 緊急連絡センター運営等
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（3）市営住宅管理運営に必要な資格者等の配置 
（市営住宅を管理運営するために、配置する資格者（1 級建築士・公共工事品質確保技術者など）につ
いて示してください。） 

 
６０年に亘って培った運営ノウハウのもと 

各種の有資格者による的確な管理運営に努めてまいります 
 

 住宅管理に必要な資格者の配置 

当社は、昭和３６年に住宅の管理専門会社として設立し、長年に亘り、公営・公共住
宅等の管理運営に携わり、住宅管理のノウハウを蓄積してきました。また、全職員が公
営住宅の管理業務を熟知し、住宅管理における様々な部門でのエキスパートです。 

この経験豊富な人材において、住宅管理に係わる有資格者（詳細は、６頁に記載）も
多数配置しています。 

(1) 一級建築士及び経験豊富な実務経験者による巡回点検・法定点検 
団地内の共同施設の保守管理や巡回業務は、本部（技術管理部）のサポート体制に

より実施しており、巡回時における設備の点検や遊具の危険予防、さらには臨時の検
査等には、一級建築士を含む専門スタッフが対応します。 

また、建築基準法（第１２条第２項及び第４項等）に基づく
法定点検では、専門の技術者(調査・検査資格者)による実施が
求められており、一級建築士のほか建築や施設管理に関し２０
年以上の業務実績を有する資格者が豊富な知識と経験のもと、
的確に実施します。 

(2) 公共工事品質確保技術者等による的確かつ高品質な業務管理 
修繕工事等を発注する際には、「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」を準拠することはもちろんのこと、当社に在籍
する公共工事品質確保技術者・公共建築工事品質確保技術者に
よる徹底した指導・助言のもと、設計書の作成から発注及び工
事監理・検査等の一連の業務を公平・公正に遂行します。 

(3) 思いやりの心と安全な介助技術で入居者をサポート 
当社では、おもてなしの心と安全な介助技術を身に付けたサービス介助士の資格を

有する職員を湘南サービスセンターに配置します。 
また、当社には、福祉住環境コーディネーターや福祉用具専門相談員の資格を有す

る職員が多数在籍しています。 
湘南サービスセンターにおいて、高齢者や障がい者の方々か

らの居住環境に関するご相談等が生じた場合は、資格者により
様々なアイデアを具体的にご提案させていただくなど、豊かな
居住環境づくりをサポートします。 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCCzTtV49XPjUA4iWU3uV7/SIG=12acsuik6/EXP=1469098349/**http:/refine-r.jp/images/material/original_img003.jpg
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html
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（4）職員の能力向上策の確保 
（研修体制など、職員の能力向上策・方法について示してください。） 

 
計画的な人材育成のもと 職員の能力向上を図り 

複雑・多様化する顧客ニーズに対応します 

当社は、昭和３６年の創立以来、公営・公共住宅の管理を基軸に多岐に亘って業務を
展開するなか、「入居者に安全・安心をお届けする」ことを最優先事項として取組みつつ、
入居者満足度のさらなる向上を目指しています。 
 

１ 人材育成の基本方針 

(1) 信頼される職員 
職員一人ひとりが「入居者に、より豊かな住環境のご提供を」という使命のもと、

常に入居者視点による業務改善やコスト削減に努めつつ、資格取得等による業務遂
行能力の向上や入居者満足度を高める意識の保持など、入居者や委託者から信頼さ
れる自律した職員の育成を目指しています。 

(2) 求められる能力 
近年は社会情勢・環境の変化が激しいため、そうした状況に対応できる柔軟な発想

力や企画立案能力、時代を読む眼や見通す力が必須となり、従来型の定められた業務
を正確に実施する以上に、幅広い能力の開発が強く求められています。 

(3) 人材育成基本方針の策定 
当社職員が総合的な人間力の向上に取り組んでいく指針とし

て「人材育成基本方針」を策定しており、当社が目指す方向性を
明らかにし、職員の意識改革を図るとともに、組織としての総合
力をより一層高めるよう計画的に取組みます。 

 

２ めざすべき職員像 

住宅管理のプロフェッショナルとして、めざすべき職員像を次のように定め、質の高
い事業活動が実践できる人材の育成に努めています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

基本方針 

 

かながわ土地建物 

保全協会 

チャレンジ精神を持って取組み お客様をはじめ社会の皆様から 

「 信 頼 さ れ 託 さ れ る 」 組 織 を 実 現 す る 職 員  

め ざ す べ き 職 員 像  
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３ 職員に求める具体的な行動意識・能力 

(1) 職員に求める取組姿勢 
当社職員が公営住宅管理のプロフェッショナルとして、高い意識のもと適切に業

務を遂行していくためには、社会経済情勢の変化やお客様ニ－ズの多様化など当社
を取巻く環境の変化を敏感に捉え、その時代に即した対応が必要です。 

そのため、職員には、前例踏襲や横並び、現状満足といった意識を排除し、日頃か
ら仕事をより良くしていこうという改善意識のもと、既成概念に捉われずに変革・創
造していくことを求めています。 

(2) 具体的な目標 
当社は、職員に求める具体的な行動意識や能力向上に、次の目標を掲げ人材育成に

取組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 

４ ＰＤＣＡサイクルを踏まえた職員の資質・能力向上に向けた研修計画 

(1) 研修計画の基本方針 
藤沢市営住宅の管理運営を適正に遂行するため、全職員が市営住宅の設置意義と

現状を十分認識したうえで、関係法令等管理運営に関する正確な知識に基づく公平・
公正な業務遂行、人権に配慮した親切で丁寧な対応、そして個人情報保護の徹底等を
目的とした研修を実施します。 

(2) 技術力の向上 
維持修繕業務及び施設管理業務を効率よく適切に実施するためには、必要な資格・

技術・経験を備えた職員の確保が必要であり、そのため中・長期的な計画の基で人材
を育成します。 

(3) ＰＤＣＡサイクルを踏まえた研修計画 
ＰＤＣＡサイクルの理念を踏まえ、次の三体系の

構成により研修計画を策定しています。 
 
 
 
 

◇ 従来の慣行に捉われない変革意欲 
◇ 業務の改善や住宅管理サービスの向上に積極的に取組む姿勢 
◇ 障壁を乗り越え施策を実現する実行力 
◇ 住宅管理のプロフェッショナルとしての高い専門知識の習得 
◇ 業務遂行の透明性を高めた、お客様に対する説明責任 
◇ お客様の安全・安心を確保する危機管理意識 
◇ 時代の変化に即応する企画立案能力 

 

 

◇ 接遇や関係法令等の知識習得を目的に、全職員を対象とした一般研修 
◇ 法令等改正時の取扱いの万全を期すことを目的に、関係職員を対象とした業務別研修 
◇ 維持修繕及び施設管理業務の品質向上を目的に、技術系職員を対象とした技術研修 
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５ 体系化した研修の具体的な内容 

(1) 研修体制及び内容 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) ｅラーニングンによる研修の実施 
全役職員に対しより多くの研修機会を提供することを目的として、インターネッ

トを活用したｅラーニングを採用しており、「いつでも、空いている時間に、必要な
ときに」学べるよう、個別教育の強化にも取組んでいます。 

 
６ 藤沢市営住宅管理に関する個別研修 

業務別の専門的な研修は、サービスセンターが主体となり、次により実施しています。 

(1) 一般管理研修 
市営住宅条例等を基に入居者からの申請・相談に関する定例研修・会議 

(2) 入居者募集研修 
年２回の定期募集に合せ、受付・審査に関する業務研修（本部で開催） 

(3) 団地巡回研修 
各団地の立地状況や特性、危険箇所の把握等に関する実地研修 
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（5）不測の事態への財政的な対応 
（被災者の受け入れ等の不測の事態への財政的な担保が確保されているかについて具体的に示してく
ださい。） 

 
不測の事態や事件・事故・災害等 

起こり得る事態に備え的確に対応します 
 
不測の事態に対する当社の財政的な担保の確保につきましては、５頁にお示ししてい

るとおり、安定性と健全性を重視した経営方針のもと、堅実かつ安定した財政的基盤に
より、緊急時においても十分な資金を活用した対応が可能です。 

また、指定管理業務の遂行中に起こり得る不測の事態に備え、施設賠償保険や個人情
報漏洩保険を付保しています。 

１ 被災者の受入対応について 

(1) 空き家情報の提供 
災害が発生した際は、指定管理者として市の要請・ご指導に基づき、被災者の当面

の住宅確保に全力であたる必要があります。 
そのため、日頃より管理させていただいている空き家の良好な維持・保全に注力す

るとともに、災害等により対応が必要となった場合には、的確に空き家情報をご提供
することで、被災者の迅速な住宅確保に貢献させていただきます。 

(2) 被災者への支援 
今後、藤沢市営住宅で、県内外からの被災者を受け入れる事態が生じた場合には、

藤沢市との緊密な連携のもと、的確な受け入れ対応に努めるとともに、被災者が当面
必要となる、ロールペーパー、洗剤、米などの日用品を、当社独自でご提供し、共助
の考えのもと、少しでも被災者のお役に立てるよう取組みます。 

(3) 受け入れ住宅の整備等 
被災者にご提供する住宅について修繕が必要な場合は、少しでも早く住宅を提供

できるよう最優先で工事を実施することや入居手続きのお手伝いなどについて、速
やかに市と調整させていただきます。 

 

≪ 被災者・被災地に関する当社の活動事例 ≫  

 ◇ 阪神・淡路大震災  被災入居者に対し、ロールペーパー・洗剤、米などを配布 
◇ 新潟県中越地震   応急危険度判定士資格を有する職員１名を派遣 
◇ 新潟県中越沖地震  応急危険度判定士資格を有する職員２名を派遣 
◇ 東日本大震災    被災住宅調査及びボランティア活動への参加 
◇ 熊本地震        被災入居者に対し、ロールペーパー・洗剤、米などを配布 
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２ 事件・事故・災害等への保険対応及び財務的基盤について 

(1) 施設賠償保険 
当社では、指定管理業務に施設賠償保険を付保しています。 
今後とも、定期的な巡回のほか、団地に赴いた際にも事故の未然防

止のための点検作業をキメ細かく実施し、万が一、事故が発生した場
合には、当社が加入する施設賠償保険にて対応します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

(2) 個人情報漏洩保険 
個人情報の保護及び特定個人情報の保護につきましては、物理的・技術的な漏洩対

策に取組んでいます。 
しかしながら、決してあってはならないことですが、仮に個人情報等が流出した場

合には、市と協議させていただきなら、迅速かつ的確に対応するとともに、被害をて
ん補できるよう個人情報漏洩保険に加入しています。 

≪契約内容≫ 
① 被 保 険 者  当社 
② てん補限度額  １事故１０億円まで（免責１０万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪契約内容≫ 
① 被 保 険 者  当社 
② てん補限度額   対人補償１名１億円まで １事故５億円まで 免責なし 

         対物補償        １事故１億円まで 免責なし 

【補償範囲の事例】 
◇ フェンスの破損箇所に、子供が触れてケガをした 
◇ 公園のブランコが外れて、遊んでいた子供がケガをした 
◇ ベランダに設置されている避難ハッチの蓋が開き、子供が落下しケガをした 
◇ 建物の外壁が剥がれ落ち、駐車場の契約車両に飛散し、一部破損した 
◇ 強風で屋上に設置されている構造物が吹き飛んで地上に落下し、通行人がケガをした 
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⑤市の施策への理解 
（1）情報の管理体制 
（個人情報保護に対する考え方、取り組み、体制について示してください。） 

 
個人情報保護ガイドラインに沿った基本方針に基づき 

適正な運用に徹しています 

１ 徹底した個人情報保護への考え方・取組み 

市営住宅管理業務では、入居する皆様の家族構成や収入状況など、重要な個人情報を大
量に取扱うこととなります。当社は、個人情報並びに特定個人情報の重要性と社会的責任
を果たしていくことを最重要課題として認識し、関係法令並びに社会秩序を尊重するとと
もに、独自の個人情報保護の基本方針と特定個人情報の安全管理に関する基本方針を定め
るとともに、関連する諸規程を整備し、適正な運用に徹しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸規程の整備 

関連法令を遵守 

管理・保護するた  

の万全な体制整  

 

 

重要性を周知徹底 

する教育研修 

 

開示請求等への 

適切な対応 

 

個人情報保護の基本方針 

特定個人情報の安全管理に関する基本方針 
 

 

徹底した安全 

管理措置を構築 
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２ 万全な個人情報保護への考え方・取組み 

(1) 安全管理措置の徹底 
入居者等の個人データの漏えい、紛失、破壊及び不正アクセスなどを防止し、安全

に個人情報等を取扱うため、安全管理措置に関する規程やマニュアルを整備するなど、
適切な運営管理のもと安全に業務を遂行しています。 

(2) 個人情報保護への組織・体制 
個人情報の保護・管理を適切に推進していくうえで、組織全体の体制構築はもと 

より、個人情報を取扱う部署毎に管理の体制を整備・強化するほか、個人情報保護に
関する職員研修の定期開催や当社業務に携わる外部発注者への周知徹底など、個人情
報保護の促進を継続的に取組んでいます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【情報の更新】 
① データ更新責任者の明確化 

② タブレット端末機を活用した情報漏洩の防止 

③ 使用済み書類の迅速な廃棄 

【情報収集・データの利用】 
① 業務遂行上の個人情報に限定 

② 個人情報の利用目的を特定した適切な取扱い 

③ 個人情報アクセスへの制限 

④ システム取扱い職員の限定化 

【チェック・セキュリティ】 
① パスワードの設定 

② 情報保有状況及び情報所在等の明確化 

③ コンピュータ等セキュリティ対策の逐次チェック 

④ 情報漏洩発生時の迅速・的確な対応 
 

 

当社の個人情報・特定個人情報保護体制 

監 査 責 任 者  会      長 

業務の円滑な推進、所属職員への指導 

・ 監査実施 

・ 改善提案 
・ 個人情報保護基本方針及び特定個人情報の

安全管理に関する基本方針の策定 

・ 組織体制の整備、運用の指示 

・ 監査実施及び改善の指示 

情報システム責任者 

取 扱 担 当 者  

・ 利用目的を特定した適正な取扱い 

・ アクセス権限の制限 
・ 法令及び諸規程に基づき遂行 

相談窓口責任者 

統 括 責 任 者  

 諸規程の整備、運用、運用状況の管理 
教 育 責 任 者  

保 護 責 任 者  

当社は、藤沢市営住宅指定管理者としての期間（平成 26年から現在まで）
や現在受託するすべての住宅管理業務（直近５年間）において、個人情報保
護に抵触する事故等はございません。 
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(3) 個人情報保護に関する教育・研修 

個人情報に関する意識と取扱の水準を高める施策として、全職員を対象に個人情
報の保護に関する全体研修を毎年実施しています。 

研修は、外部からの専門講師による実務的な講義はもちろんのこと、ヒヤリハット
の実例やワークショップによる実演など、毎年アップデートされた講義により、管理
業務へのフィードバックに繋げます。 

 

 

 
(4) 開示請求等への適切な対応 

当社が保有する個人情報及び特定個人情報について、
本人からの開示・訂正及び利用停止等の請求があったと
きは、所定の窓口で受付する仕組みを構築しています。 

開示・訂正及び利用停止の対応に当っては、内部機関で
ある「個人情報保護審査会」で慎重かつ統一的に運用し対
応します。 

 

３ 当社の情報セキュリティ対策 

当社では、入居する皆様の情報はもとより、保有する情報資産を適正に管理することを
重要な経営課題として認識し、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持していくため
に、情報セキュリティに係る基本方針を定めるとともに管理体制を確立し、万全を期して
います。 

 

 

 

 

 
 

(1) 防犯セキュリティ対策 
管理事務所である湘南サービスセンター事務所には、防犯対策の

一環として警備システムを導入し、外部からの侵入等により異常を
検知した際には、警備会社は所属長あてに通報するとともに現地事
務所に急行するよう厳格な防犯対策を講じています。 

 

当社では、国内外で発生する個人情報に関する事故等の情報やニュースを
入手した際には、全部署へ随時発信により注意喚起するとともに、社内にお
ける点検実例（ケーススタディ）として活用しています。 

 

 

≪情報セキュリティに関連する規程等の整備状況≫ 

◇ 情報セキュリティポリシー 
◇ 情報セキュリティ委員会運営要綱 
◇ 情報セキュリティ監査要領 
◇ 情報セキュリティ点検実施要領 
◇ 情報資産のセキュリティ対策基準 

 

社内規程 

 
（一社） 

かながわ 

土地建物保全協会 
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(2) 情報資産の漏洩対策   

情報漏洩のリスクを可能な限り軽減する対策として、情報資産管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」を導入し、より安全性の高い情報漏洩対策を進めるとともに､
適切な安全管理措置が図れるよう万全な体制を整えております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 日常における情報セキュリティ対策 
ウイルス感染や不正アクセスによる情報流出の被害が発

生することのないよう、日常的に次の情報セキュリティ対策
を講じています。 

 
 
 
 
 
 
４ 業務内容に応じた個人情報保護への考え方・取組み 

当社の高齢者等ライフサポート事業（102頁に記載）では、入居者への訪問活動を展開
するうえで個人情報の取扱いが不可欠となることから、情報漏洩等の防止対策としてタブ
レット端末機を利用した当社独自のシステムを開発･運用しています。 

 

【情報資産の管理体制】 

① 資産管理 

パソコン、プリンターなどのネットワーク 
機器情報を自動収集し、資産運用を最適化 

② ログ管理 

日々のＰＣ操作をログ管理し、障害発生時の 
早期対応 

③ デバイス管理 

    ＵＳＢメモリなどの記憶媒体の利用を原則禁 
止し、必要に応じた使用制限を設定 

④ セキュリティ管理 

当社のセキュリティポリシーに沿って不適 
切な操作を制限 

 

～情報資産管理ソフトウェアを導入～ 

ＩＴ機器の一元管理により 

情報漏洩対策を徹底強化 

ﾊﾟｿｺﾝ 

 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ機器 

 

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

 
 
 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末機 

 

専用サーバ 

 

○ 業務用パソコン及び周辺機器の持出禁止（セキュリティワイヤーにより物理的に制限） 
○ 定期的なバックアップの実施（自動更新機能により毎日実行） 
○ 定期的なパスワード変更の徹底（四半期毎に一斉変更） 

タブレット端末機を利用したシステム
～情報の漏洩・き損・滅失の防止～

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末機

・ 個人情報を紙ベースで持ち歩くことなく現地で情報確認

・ 現地で収集した情報は、タブレット端末機に入力・送信

・ 送信後、タブレット端末機内の個人情報データは自動的に消去

・ 事業活動の安全・安心で円滑な執行

徹底した安全管理の

もと入居者をサポート
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（2）情報公開のための措置 
（情報公開に対する考え方、取り組み、体制、措置について示してください。） 

 
諸規程の整備と適正な運用により情報公開に取組んでいます 

 
１ 情報公開に関する取組み 

(1) 諸規程の整備と運用 
当社は、藤沢市民の皆様から、当社が取扱う情報について開示請求があった場合に

備え、情報公開の諸規程を整備しています。 
また、情報公開に当たっては、当社の「情報公開審査会」で、文書等の公開の申出、

開示請求等について、諾否、開示又は不開示等を決定し、個人に関する情報に最大限
配慮し、慎重かつ統一的に運用します。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 当社情報の提供 
情報提供をより推進するため、定款、事業計画書、事業報告書、貸借対照表等につ

いては、ホームページに掲載のほか、当社本部にも備え、一般の閲覧に供しています。 
 
２ 情報開示請求への対応方針 

藤沢市営住宅の指定管理者として取扱う個人情報を含めた各種の情報は、藤沢市情報
公開条例・個人情報の保護に関する条例等を遵守して適正に管理します。 

また、情報開示請求があった場合には、藤沢市への報告のうえ、ご指示に基づき適切
に対応します。 

  
  

当社の情報公開制度事務フロー 

情報公開申出者 

申込 
決定通知・公開 
（全面公開） 
（一部公開） 
（公開拒否等） 

保全協会 
（総務部） 

 

 

文書の特定 

当社内部資料請求の場合 

  

 開示･不開示の決定 

諾否の検討・決定 

情報公開審査会 

藤沢市ご当局に関する 

情報が含まれている場合 

 
藤沢市計画建築部

住宅政策課 

  

照会・協議 

回答 
公開結果報告 

自己情報の開示申出者 

申込 

個人情報保護審査会 

決定通知・公開 
（全面公開） 
（一部公開） 
（公開拒否等） 

（訂正） 

（利用停止） 

  

 
開示･不開示の決定 

諾否の検討・決定 

 
訂正の検討・決定 

 
利用停止の検討･決定 
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（3）管理運営方針と市の施政方針との整合性 
（管理運営方針（人権尊重の考え方・従事者の雇用環境及び方針等、障がい者・外国人・ジェンダー等
への配慮・環境方針・暴力団排除等を含む）について示してください。） 

 
藤沢市市政運営のテーマとして掲げられる 
「2040年に向けた持続可能なまちづくりへの転換」を踏まえ 

公平・平等で快適な入居者サービスをご提供します 
 

１ 藤沢市の施政方針の実現への貢献 

藤沢市で生れた人、育った人、移り住んだ人々が藤沢市を郷土として心から愛し、誇
りをもって生き生きと暮らすことができる都市づくりを目指されています。 

この「郷土愛あふれる藤沢」を目指す取組みには、｢藤沢らしさを未来につなぐ持続可
能な元気なまち｣など３つのコンセプトが設定されており、当社としては、SDGｓの視点
を踏まえつつ、住宅管理の側面から、その実現に最大限貢献したいと考えています。 

 
２ 当社の管理運営方針 

公営住宅管理のエキスパートである当社は、「お客様の皆様へ安全・安心をご提供」と
「地域経済への貢献」を社会的存在意義・使命とし、入居者に寄り添ったベストパート
ナーでありたいという経営理念のもと、藤沢市のまちづくりに関する施策を十分に認識
したうえで、次の５つの管理運営方針を掲げ、着実に取組みます。 

《 当社の管理運営方針 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人権尊重と入居者との

信頼関係の構築

全ての入居者の人権尊重に努めるとともに、団地自治会や民生委員との

信頼関係を築き､誠心誠意､お客様である入居者の皆様へ“安全・安心”を

ご提供します

地域経済への貢献

維持修繕業務の遂行に当たっては、当協会独自の簡易型総合評価方式

（品質・実績・作業能力等を総合的に評価）により地元専門業者への発注

に徹します

安全・安心でより豊かな

住環境をサポート

藤沢市環境基本計画に掲げられている環境目標を十分に理解し、地域社

会を構成する一員として自らの役割を自覚し、環境に配慮した管理運営を

遂行します

なお、暴力団員の排除につきましては市ご当局との連携のもと徹底して

まいります

高齢者・障がい者・
外国籍県民を
やさしくサポート

高齢化が進展している藤沢市営住宅の特性を踏まえ、高齢者・障がい者

等を対象として、安否確認を主とした見守り業務や居住相談業務などを親

身になって実施するほか、外国籍県民をやさしくサポートします

暮らしの「もしも…」を

的確にサポート

地域に密着した24時間365日の緊急体制で､様ざまなトラブルに対応いた

します 特にライフラインに係わる事故が発生した際には、地元業者への

適切な指示のもと、サービスセンターの担当職員が現場に急行します
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３ 人権尊重の考え方とインクルーシブによる管理運営 

(1) 施政方針との整合性 
「藤沢市市政運営の総合指針 2024」における“３つのまちづくりコンセプト”の１

つに「共生社会の実現をめざす誰一人取り残さないまち(インクルーシブ藤沢)」が掲
げられていますが、当社が管理する公営・公共の共同住宅は、障がいのある方、高齢
の方、外国につながりのある方など、特に多様な市民の方々が共生する場です。 

管理運営方針として当社が掲げる「人権尊重と入居者との信頼関係の構築」は、市
営住宅の管理において、まさに「誰一人取り残さない」取組みの実現に寄与するもの
と考えます。 

(2) 具体的な取組み 
当社の活動事例としては、「高齢者等ライフサポート事業（102 頁に記載）」や「ほ

ぜんライフケアネットワーク（105 頁に記載）」が上げられます。 
当社は、今後も「誰もが住みやすいまちづくり」の推進とインクルーシブの実現に、

市営住宅の管理を通じて取組むことをお約束します。 
 
４ 雇用環境の整備等 

(1) 雇用環境の整備 
育児・障がい・エイジレス（高齢者等を含む）の雇用に関して、就業規則等におい

て整備し、雇用環境を整備しています。 
また、当社の人事や雇用等を担当する本部総務部には、

雇用労働の法的知識と雇用環境を整備する専門知識を有
する雇用環境整備士（民間資格）が３名在籍し、社内の職
場環境づくりに取組んでいます。 

(2) 雇用に関する方針について 
職員採用に当たっては、公共性の高い業務を遂行する一般社団法人の職員として、

高い遵法意識を有し、かつ次に掲げる能力等を有する人材のなかから選考し、採用す
ることとしています。 

 
 
 
 
 
 
(3) 同一労働同一賃金の実現 

雇用においては 、能力や経験などを配慮しつつ、福利厚生、教育研修、能力開発
などにおいて、合理的な待遇としています。 

 

◇ 何事にも誠実に向き合い、節度ある行動ができる倫理観を有していること 
◇ 人への思いやりにあふれた高い人権意識を有していること 
◇ お客様の視点に立ち、誠意を持って公平・公正に職務を遂行できること 
◇ 組織内外を問わずお互いの意見を尊重し、意思の疎通を図り、信頼関係を構

築できること  
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５ 障がい者への配慮 

(1) 入居者及び入居希望者について 
入居者及び入居希望者からの相談や各種手続き等に

おいて、手話通訳が必要な場合に、神奈川県聴覚障が
い者福祉センターへ手話通訳者の派遣を依頼するな
ど、必要な対応体制を構築しています。 

また、障がいのある入居者からのご相談・お問い合わせ等をいただいた場合には、
可能な限り当社職員が直接訪問のうえ、対応することを基本としています。 

(2) 障がい者雇用について 
障がい者雇用は、障がい者の自立と社会参加を企業が促進する重要な活動で

す。当社は 2015 年度から障がい者の採用を開始し、人材確保の観点、また企業
の社会貢献という面においても持続可能な経営活動と位置付け、今後も計画的に
採用する方針です。 

また、業務に関しては合理的な配慮はもとより大切な経営資源として、職員 
の個性や希望に応じた活躍の場を広げるよう育成します。 

今後も、“誰もが社会参加できる共生社会づくり”を目指し、障がいをお持ちの方々 
が活躍できる職場環境づくりに取り組みます。 

■ 障がい者雇用状況（令和３年６月１日現在） 

法定雇用障害者の算定の  
基礎となる労働者数(A) 

うち常用雇用 
障害者数(B) 

実雇用率         
(B)/(A)×100 

不足数 
(A)×法定雇用率－(B) 

１７０.５ ４.５ ２.６４ ０ 

    ※法定雇用率：2.3％ 

６ 外国籍市民への配慮 

(1) 藤沢市の施政方針 
「藤沢市多文化共生のまちづくり指針」では、「共に生きる地域社会づくり」を基

本目標に掲げ、国籍や民族・生活の違いを認め合い、人権を尊重し、交流を深め、外
国籍市民と一般市民が共に生きる地域社会づくりを目指されています。 

この基本目標に基づき、市政においては多文化共生の施策が様々な分野で推進さ
れており、住宅分野における現状と課題として、日本独自の生活ルール等、住環境に
関する情報を多言語で提供する必要があることを掲げられています。 

(2) 具体的な取組み 
当社は、管理運営方針で掲げる外国籍住民をやさしくサポートを実践すべく、外国

籍入居者及び入居希望者に対し、これまでもことばの支援（共同生活上必要な通訳の
派遣）や情報提供（住まい方相談会の開催）等を実施します。 
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７ 女性職員の活躍を促進 

平成２８年４月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推法）」
が施行されていますが、当社は、従来から管理職への登用やリーダーとしての育成など、
女性の活躍促進に取組んでおり、在職する女性正規職員のうち、２９％が管理職として
勤務しています。 
今後も、女性職員の活躍をさらに促進するため、職業生活

と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備や女性
職員の採用、昇進等の機会への公平かつ積極的な提供に引き
続き努めます。 
 

８ 環境方針 

「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」では、市、市民、事業者及び所有者等の
責務を明らかにするとともに、地域の環境美化の促進、空き缶の投棄、路上喫煙等の防
止に関し必要な事項を定め、快適な生活環境を確保することを目的とされています。 

当社では、当該条例の趣旨を踏まえ、地域社会を構成する一員として自らの役割を自
覚し、経営上の最重要課題の一つとして可能な限り環境に配慮した管理運営業務に徹し
ておりますが、今後におきましても、入居者の皆様や関係機関から一層の信頼をいただ
けるよう、あらゆる場面で環境に配慮した事業活動に取組みます。 

(1) ISO14001を認証取得 
当社は、環境マネジメントシステムの国際規格である

ISO14001 を認証取得しており､公共的住宅・施設並びに民間
住宅等の維持管理活動を通じて常に環境負荷の低減を念頭に
おいた事業遂行に徹し、｢環境に配慮した事業活動｣を理念とし
て最良の住環境をご提供していくため、全職員が一丸となって
取組み、環境にやさしい地域社会づくりに努めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

【基本理念】 
公共的住宅・施設並びに民間住宅等の維持管理活動を通じて、常に環境負荷の低減を念頭においた事業遂行

に徹し、「環境に配慮した事業活動」を理念として最良の住環境を提供していくことが地球環境の保全活動に

つながっていくものと信じ、全職員が一丸となって取組み、環境にやさしい地域社会づくりに貢献する 

【行動指針】 
 社会を取り巻く環境は一段と厳しく、これからもいくつもの難関を自ら切り拓いていかなければならない

が、これまでに培った知識と経験、さらには新しい知恵を集結し、お客様との信頼関係を強固なものとして「安

全・安心」を提供し、健康で文化的な生活を将来に亘って確保すべく、自主的・積極的に取組み、良好な環境

づくりへの想いを馳せて、継続的な改善及び汚染の予防に努める決意である 
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(2) 年間を通じた節電対策への取組み 
当社では、環境への負荷を継続的に低減する取組みを推進するため、当社独自の

「年間を通じた節電対策の取組方針」を定め、職員一人ひとりがエネルギー縮減へ
の意識を高めて節電対策に取組んでおります。 

 
 
 
 
 
 

(3) グリーン購入の推進 
業務運営で生じる環境負荷を低減し、環境物品等への需要の転

換を推進するため、「グリーン商品の購入促進手順書」を策定し、
グリーン購入を推進するとともに、事務用品等の使用量の縮減に
取組んでいます。 

(4) 環境に配慮したエコカーの導入 
当社の社用車は、環境負荷の低いハイブリット車などエコ

カーを導入し、運行に当たってはアイドリングストップなど
エコドライブを実践し、地球温暖化や大気汚染の原因である
ＣＯ２やＮＯＸ等の排出を抑え、環境への負担を低減させて
おります。また、電気自動車の導入など、さらなる環境負荷
の低減を図ります。 

(5) 修繕業務にともなう環境負荷低減への取組み 
各種工事の発注事務は、当社ホームページを使用することで

用紙類の縮減や人的要員の移動を軽減し、完成図書類は電子デ
ータ化を図ることで環境負荷を低減するなど、工事施工業者の
ご協力もいただきながら、環境保全に取組んでいます。 

修繕業務における施工条件には、騒音防止、化学物質の発生抑制、環境に配慮した
商品及び資材の購入促進等を明記し、設計時においてもリサイクル品の使用や塗料・
防水材料等の化学製品について環境配慮型の材料の使用を義務付けています。 

施工時には、使用材料の安全データシートの提出を求めたうえで材料の安全を確認
し、工事対象住宅の入居者や近隣にお住まいの方々も含め、健康被害や環境影響への
配慮に取組んでいます。 

また、コンクリート平板等の既存材料の再利用が可能なものは可能なかぎり使用
し、廃棄材料を最大限抑止するとともに、発生した場合には、分別のうえ適切に処分
しています。 

 

 

《  節  電  対  策  》  

◆  節電監視員を配置し、節電対策を徹底 
◆ エアコン、照明、事務機器の節電を重点項目に掲げ実施 
◆ 自然光を最大限活用し、可能な限り消灯の徹底 
◆ ５月から１０月までの６ヶ月間、クールビズを実施 etc 
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９ 反社会的勢力排除の取組み 

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本方針 
当社は、公営・公共住宅の管理を受託する公益性の高い法人として、社会的責任や 

公共的使命を自覚し、健全な事業運営を行い社会からの信用、信頼を確固たるものに
するため、反社会的勢力の排除に関し､｢藤沢市暴力団排除条例」や「市営住宅におけ
る暴力団の排除について」の趣旨を十分に理解したうえで、独自に運用する職員行動
規範やコンプライアンスマニュアルにその取組みを定めるなど、毅然とした態度で
臨みます。 

 
 
 
 

(2) 不当要求に関する対応 
当社が独自に策定した「不当要求防止対策マニュアル」(平成 28 年 4 月 1 日策定） 

に則り行動しつつ、不当要求の対応窓口を総務部総務課に置き、総務課長を不当要求 
防止責任者（以下「責任者」という。）として選任しています。 

また、責任者は、不当要求防止責任者講習を受講するとともに、各所属長を対象と
して基本方針や対応を周知徹底するほか、不当要求防止対策マニュアルに基づき、定
期的に職員研修を実施するなど、不正要求に関する取組みを一層強化しています。     

今後とも、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを継続的かつ積極的に推進
していく所存です。 
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（4）SDGｓ（持続可能な開発目標）への取り組み 
（SDGｓ（持続可能な開発目標）への取り組みについて示してください。） 

かながわＳＤＧｓパートナーとしての 
公営住宅の管理における 

“７つのアクションプラン” 
 

当社は、平成３１年４月から SDGs への取組みに着手し、SDGs の歴史やその取組み
について、社内用マニュアルにより周知・教育し、令和元年５月に「ほぜん SDGs」を
公表して以来、SDGs の達成に向けたさまざまな取組みを行っています。 
 
１ SDGｓの取組み 

(1) 「かながわ SDGsパートナー」への登録 
神奈川県では、県内企業等における SDGs の取組みの裾野を広げることを目的と

して、SDGs を活用して事業を展開している企業等を「かながわ SDGsパートナー」
として登録しています。 

当社の取組みである「ほぜん SDGｓ」についても、その活動が評価され、同年 10
月 3 日、同パートナーに登録されました。（令和３年 10 月以降、更新手続き中） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 今後の取組み 
当社は「住民満足度日本一のベストパートナー」を目指し、組織の運営及び事業の

活動により、誰もが安心して暮らせる環境づくりに取り組むとともに、環境マネジメ
ント活動や人材の育成に努めることで、すべての人がいきがいを持ち、社会が元気に
なるよう、SDGs を積極的に推進します。 
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２ “ほぜん SDGｓ”による７つのアクションプラン 

藤沢市営住宅の管理においては、誰もが安心して暮らせる地域・環境づくりに取組む
とともに、すべての人がいきがいを持ち、社会が元気になるよう、地域社会・地域経済・
あらゆる環境に関して、次のＳＤＧｓの視点による７つの行動をお約束します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 貧困をなくそう
⇒ 住宅困窮者や生活上のお困りの方に、親身のサポート

（家賃減免の適切なご案内、民生委員との連携によるフォローなど）

３ すべての人に健康と福祉を
⇒ すべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進します

（ライフサポート事業、ほぜんライフケアネットワークの推進など）

５ ジェンダー平等を実現しよう
⇒ 公平・平等な管理サービスの継続により、ジェンダーの平等

（子どものいえ１１０番の活動、女性の活躍推進など）

７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに
⇒ 持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

（市営住宅におけるライフラインの適正な維持管理など）

9 産業と技術革新の基礎をつくろう
⇒ 市営住宅の長寿命化を図ります

（計画的な修繕プランや新たな手法の提案など）

11 住み続けられるまちづくりを
⇒ ２４時間３６５日、安全・安心のくらしをお届けする

（災害への備え・サポート、緊急連絡センターの独自運営など）

17 パートナーシップで目標を達成しよう
⇒ 市民・自治体・他企業・ＮＰＯ法人等との協力・共生・連携

（認知症サポーター養成講座・アクションプラン２１の紹介など）
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⑥市営住宅における管理基準 
（1）トラブルや苦情処理 
（トラブルや苦情処理への対応について示してください。） 

 
様々なトラブルに対し真摯に対応し 

組織をあげて 公平・公正なサービスを提供 します 

入居する皆様はもとより、近隣にお住まいの方から寄せられる相談・苦情等は、相談
者の立場にたって考え、人権に十分配慮しつつ、早期解決に向けて平等かつ公平に対応
します。 

 

１ 対処の基本方針 

(1) 基本方針 
当社の基本理念である「住民満足度日本一のベストパートナーでありたい」の実現

のため、入居者等からの様々なご相談に一つひとつ真摯に対応し、すべての利用者に
対して公平・公正なサービスを提供します。 

(2) 要望等に対する考え方 
入居者等からの様々なご相談は、業務を見直し、改善していくためにも大変貴重な

ものであり、また、誠心誠意対応していくことが、より良い信頼関係の構築に繋がる
ものと認識しています。 

(3) 組織的な対応 
住まいのルールに関する相談やトラブルが寄せられた場合には、担当者が一人で

対応することなく、直属の上司や責任者に相談し、組織的な対応に徹することを基本
とします。 

(4) トラブルへの対応 
トラブルの解決に向けては、中立的かつ客観的な立場で当事者双方からの話を傾

聴し、その原因などを調査のうえ入居者双方に具体的に分りやすく説明し、ご理解が
得られるまで何度も訪問するなど、粘り強く、懇切丁寧に対応します。 

 
《トラブル対応の心得》 
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(5) 情報の共有（相談・苦情受付台帳） 

入居者・応募者から寄せられた相談や苦情は、貴重な情報であり、
組織で共有し、業務に反映することが重要です。そのため、「相談・
苦情受付台帳」に記載登録して情報を共有化し、処理の迅速化を図
ることはもちろんのこと、再発防止や業務の改善に活かします。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２ 相談・苦情等への対応 

入居者等からの要望、苦情、相談等に係る相談は、湘南サービスセンターの職員が、
直ちにその内容や事実関係を確認し、内容を正確に把握したうえで、関係する皆さんに
解決に向けた助言や処理方針の説明を行うなど、早期解決に向けて迅速に対応します。 

また、注意事項など他の入居者等にも周知が必要な事項については、自治会と相談の
うえ回覧板・掲示板等で周知をします。 

なお、苦情等の発生時から、受付日、対応内容、経過等を記録した報告書を作成し、社
内イントラネットを活用した情報の共有化を図ることで、切れ目のない対応をします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速な対応

指導・指示

藤沢市 計画建築部
住宅政策課

本部

報告・相談 指導・指示

情報提供・連携

苦 情

相 談

要 望

１ 要望・苦情等受付

① 要望・苦情等の内容把握

② 助言・処理方針の説明

２ 調査・指導 藤沢市及び本部報告

① 現状調査（事実関係の確認）

② 指導・報告書作成

③ 解決が困難な場合、藤沢市及び

本部に相談・報告

報告・相談

対応検討・指示
① サービスセンターからの相談･報告書受理

② 必要に応じて調査･指導

③ 対応検討･指示

《 入居者・応募者等からの要望・苦情等への対応体制 》 
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３ 解決に至らなかった場合の対処方針 

(1) 基本的な方針 
法律や市営住宅のルール、当社の企業倫理に則る一方で、相手のお気持ちに寄り

添いながら、柔軟で人間的な対応を基本として、粘り強くご理解を得る努力をしま
す。しかしながら、どうしても解決に至らなかった場合には、当社としての対応方
針を立案し、藤沢市と協議しながら、解決に向けて取組みます。 

(2) 顧問弁護士の活用 
解決が難しい事案については、当社の顧問弁護士に相談し、助言を求めることに

より、早期対応・早期解決の実現に向けて取組んでいきます。 

(3) 専門機関への相談 
近隣トラブル・DV 被害・児童虐待等の解決が難しく、当

社で解決に至らない案件は、できる限り初期の段階で相談・
苦情の内容に応じて専門機関（福祉事務所・保健所・警察
等）と連携し、早期の解決に向けて積極的に取組みます。 

 
４ 禁止事項のペット飼育者への指導 

(1) 注意喚起 
団地自治会と連携して注意喚起のポスター掲示及びチラシ

の配布などにより、動物飼育禁止の徹底遵守を促します。 

(2) 事前の予防策 
入居を予定している皆様には入居説明会時において動物飼

育厳禁を周知するなど取組みます。 

(3) 原因者への対応 
  ア 飼育実態の確認 
    入居者から苦情や相談を受けた時は、一次対応として湘南サービスセンターの

職員が必ず当該飼育住宅を現地訪問のうえ、飼育状況・生活状況・住宅内や階段
室の損傷等について調査します。 

  イ 飼育禁止の指導 
    市営住宅で禁止されている動物を飼育している飼育者に対しては、動物飼育

禁止の趣旨と根拠を説明のうえ、適正な措置を求めていくとともに、親類や友人
知人への引き取りを依頼するよう説得します。 

ウ 繰り返し指導 
    湘南サービスセンターの職員は複数回訪問又は電話等で是正状況を確認し、

一定期間経過後も指導に応じない時は、是正期限を期した指導文章を原則手交
し、指導を継続します。 
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エ 指導に応じない際の対応 
    ペットによる損害が共同生活を営むうえで許容すべき程度を逸脱していること

が認められる場合は、原因者にペットを手放す旨の誓約書を提出させる等、対応
方法を藤沢市と協議します。 

 
５ 騒音トラブル対応 

(1) 生活騒音 
   集合住宅では、入居者の世帯人数や構成等により生活様式が相違するとともに、

活動時間帯が異なる場合があり、生活音や会話、あるいは振動などにともなう問題
が発生することも少なくありません。 

こうした事象により発生したトラブルの解消に向けて、
中立的かつ客観的な立場で当事者双方からの話を傾聴し、
住宅における生活音・振動の伝わり方や発生原因などの特
性を入居者に具体的に分りやすく説明のうえ、お互いの生
活スタイルを尊重しつつ、当事者双方が相手を思いやり、
ご理解が得られるよう懇切丁寧に対応します。 

(2) 予防的な対策 
予防的な対策として、入居説明会や自治会会合に当社職員が出席した際などに、団

地生活の心得や生活騒音を減らすための簡単な方法などを周知するなど、継続的な
相互理解に努めます。 

(3) 現地調査・指導 

ア 注意喚起 
入居者からの騒音相談は、一次対応では団地自治会と連携して注意喚起のポス

ター掲示及びチラシの配布などにより騒音防止の注意喚起を行います。 

イ 聞き取り調査 
注意喚起後も騒音が収まらない場合は、直接、騒音の発生元を湘南サービスセ

ンター職員が、騒音の程度、生活状況、室内設備、防音対策等の聞き取り調査を
実施し、円満な解決に向けて取り組みます。 

  ウ 関係機関との連携 
    一次対応で騒音トラブルの解決が困難な事案については、統合失調症や認知症

などの精神疾患による幻聴等も考え、報告書に意見を付して藤沢市に報告し、藤
沢市と協議のうえ、親族、団地自治会、民生委員、地域包括支援センターや社会
福祉協議会と連携し、意見・指導を受けながら、解決に向けて取り組みます。 
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６ 困難事例への対応 

(1) 基本方針 
当社では禁止事項に関する相談・要望や苦情が寄せられた場合には、速やかに現

地確認を行い、近隣入居者等から聴き取り調査を行いながら事実関係を確認し、原
因者に対し、複数回、訪問しながら解決のための指導や助言に努めます。 

また、解決が難しい事案についても、内容に応じて団地自治会・民生委員、福祉
事務所、地域包括支援センター、さらには警察等と連携して対応します。 

(2) 組織的な対応 
禁止事項に関する入居者等と直接対応する事案には、担当者が１人で対応するこ

となく、直属の上司や責任者に相談し、原則２名の職員による組織的な対応に徹する
ことを基本とします。 

  ア 一次対応 
    入居者からの要望、苦情等に係る相談は、湘南サービスセンターの職員が入居

者からの相談に速やかに対応します。 
    湘南サービスセンターの職員は、速やかに現地確認を行いその内容や事実関係

を確認し、内容を正確に把握したうえで、関係する皆様に解決に向けた助言や処
理方針の説明を行うなど、早期解決に向けて迅速に対応します。 

    また、禁止事項の要望・相談や苦情等の発生時から、受付日、受付者、対応内
容、経過等を記録した報告書を作成し、社内イントラネットを活用した情報の共
有化をすることで、切れ目のない対応をします。 

  イ 二次対応 
    一次対応で解決が困難な事案については、二次対応として、本部と連携し解決

に向けて迅速かつ的確に実施します。 
一次対応の状況確認・検証のもと、相手方の感情の浄化を図るとともに、問題

の本質を分析して解決していきます。 
なお、二次対応でも解決が困難な事案については、藤沢市に報告し、解決への

意見・指導を受けながら、継続して解決に向けて取組みます。 

(3) 自治会との連携による発見・解決 
調査・巡回点検時や打ち合わせなどの機会を利用し、自治会役員に伺い、自治会が

抱える問題や相談・要望を早期発見・早期解決に向けてお受けします。 
また、入居者からの相談・要望や苦情への対応についても、自治会と連携しながら

対処するなど、日頃からコミュニケーションを図り、トラブルの予防と安全･安心な
居住環境づくりに反映します。 

なお、必要に応じて自治会と相談のうえ回覧板・掲示板等で周知し、苦情・トラブ
ルの未然防止に努めます。 
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(4) 苦情の申立者への対応 

入居者等からの様々なご相談や苦情は、内容を精査し申立者への対応にあたって
は、申立者や申立の対象となった方の個人情報等を取扱います。 

苦情等の内容によっては情報を共有する方の範囲を限定するなど、申立に関する
秘密保持や個人情報保護を徹底しながら、解決に向けて取組みます。 

また、申立への対応状況を申立者へ伝えることは、ご本人の不安解消と当社への信
頼を確保するために必要であるため、申立者へは適宜報告するよう努めます。 

(5) 様々な事例の社内共有 
本部が主催する会議に、藤沢市営住宅、横須賀市営住宅、県営住宅、県公社住宅、

横浜市営住宅、鎌倉市営住宅等の責任者が参加し、各サービスセンターで発生した
苦情・トラブル等の事例を共有し、対応方法を検討・検証しています。 

情報を共有することで、それぞれの管理業務における対応事例を参考にするとと
もに、将来的にトラブルとなりかねない事象の早期の把握に寄与するなど、あらゆ
る場面に迅速に対応することが可能となるよう取組んでいます。 

＜苦情等対応フロー＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

苦情・相談の解決事例 
市営住宅にお住まいになる A さん（女性）から、近隣の男性が昼夜を問わず騒音をたてて困って

いるとの相談を受ける。調査するとその男性も近隣から嫌がらせを受けているので、仕返しをして
いるとのこと。そこで定期的に男性を訪問し信頼を得られたところで、ケースワーカーと協力しな
がら対応したところ、男性も落ち着き近隣に迷惑をかけることがなくなった。 

 

通報・相談
の受理

通報・相談への
第１次対応

通報・相談への
傾聴・理解

現地調査
第２次対応

指 導

●通報者が特定できる場合のみ受理

● 中傷・デマに注意すること

● 自力解決に向け指導・助言

● 相手の話をよく聞くことで納得することも

● 住宅管理共有システムを確認

● 自治会等から情報収集

● 一方の話を鵜呑みにしない

● 双方の話を丁寧に聞くことで納得することも

迅速に対応！

早期に解決！
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（2）従事者個人の資質に対するクレーム対応 
（事業所内の従事者個人の資質に対するクレーム対応策等応について示してください。） 

 
 職員の資質に関するクレーム対応等 

(1) 職員及び管理監督者への指導方針 
日頃から職員に対しては、業務の公共性・公益性を十分に認識するとともに、当社

の諸規程を遵守し、職務上の指揮命令に従って誠実に職務を遂行することや入居者
や関係者への真摯な対応を心がけるよう徹底しています。 
管理監督者に対しては、これらの事項に加えて職員の来客対応や言動などの勤務

態度に細心の注意を払うとともに信頼関係の確立に努めることを徹底しています。 

(2) 職員個人の資質に対するクレーム対策 
職員個人の資質に関するクレームが寄せられた場合には、個人の問題とせず、管理

事務所や当社の体制等へのクレームと捉え、担当者１人で対応することなく、直属の
上司や所長にも相談するほか、内容によっては、本部の所管部長等を含めた総合的で
適切な対応に徹します。なお、万が一、職員が法令や職場の規律に違反した場合は、
所属長からの報告に基づき、本部の役員・部長職を構成員とする人事考査委員会にお
いて協議し、就業規則等の規定に基づき厳正に対処します。 

(3) 資質向上のための教育研修の実施等 
職員一人ひとりには、入居者や関係者の声は、住宅管理の質・スキル向上のアドバ

イスであり、信頼を構築する絶好の機会であることを常々周知しています。同時に、
日常から真摯かつ丁寧に接遇することが、職員のスキルアップにつながり、来客者や
各種の相談・クレームの対応において絶大な効果を発揮すると捉えています。こうし
たことからも当社では、定期的に、接遇、特にクレームに関する研修を実施し、優し
く公平・公正な業務運営に必要である職員の資質向上に取組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 顧客との信頼関係をつくる
迷惑をかけてしまったことを素直に、丁寧にお詫びする

２ 状況を把握する

３ 問題を解決する

４ クレームへの感謝とフォロー

５ クレームをチャンスとして活かす

話を十分に聞いて事実を確認し、お客様の要望を把握する

対応策を考え、お客様が納得する説明をしたうえで、迅速に行動する

クレームを寄せていただいたことに感謝し、アフターフォローを忘れない

クレームで得た情報を協会全体で共有し、類似クレームの再発防止と改善に活かす

クレーム対応の基本
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（3）訪問による収納（集金）体制及び家賃等滞納未然防止策 
（国からの通知にもありますが、市営住宅使用料等の滞納は公営住宅の管理上、重大な問題であり、本
市でも力を入れている部分です。 
訪問による収納（集金）体制及び家賃等滞納未然防止策について示してください。） 

 
収納率 100％を目標に 

収納指導業務の経験豊かな職員で対応します 
 

当社は、長年に亘り公営住宅の家賃収納業務に携わり、貴重なノウハウを蓄積してま
いりました。今後におきましても、藤沢市営住宅条例等の諸規定に基づき指定管理者の
責務として、収納率の向上に努めてまいります。 

 
 収納体制及び家賃等滞納未然防止策 

(1) 訪問による収納体制 

  ア 経験豊な専門の家賃収納員を配置し、家賃滞納者へは平日・土日を問わず、在
宅時間を考慮した戸別訪問を実施いたします。 

イ 高齢者の方や障がい者の方で、家賃等について支払いに出向くことが困難であ
る入居者に対しては、直接集金に伺う体制を確保します。 

ウ 受領した現金については、現金取扱責任者及び現金取扱者を定め、適正な現金領
収、会計帳簿の整理・記録、藤沢市への納付を、公金取扱事務として厳正に遂行し
ます。 

(2) 家賃等滞納未然防止策 

ア 家賃等の滞納防止策として、口座振替を推奨するとともに、引き落とし日等に 
ついての「家賃に関するお知らせ」を随時、全入居者へ配布します。 

イ 新規の入居者に対して行なう入居説明会や入居手続きの際に、家賃の納入期限
及び納入方法について十分説明を行い、口座振替納付を推進し、滞納が発生しない
よう促します。 

ウ 入居中の居住者に対して、収入申告の提出時や承継承認申請等の手続きの際に
は、家賃収納に関するお知らせの内容を口述もしくは配布し、滞納を未然に防止す
る対策を行います。 

エ 家賃滞納者へは、電話による納入指導とあわせて督促状・催告書の発送を徹底す
るとともに、常習化した滞納者については、ショートメール等により収納期日のお
知らせを事前通知するなど、ヒアリングの蓄積を活かした粘り強い指導のもと、収
納率の向上及び滞納の未然防止に努めます。 
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（4）地元企業との連携・育成 
（地元企業との連携・育成についてその方策を示してください。） 

 
地域経済の活性化に継続的に取組み 

地元企業との連携や育成に貢献します 
 

 地元企業との連携・育成体制 

(1) 地元業者への発注 
市営住宅における維持修繕に関する業務は、外部に発注しています。 
発注に際しては、藤沢市内に本社を置く地元業者を対象に、品質･実績･作業能力等

の独自の総合的な評価制度により公募し、選定します。 
また、共同施設の保守点検業務につきましても、地元業者参加を優先とした見積合

せを実施のうえ､発注します。 
さらに、お客様のご負担で行われる住宅の修繕に関しましても、地元業者を優先し

て紹介させていただくなど、市民の皆様と地元業者との橋渡しや信頼関係の構築に
努めます。 

なお、お客様からは信頼のおける、そして身近な地元業者に工事を頼みたいとの要
望が多くあります。 

このように、当社は地元業者との健全な連携による様々な「地の利」を活かし、過
去から築き上げてきました「地の縁」を大切にすることで、地域に根付く管理会社な
らではの「地域との共生」に努めており、「市内経済の活性化」と「地元業者の育成・
発展」に貢献できるよう取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地元業者

保全協会
安全・安心な設計基準

適正な基準単価

的確な工事監理

藤
沢
市
計
画
建
築
部

住
宅
政
策
課

入
居
者

地域密着型

（迅速対応）地域経済

への貢献



87 
 

 
(2) 日常における維持修繕との連携 

日頃から受付する、あらゆる修繕の依頼にすみやかに対応するため、事前に地元等
の各種専門業者と｢小規模修繕等工事業務委託契約｣を締結します｡ 

特に、雨漏れや漏水などの事象は、入居する皆様の生活に直接影響を及ぼすことか
ら、地元の修繕業者には、迅速かつ的確な修繕方法の確認・指導を行うとともに、入
居する皆様への接遇にも配慮した作業の実施を実現します。 

また、定期的な打合せ・勉強会のほか、起こり得る様々な事象に沿った協議等を適
宜実施しており、地元業者との連携の醸成に継続して努めます。 

＜雨漏れ時の応急措置＞                       ＜上階からの漏水による床養生＞ 

                
 
(3) 地域と連携した危機管理体制を構築 

台風や地震等の自然災害や、様々な事故・事件に対応できる２４時間体制の確保
を、維持修繕業者との間でそれぞれ「災害時等における緊急出動等に関する覚書」
を交わしています。 

特に、東日本大震災のように、広範囲に及ぶ大規模災害には、
当社職員を含め市内の地域に密着した維持修繕業者や保守点検
業者と連携しながら、迅速に各団地の情報収集や可能な限りの安
全措置を講じていきます。地域の災害時への備え、安全・安心し
た維持管理を担う地元業者の確保と、地域経済の活性化も含め、
適正な再委託を図っていきます。 

 
(4) 市内で活動されるＮＰＯ法人への助成促進 

当社の自主事業である「ライフフリー事業助成金」
（107 頁に記載）の助成に関して、これまでも藤沢市
市民自治部市民自治推進課、藤沢市民活動センター、
藤沢市社会福祉協議会等にポスターの掲示やパンフレ
ット配備のご協力をいただいています。今後も継続的
に連携させていただくとともに、当社独自のライフサ
ポート事業と類似する事業を活動される市内のＮＰＯ
法人の支援を促進します。 
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（5）管理事務所の設置場所 
（管理事務所（常設・臨時問わず、受付窓口機能を有するもの）の設置場所は公共交通機関の利用者や
駐車場等の配慮されているか具体的に示してください。） 

 
利用者の利便性を最優先とした管理運営体制を継続します 

 
１ 管理事務所【湘南サービスセンター】 

常設する管理事務所は、湘南台駅西口出口から徒歩５分の場所に位置し、利用者の利便性
を最優先とし、お客様のご相談や申請などの受付窓口として運営します。 

< アクセス方法 > 
(1) 小田急電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄のいずれも「湘南台駅」下車 

 (2) 各改札口を出て「西口Ｃ」出口の階段・エスカレーターを上ります 
 (3) 出口から後ろ側方向へ進み、線路沿いの道を長後方面へ進みます 
 (4) 六つ目の曲がり角を左折すると、建物壁面に看板があります 

（湘南台駅から距離：約４００メートル ／ 所要時間：徒歩５分） 
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２ 臨時管理事務所の設置場所 

年２回の入居者定期募集時期や不定期の随時募集時など、業務の繁忙期には利便性向上の
ため、引続きＪＲ藤沢駅北口から徒歩３分の場所に位置する藤沢商工会館ミナパークに臨時
窓口を設置します。 

なお、駅から当該建物までは、ほぼ直線の平坦な経路となっており、バリアフリー化が図
られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 来所者の駐車スペースの確保 

お車でご来所いただく皆様には、管理事務所前の駐車スペース（２台）がご利用可能です。 
また、事務所近くの利用者駐車場としてさらに２台の駐車スペースを用意しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

藤沢商工会館

ミナパーク

藤沢市藤沢607-1
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（6）管理事務所の所在 
（管理事務所の所在は市内市営住宅の所在を考慮しているか具体的に示してください。） 

 
 利便性を最優先とした管理事務所の設置場所 

当該事務所は、公共交通機関を利用の場合、２４団地からの平均所要時間は３０分以
内の場所であり、管理事務所の設置場所は駅から坂道も少なく、ご利用いただきやすい
環境となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

～ 湘南サービスセンターの利便性 ～ 

○ 湘南台駅から徒歩５分 
○ 公共交通機関を利用の場合、すべての市営住宅施設からの平均所要時間は 
３０分以内のエリア 

○ すべての市営住宅施設等へ自動車による移動で３０分以内のエリア 

【凡例】

藤沢市営住宅

（直接建設住宅・借上住宅）

管理事務所

（新設予定地域）

臨時窓口

（入居者募集時等繁忙期）
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（7）管理事務所の業務時間 
（管理事務所の業務時間について示してください。） 

 
１ 管理事務所の業務時間 

(1) 営業時間 
入居者の皆様がお気軽にご利用いただけるよう平日８時３０分から１７時３０分

までとします。 

(2) 昼休みの時間対応（12時から 13時） 
昼休みの時間帯もこれまでと同様に職員が輪番制により、お客様からのお電話や

ご来訪をお待ちしています。 

(3) 営業時間外 
営業時間内での来訪が困難なお客様には、時間外対応や必要に応じて訪問させてい

ただくなど、臨機に対応します。 
また、住宅明渡しの立会い等などは入居者のご都合により、営業時間外（土・日

及び祝休日を含む。）においても臨機に対応します。 
 
２ 臨時管理事務所の業務時間 

ＪＲ藤沢駅北口に開設する臨時窓口（藤沢商工会館ミナパーク）における業務時間は、
９時３０分から１７時３０分までとします。 

また、申込書受付日については、9 時３０分から１８時３０分とし、お勤め帰りにも
ご利用いただきやすい業務時間となっています。 
 

 

 

 

 

 
 
 
３ 業務時間外の防犯セキュリティ対策 

湘南サービスセンターには、防犯対策の一環として“警備システム”を導入しています。 
外部からの侵入等により異常を検知した際には、警備会社から湘南

サービスセンター所長あてに通報が入り、現地に急行するよう厳格な
防犯対策を講じています。 
 
 

【 臨時窓口開設時間】  9時 30分から 17時 30分  

(1) 毎年７月及び１月の定期募集時 
   ◇ 定期募集にともなう入居相談 

◇       〃    申込書受付日は 18時 30分まで延長 
◇       〃    抽選会、入居手続、入居説明会 

(2) 不定期募集にともなう入居相談、申込書受付 
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（8）受付窓口の利便性等 
（事務所等の受付窓口がプライバシーや障がい者差別解消法等の観点から配慮されているかについて
具体的に示してください。） 

 
１ 受付窓口となる湘南サービスセンター 

(1) 清潔かつ安心の窓口対応 
誰もが安心してご来訪いただけるよう、整理整頓と適時の清掃を心がけ、職員一

同、親切丁寧にご案内します。 
また、高齢者や障がい者のご来訪時には、サービス介助士資格を有する者をはじめ

としたすべての職員がご不便をおかけしないようサポートします。 
 
(2) プライバシーの保護等 

一般窓口のほか、プライバシーの保護が十分図れるよ
う、適切な応接スペースを設けています。 

事務所内は、明るく清潔で、常に職員が笑顔で応対す
るなど、気兼ねなくご訪問いただけるサービスセンター
づくりに努めています。 

 
(3) 事務所にＡＥＤを完備 

窓口に来訪されるお客様等の不測の事態に備え、本部
及び各サービスセンター内に、ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）を配備しています。 

 
 
 
 
 
 
(4) 新型コロナウイルス等の感染症拡大防止対策 

新型コロナウイルス等の感染症拡大防止対策として、アルコール消毒液やマスク
を配備するほか、接客カウンターや打合せテーブルには、ビニールカーテンやアク
リルパネル等を常設しています。 

また、管理事務所は整理・整頓と適時の室内清掃を
実施するほか、定期的な換気を行うなど徹底した感染
防止対策に取組んでいます。 

 
 
 
 

＜不測の事態への備え＞ 
当社の全職員は、１１９番通報から救急隊が到着するまで間に適切な応急処置

が図れるよう、ＡＥＤ使用に関する救命講習を受講しています。 
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２ 高齢者・障がい者等への配慮に関する具体的な取組み 

(1) 窓口での取組み 
受付窓口には、簡易筆談器や携帯助聴器などの福祉用具や高齢者等の来訪に備え

老眼鏡を配備し活用します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) 窓口訪問に困難な方への対応 

申請書の記入方法が分らない方において窓口への訪問が困
難な方については、戸別訪問による説明等を実施します。 

なお、訪問にあたっては、マスク着用などの感染防止対策
を徹底し、お客様が不安とならないよう配慮します。 

 
(3) 点字名刺加工 

当社では、視覚障がいのあるお客様とのコミュニケーションツールとして、点字
名刺を作成しています。作成にあたっては、心や身体に障がいがある方等の労支援
をしている法人に依頼して入れています。 

お客様への安心の提供とともに、障がい者の
雇用創出の支援に微力ながら貢献しています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
簡易筆談器 

 

携帯助聴器 
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（9）コロナ禍における対応 
（新型コロナウィルス感染予防に対して、安全・安心な住民サービスの観点において具体的に示してく
ださい。） 

 
徹底した感染症拡大防止対策に取り組み 

入居者の皆様と職員の安全・安心を確保します 

 

１ 社内の予防対策 

(1) 全社的な対策（令和２年２月１７日から適時） 
ア 神奈川県「LINE コロナお知らせシステム」に登録 

  イ ３密回避、マスク着用、手洗い等の励行 
  ウ 全部署に消毒液、仕切り板等を設置及び来客対応スペースの消毒の徹底 
  エ 会議等の中止・延期 

(2) 全職員への通知（令和２年２月１７日から適時） 
  ア 検温の徹底（就業前、後）、健康セルフチェック 
  イ 感染した場合の処置（相談センターへの連絡、医療機関への受診等） 
  ウ 時差出勤を奨励 
  エ 衛生委員会作成の感染予防マニュアル配信 

(3) 緊急事態宣言発出時 
  ア 在宅勤務によるシフト制を採用 
  イ テレワークによる通常業務を継続 
  ウ 時間外勤務の縮減及び団地等への出張は「直行・直帰」対応 
  エ 不要不急の外出、会食の自粛 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 入居者等への対応 
 感染拡大の対策に関する外部への対応は、次のとおりです。 

(1) 当社の取組みについてホームページ上に掲載・周知 
(2) 自治会等への連絡、団地内に書面を配布・掲示 
(3) 訪問は可能な限り避け、電話にて受付対応 
(4) 書類送付や受付は、郵送により対応 
(5) 工事説明会に代わり詳細な説明書を配布 

テレビ会議を採用・運営 
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３ 関係業者への対応 

 修繕業者へは、次に内容により周知・対応します。 

ア 緊急を要さない作業は延期を提案 
イ 漏水等で入室作業を行う際は、入居者の了解を

得るとともに、マスク着用や手指消毒など、徹底し
た感染予防対策を実施 

ウ 入居者宅へ訪問した際、入室や応答を拒否され
た場合は、サービスセンターへ連絡のうえ、当社職
員の指示に基づき対応 

  エ その他、国土交通省「建設業における感染予防対策ガイドライン」を推奨 
 
４ 感染者が発生した場合の対応 

(1) 職員の感染 
  ア 本人の適切処置、発生原因究明、社内クラスター徹底防止 
  イ 委託者をはじめ、関係各者への報告、保健所等からの指示を厳守 
  ウ 社内対応マニュアルによる対応 
  エ ＢＣＰ（事業継続計画）発令 

(2) 入居者・工事業者の感染 
  ア 工事中の場合は即時工事中断 
  イ 調査、報告、適切処置 
  ウ 工事再開の検討、経過監視 
 
５ 地域に根ざす企業として 

新型コロナ対策では、人の移動、特に都道府県間での移動を無くすことが重要とされ、
緊急事態宣言下では、例え災害があった場合でも、他都道府県からの応援を要請できな
いという、これまで想定していなかった事態が生じました。 

令和２年は、本県にあっては台風の直撃がなく、比較的、自然災害の少ない年でした
が、新型コロナ禍にあっては、“自分の県は自分で守る”ということが、今後も求められる
のではないかと考えます。 
当社は地域に根差す企業として、設立当初から市内業者

との協力、連携体制を構築しており、新型コロナ禍にあっ
ても、災害など有事の際には迅速かつ適切に対応します。 
 
 
 
 

工事現場での打合せは 
ソーシャルディスタンス 
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６ 受付窓口における対策 

(1) 感染対策マニュアルの策定・実践 
神奈川県が推進する「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県

対処方針」を社内グループウエアにより全ての職員に周知すると
ともに、当社独自の感染対策マニュアルにより、感染予防に取組ん
でいます。 

(2) 人流抑止の取組み 
感染防止対策において、人流（人の移動や接触機会）を抑止する取組みとして、入

居者の来訪をお控えいただき、電話や電子メールによるお問い合わせを促しつつ、当
社の訪問も配慮を心がけています。 

(3) 接客・接遇時における取組み 
窓口となる湘南サービスセンターには、消毒液、非接触型の体温計や不織布マスク

を配備するとともに、接客カウンターや打合せテーブルには、アクリルパネルやビニ
ールカーテン等を常時設置しています。 

(4) 適時かつ適切な換気 
事務所内の環境対策としては、扉や窓の開閉による換気は

もちろんのこと、１時間に１回、消毒・清掃を実施する“クイ
ッククリーニングタイム”を励行し、ご利用いただくお客様や
勤務する職員の感染予防に努めています。 

 
７ 事業継続に向けた備え 

(1) ＢＣＰによる対応 
コロナの対応においても当社独自の事業継続計画（ＢＣＰ）の運用が可能です。 
危機事象に直面した場合には、当社の根幹的な経営理念である「誠心誠意、入居

者の安全・安心を提供」していくという社会的な役割を果たすべく、重要事業への
影響を最小限に抑え、仮に中断しても速やかに復旧・再開できる計画です。 
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(2) 事務所の危機管理体制 

藤沢市営住宅の管理運営については、湘南サービスセンターのほか、横浜市中区
に位置する本部で対応しています。 

新型コロナウイルス感染症患者の発生等により事務所閉鎖が必要な場合には、藤
沢市と協議のうえ、臨時の管理事務所を設置し、公営住宅の経験豊富な職員により、
管理運営を万全のバックアップ体制で業務を継続します。 

 
(3) 業務継続への備え 
   上記における事務所閉鎖の際に備え、業務継続については、次の内容による対策

を講じています。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 保管データの整理（共有化） 
イ 管理業務のマニュアルや手引書の作成（更新） 
ウ データや文書のバックアップ（情報共有） 
エ 業務別をテーマに研修会や勉強会の実施 

 オ 業務書類の整備（重要ファイルのランク付け） 
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Ⅲ その他 
提案の整合性 
（1）提案事業の入居者サービス向上策 
（入居者へのサービス向上や高齢者に安全・安心を提供するための事業の取り組みについて示してくだ
さい。） 

 
入居者サービス向上に 

積極的に取組み 活動していきます 
 
超少子高齢化の進行とプライバシー意識が高まるなか、高齢者等の孤立化により、

孤独感や疎外感、認知症の進行によるトラブルや孤独死など、問題発生が少なくあり
ません。 

また、地域の互助活動を担う自治会組織についても高齢化により活動機能が低下し
ているのが現状であり、地域とのつながりを強化し、様々な形で見守り支えていく取
組みが必要です。 

当社は、保健所や福祉事務所、地域包括支援センターなど関係機関と連携を図り、
様々な諸課題に積極的に取組みます。 

 

１ 当社の高齢者等への対応の基本的な考え方 

(1) 福祉関係の資格を有した職員による対応 
   おもてなしの心と介助技術を習得しているサービス介助士や福祉住環境コーディ

ネーター、福祉用具専門相談員などの資格を有した職員が、皆様が抱える不安の解
消に向けて取り組みます。 

   職員が高齢者や障がいをお持ちの
入居者からの生活上のご相談に的確
に対応するため、直接、入居者宅を
訪問し、生活相談などを行うことに
より電話相談では対応しきれない、
孤独感や疎外感の解消を図るととも
に、良好なコミュニケーションを形
成し、安全で安心した生活が送れる
よう活動しています。 

  
(2) 福祉関係機関と連携 

当社は、入居者が生活上の福祉関係に関する諸課題をフォローするため、相談窓口
や支援団体を案内する「ほぜんライフケアネットワーク」を開設（105 頁に記載）し
ており、保健所や福祉事務所等の関係機関と連携を強化しつつ迅速な対応を心がけ
ています。 

 

高齢者・
障がい者へ
のサポート

視覚に障がい
がある方への
サポート

聴覚に障がい
がある方への
サポート



99 
 

 
(3) 団地自治会と連携 

入居者の高齢化などによる担い手不足により、活動が実施困難になっている自治
会があるため、当社では、団地自治会と連携し、様々な管理サービスを提供させてい
ただくことにより、入居者自治会活動を支援してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 高齢者の皆様に安全・安心をご提供（独自提案） 

(1) 鍵の預かり事業 
市営住宅では「孤立死・孤独死」が発生するなど、安否確認の迅速な対応が求め 

られているなか、当社の新たな取組みとして、市営住宅にお住まいのライフサポー
ト事業登録者（７５歳以上の一人暮らしの高齢者）を対象に、希望者には自宅の鍵
１本を有料でお預かさせていただく「鍵の預かり事業」を提案します。 

緊急時に、お預かりした鍵により入室して安否を確認することにより、鍵業者の 
手配時間のロスや窓ガラス等を割ることなく、素早く安否確認を行うことが可能と
なる安否確認を限定にした当社独自の新たな取組みです。 

 
(2) 高齢者等への軽微な作業のお手伝い 

軽微な補修・電球の交換（電球は自己負担）・金   
具類のネジ調整等で入居する方ご自身による作業  
が困難な場合には、生活サポートの居住支援として  
訪問日時を調整のうえ、当社の職員がお伺いさせて 
いただき、作業をお手伝いします。 

 
(3) 自治会と連携したキメ細かな安全点検 

高齢者や障がい者などが居住されている市営住宅では、通路・階段・手摺等の不
具合が事故につながるケースが懸念されます。 

日頃の巡回はもとより、定期巡回時（植栽・樹木等の状況確認を含む。）には、自
治会を訪問し、問題箇所の早期把握を図るとともに、入居者の安全確保を重点項目
とした建物・設備等の点検実施により、予期せぬ事故の未然防止に努め、より良い
住環境のご提供とサービスの向上を目指します。 

 

ア 高齢者見守り支援（高齢者ライフサポート事業） 
イ 認知症サポーター養成講座の開催 
ウ ＮＰＯ法人と連携した自治会活動支援 
エ 高齢者や障がい者を対象とした鍵の預り事業 
オ 高齢者や障がい者を対象とした軽微な作業のお手伝い 
カ 安心・安全パトロールの実施や、消防・避難訓練などをサポート 
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(4) 身近な場所での相談会 

高齢者の皆様が身近な場所で相談できるよう、
団地自治会と協議のうえ、団地集会所等を利用し
て「住まい方相談会」を必要に応じて開催します。
当社は、高齢者の皆様が「ひとりではなく、つな
がっている」ことを実感していただけるよう、心
のサポートによる良質な住環境をご提供してま
いります。 
 

(5) マグネットステッカーの配布 
高齢者や障がいをお持ちの皆様が “安心して 

生活できる環境整備” の取組みとして、夜間・土
日・祝休日における修理・災害等の緊急時など、
暮らしの「もしも････」を的確にサポートさせて
いただけるよう、当社の連絡先を記載したマグネ
ットステッカーを入居する全世帯に配布します。 
 

３ 有資格者によるサポートサービス 

(1) サービス介助士による生活サポート 
障がい者等の行動をサポ－卜する際の“おもてなしの心”と

“介助技術”を学び、お客様に安心していただきながらお手伝
いができる職員を育成することを主眼に、公益財団法人日本
ケアフィット共育機構（東京都千代田区）が主宰する「サービ
ス介助士」の資格取得を奨励しています。 

当社では、サービス介助士を、本部及び湘南サービスセンターに配置するほか、
全職員を対象に介助技術と心構えに関する研修を定期的に実施するなど、入居者一
人ひとりの生活に寄り添う気持ちでサポートしていきます。 

 
(2) 認知症サポーターによる生活サポート 

当社は、厚生労働省認定の「認知症サポーター養成講座」
を全職員が受講し、認知症の方を温かく見守る企業であると
して、本部事務所が所在する横浜市中区役所から「認知症サ
ポーター企業」として認証を受けています。 

認証後も、定期的に同養成講座を開催するとともに、 “ｅ
ラーニング” による教育を継続し、組織全体で認知症に関す
る理解を深め、認知症にり患されても安心して暮らせる住環
境づくりを目指しています。 
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(3) 福祉住環境コーディネーターによる生活サポート 

高齢者や障がい者の皆様が、住宅をより使いやすく生活
しやすい環境を整えるため、福祉住環境コーディネーター
の資格を有する職員が、入居者の視点にたち、快適な生活
が送れるようサポートします。 

 
(4) 福祉用具専門相談員による生活サポート 

入居する皆様の中には、様ざまな病状を抱える方も多く、ソフト・ハードの両面に
よるサポートが必要不可欠です。 

当社に在籍する福祉用具専門相談員は、そうした
方々に対して、関係機関やケアマネージャー等との連
携により、生活上の最適な福祉用具の選定・提案、ある
いは住宅に関するご相談に関して、懇切丁寧に対応し、
皆様が自立した生活が送れるようサポートします。 
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４ 見守り活動への取組み 

(1) 高齢者等ライフサポート事業 
令和３年３月末現在、藤沢市営住宅の入居者は、1,369 人が 65 歳以上の高齢者

ですが、当社では自主事業として、一人暮らしの高齢者等の皆様を対象に、安否確
認など見守り活動や生活相談業務等を実施しています。 

７５歳以上の高齢者を対象に、状況（身内の状況・介護制度等の利用状況・友人
や近所の方等との交流状況など）に応じて訪問基準を定め、良好なコミュニケーシ
ョンを形成しつつ安全で安心した生活が送れるよう活動しています。 

 
ア 事業の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 高齢者等ライフサポート事業

ライフサポーター

◆ 一人暮らし高齢者の「安否確認等」見守り業務

◆ 定期的な訪問による安心サポート活動

◆ 一人暮らし入居者への居住相談業務

◆ 障がい者等生活弱者の方々への居住アドバイス

日常生活での制約

孤立化による疎外感や孤独感

日常生活での不安感

地域コミュニティからの離脱

制約から解き放たれた自分らしい生活

支 援

本 部

サービスセンター

協 力

相 談 ・ 連 絡

地域包括

支援センター

団地自治会

民生委員
行政機関 ＮＰＯ法人

異変の気付き

◆ 顔色が悪く具合が悪そうに見える

◆ 家に閉じこもってほとんど外に出てこない

◆ 話がかみ合わず、同じ話を何回もする

◆ 郵便受けに新聞や郵便物がたまっている

◆ 電気・水道が使われているのに出てこない

◆ 異臭がする

見守り活動

安全

安心
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イ 訪問基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 事業の実施状況 
令和３年３月末現在、藤沢市営住宅１９団地を対象に

４２人の一人暮らし高齢者の皆様を対象に、上記の訪問
基準に基づいて定期的に専任のライフサポーターが訪
問しています。 

  エ 関係機関への橋渡し 
訪問活動の中で、多くの福祉に関連する問題・相談が寄せられますが、状況に

応じて関係機関を紹介、面談の際には当社職員も同席するなど、親身になった対
応に心がけ運営しています。 

(2) ほぜんの“生活サポート便”（独自提案） 
ライフサポート事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環として、訪

問による見守り業務を電話訪問に切替えて活動を継続していますが、令和２年度か
ら新たな高齢者等への支援対策として、往復はがきによる見守り活動“生活サポー
ト便”を開始し、見守り活動に取組んでいます。 

対象者の皆様には、書面によるやりとりによって
安心した生活をサポートするほか、必要に応じて自
治会や関係行政機関につなげていくことにより、相
互連携の一層の強化と地域コミュニケーションの向
上を目指しています。 

 
 

内　容
身内（子供や親族）

の状況
介護制度等の

利用状況
友人や近所の方
との交流状況

月１回以上訪問
●身内がいない
●身内と疎遠

●市町村の福祉サービスを
　全く利用されていない

●ほとんど付き合いがない

年２､３回程度訪問
●身内と交流が少ない
●身内が高齢、病弱

●福祉サービスを週１回程度
　利用されている

●民生委員等の定期的な
　訪問がある

年１回
●身内と週１回以上交流
●身内と良好な関係がある

●福祉サービスを週１回以上
　利用されている
●他の見守活動を受けている

●日常的に知人や近隣の方
　と付き合いがあり、良好
　な関係が保たれている

その他 訪問を拒否された場合は、原則としてその後の訪問は控える

 

＜ 対応事例 ＞  
ライフサポート事業の活動中、手摺の取付けについて相談を受けた際、地域包括支援セ

ンターの連絡先をお知らせして介護認定の取得をお勧めした。 
次の訪問時に伺うと介護認定を受けられ、介護保険で手摺の設置が出来た、また、デイ

サービスにも行かれるようになったと喜ばれていた。 

 

ほぜんの

"生活サポート便"
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（2）提案事業の費用対効果 
（提案事業が、なるべく少ない費用で大きな効果が得られるための方策について具体的に示してくださ
い。） 

 
人的・物的資源を有効に活用し 

効率的・効果的な業務マネジメントを確立しています 
 

 修繕費のコスト縮減 

(1) 当社職員が自ら作業を実施 
社用車には、応急対応が可能な資機材を常備し、自治会

や入居者からの修繕依頼で、漏水の応急処置や建具の建付
け、設備の緩み直し等の比較的軽微な作業は、再委託業者
へ発注することなく当社職員が自ら補修し、修繕費用の縮
減に努めます。 

 
 
 
 
 
 
(2) 定期的な巡回による予防保全 

建築・設備の技術者が定期的に巡回を実施することにより、早期発見・早期対応に
心がけた予防保全という視点で、間接的な経費の縮減に取組みます。 

 
(3) 徹底したコスト意識 

ア 低廉化に向けて 
不具合箇所等の状況を十分に調査・把握し、入居者と藤沢市との修繕負担区分

に基づき過大な支出が生じないよう、原状回復を原則とした修繕を施工業者へ指
示することにより、低廉化の実現に努めます。 

イ 経費の縮減 
現況調査等で緊急修繕を要しないと判断した場合でも、他住戸で同様の修繕が

見込まれるものは、取り纏めて計画的に実施し、工事経費を縮減します。 

ウ 的確な修繕の実施 
明け渡し後の空き家修繕は、住戸内の劣化等の状況と、次回の入居募集時期を

見据え、藤沢市と調整の上、カビの発生を起こさない最も的確なタイミングで無
駄のない修繕を実施します。 

 
 

＜ 令和２年度の対応実績 ： １３件 ＞ 
藤沢市営住宅の対応事例としては、玄関扉の枠腐食による開閉不良が多く、腐食

部分や丁番を加工する作業を職員自ら施工するなど、公費節減に努めています。 
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（3）提案事業の地域や入居者と連携した良好なコミュニティ形成 
（提案事業について、良好なコミュニティ形成のためにどのように地域や入居者と連携するか具体的に
示してください。） 

 
１ 団地自治会や関係機関との連携等 

(1) 団地自治会との連携 
調査・巡回点検時や打ち合わせなどの機会を利用し、自治会役員にお会いし、自治

会が抱える問題や相談・要望をお受けします。 
また、入居者からの要望・相談・苦情への対応についても、自治会と相談しながら

対処するなど、日頃からコミュニケーションを図り、トラブルの予防と安全･安心な
居住環境づくりに反映します。 

(2) 関係機関との連携 
苦情等の内容によっては、警察、消防、保健所等の行政機関や団地自治会、民生委

員、地域包括支援センター（いきいきサポートセンター）等との連携が必要となるケ
ースもあります。その場合、人権への配慮、個人情報の保護を徹底した上で、適切な
連携を行いながら対応します。 

(3) ほぜんライフケアネットワークの活用 
今後も団地生活や近隣とのトラブルあるいは生活支援に関する相談がますます増

加していくことが想定されることから、当社は、令和元年度に「ほぜんライフケア
ネットワーク」を開設し、関係機関との連絡体制づくりに取組んでいます。 

ご要望や相談事案をお聞きした際には、適切な相談窓口や支援団体のご案内、必
要に応じて当社の担当職員も同席するなど相談者の親身になり対応しております。 

なお、各種の専門機関窓口をリストアップし、本部及び湘南サービスセンターに
備えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

地域包括支援センター（いきいきサポートセンター）との連携事例 
単身高齢の入居者 A さん宅（男性）で、周囲から玄関前でゴミの臭気が酷いとの連絡を受け

いきいきサポートセンター職員と現地訪問、認知症でゴミの曜日が分らなくなってしまう様子
で正しくゴミを出せない状況にあった。溜まっていたゴミを撤去のうえ、その後ごみについて
は藤沢市の一言ふれあい収集にお願いして改善が見られた。 
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２ 
２ 認知症サポーター養成講座を開設（独自提案）  

当社は、認知証サポーター企業（平成 24 年 10 月認証）の認証を受けています。 
こうした活動を活かし、入居する皆様や地域住民の皆様にも、認知症に対する正しい

知識と理解をお持ちいただき、地域で認知症の人やその家族に手助けができるよう、団
地自治会と連携・調整のうえ、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症高齢者等に
やさしい地域づくりに取組みます。 

 
３ 自治会等が掲げる課題に向けた連携 

(1) 自治会へ取組み活動の紹介 
当社の自主事業として、公的賃貸住宅等に居住する一人暮らし高齢者や障がい者等

を対象として、安否確認を主体とした見守り活動や居住相談業務（当社独自の高齢者
等ライフサポ－ト事業）を平成２２年度から開始しています。 

この活動は、団地自治会の活性化に繋がるとの期待もあり、藤沢市内で活発に活動
している団地自治会の事例を紹介しながら、団地自治会、民生委員、地域の団体等が
連携した取組みとなるよう提案し、必要な助言活動を展開しているところであり、当
社の提案に賛同いただき、団地自治会において住民主体の見守り活動などを開始して
います。 

今後、団地自治会の取組みを多くの団地自治会へ紹介するとともに、住民どうし
のつながりを深め、できること・できる時間によるコミュニティ活動への参加を促
す働きかけを強化します。 

 
 

《開催事例》 
令和２年１月、浦賀かもめ団地（横須賀市）

において同講座を開催しました。 
当日は、入居者や団地自治会の役員のほか、

近隣住民などを含め、約５０名の方々の受講
により、症例や兆候など、講師による講義のほ
か、受講いただいた方の参加型による寸劇で
のケーススタディや相談会を催し、受講され
た皆様からは、講座開催に関して数多くの反
響をいただきました。 

今後も団地自治会との協議のうえ、こうし
た活動の実践を継続し、入居者との相互理解、
さらには地域コミュニティの醸成につなげて
いきます。 
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(2) ＮＰＯ法人と連携した自治会活動支援（自主事業） 

当社では、各地域で「高齢者」の福祉増進活動や
「障がい者」の支援活動に取組まれているＮＰＯ法
人の皆様の社会貢献の一助となることを願って助成
金制度を創設し、自主的な活動を支援しています。 

安否確認などの見守り活動、いやしの場づくりの運営、ふれあい喫茶の運営など
を活動するＮＰＯ法人を自治会に紹介するとともに、自治会活動の良好なコミュニ
ティづくりにつなげていけるよう取組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 認知症高齢者等にやさしい 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

～ライフフリー事業助成金制度～
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（4）その他 
（指定管理者として独自のアピールポイント等をご記入ください。） 

 
藤沢市住宅マスタープランの推進に向けて 

公営・公共住宅管理のエキスパートとして 
培った実績と積み重ねてきた信頼により取組みます 

 
藤沢市の市政運営の総合方針のめざす都市像である「郷土愛あふれる藤沢」を、住ま

い、住宅地、地域コミュニティの領域から実現していくための総合的な住宅政策として、
「藤沢市住宅マスタープラン」が策定され、計画的に推進されていくことを当社は承知
しています。 

同マスタープランの推進に向けては、次の４つの重点施策が掲げられています。 
 
 
 
 
 
 
この４つの施策について、これまでの当社の実績と知見に基づき、次の取組みにより

推進します。 
 
重点施策１ 居住支援協議会による住宅確保要配慮者への支援 

【藤沢市の取組内容】 （仮称）藤沢市居住支援協議会の設置等 
 
 
 
 
 
 
 
重点施策２ 空き家の適正管理の促進と利活用の推進 

【藤沢市の取組内容】 「空き家の適正管理の促進」、「空き家の利活用の推進」等 
 
 
 
 
 
 
 

１ 居住支援協議会による住宅確保要配慮者への支援 
２ 空き家の適正管理の促進と利活用の推進 
３ 市営住宅の長寿命化等による居住性の向上と活用の推進 
４ 団地再生に向けた地域と連携した取組の推進 

（当社の取組み） 
当社は、神奈川県居住支援協議会の会員であり、居住支援に関する課題や

ニーズについて、これまでも情報共有や事例等の研究に取組んでおり、市の
協議会が設置された場合は、微力ながら参画させていただき、支援方策につ
いて取組みます。 

 

（当社の取組み） 
市営住宅の空き家（政策空き家を含む）対策としまして、定期の巡回や適

宜の調査・報告の実施により、今後の藤沢市の利活用に資するよう、適正に
管理します。 
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重点施策３ 市営住宅の長寿命化等による居住性の向上と活用の推進 

【藤沢市の取組内容】 「国の改定指針を踏まえた長寿命化計画の見直し」、「市営住宅
の計画的な改修工事の実施」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重点施策４ 団地再生に向けた地域と連携した取組の推進 

【藤沢市の取組内容】 「団地再生に関わる関係者との協議の場の設置及びあり方の
検討」、「県住宅供給公社や都市再生機構等の取組内容の研究」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（当社の取組み） 
長期的な視点と適正かつ効率的な管理・改善の視点が必要であることか

ら、県内の公の施設における長寿命化計画の立案、改修工事に監理・検査
など実績豊富な当社の技術職（一級建築士・公務員 OB・公共工事品質確
保技術者など）によるサポートや入居者意識の把握など、住宅管理の側面
から参画し、微力ながら貢献する所存です。 

（当社の取組み） 
当社は、公的住宅団地に関する管理等のノウハウを共有し、社会課

題・地域課題への対応、県民の安全・安心、豊かな暮らしに資する取組
みを加速させることを目的に、本年３月４日付、神奈川県住宅供給公社
と連携協定を締結しました。 

両者は、超少子高齢化・人口減少等に伴うコミュニティの再生や孤立
死防止等の社会課題に直面していることに加え、公的住宅に住む入居
者の価値観や住まい方の多様化、各種リスク対応など、課題解決とサー
ビス向上とに並行して取組む必要があることから、連携により取組み
を強化・協働していくもので、当社はこうした活動の研究・実践により、
市営住宅の管理に反映することが可能と考えています。 

  【取組みの例示】 
   (1) 団地コミュニティの再生・地域創生に関すること 
   (2) 居住者のみまもり、孤立死対策等に関すること 
   (3) 災害時等の相互支援に関すること 
   (4) コンプライアンス・個人情報に関すること 
   (5) 相互の人事交流及び人材育成に関すること 


